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 綾部市功労者表彰条例をここに公布する。  

 

  平成３０年３月２９日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第１号  

 

綾部市功労者表彰条例  

 

綾部市功労者表彰条例（昭和３４年綾部市条例第１３号）の全部を改正する。  

 （趣旨）  

第１条 この条例は、本市の功労者の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 （表彰）  

第２条 本市は、本市の自治行政の進展及び公益に寄与し、功績顕著な者で次の各号のい

ずれかに該当するものを功労者として表彰する。ただし、第１号から第５号までの職に、

現に在職している者については、この限りでない。  

（１）４年以上市長の職にあった者  

（２）１２年以上市議会議員の職にあった者  

（３）８年以上副市長の職にあった者  

（４）１２年以上教育長の職にあった者  

（５）１５年以上教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、公平委員会委員、農

業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員の職にあった者  

（６）公益のため本市に対し５００万円以上の私財を寄附した者（負担付きの寄附をした

者で市長が不適当と認めるもの又は当該寄附に対する返礼品を受領した者を除く。）  

（７）前各号に掲げるもののほか、本市の発展又は公益に多大の貢献があった者で市長が

適当と認めるもの  

２ 前項第１号から第５号までの職にそれぞれあった者の在任期間の計算は、その者の就

任した日の属する月から退任した日の属する月までの月数とする。  

３ 第１項第２号から第５号までの職において、前後の職を異にしたときは、その異なる

職の在任期間ごとに、これらの号に定める期間の比率を計算してこれを通算する。  

４ 同時に２以上の職に在任する期間があったときは、そのいずれかの一の在任期間によ

る。  

５ 前各項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、功労者とすること

ができない。  

（１）禁錮以上の刑に処せられた者  

（２）その職務の品位を著しく汚したと認められる者  

（３）前２号に掲げるもののほか、功労者として表彰するにふさわしくない行為があった

と認められる者  
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 （諮問）  

第３条 市長は、表彰を受ける者を決定するに当たっては、綾部市功労者表彰審査委員会

に諮問するものとする。  

 （表彰の時期）  

第４条 表彰は、毎年８月１日（市制施行記念日）に行う。ただし、市長が必要と認める

ときは、この限りでない。  

 （表彰の実施）  

第５条 表彰は、市長が表彰状及び記念品を贈呈して行う。  

 （功労者名簿等）  

第６条 市長は、表彰を受けた者を功労者名簿に登録し、その功績を永く伝えるとともに、

その氏名及び表彰の事由を公示するものとする。  

 （追彰）  

第７条 功労者に該当すべき者が死亡者であるときは、これを追彰することができる。  

 （待遇）  

第８条 功労者に対しては、次に掲げる待遇をする。  

（１）市の行う主要な儀式又は公会への招待  

（２）死亡したときにおける弔辞及び供典  

（３）その他市長が必要と認める待遇  

（待遇の停止及び表彰の取消し）  

第９条 功労者が、第２条第５項各号のいずれかに該当したときは、待遇を停止し、又は

表彰を取り消すものとする。  

 （その他）  

第１０条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

 

附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例による改正前の綾部市功労者表彰条例第２条第１項第３号に規定する収

入役として在職した期間を有する者は、この条例による改正後の綾部市功労者表彰条

例第２条第１項第４号中「教育長」とあるのは、「収入役又は教育長」と読み替えて

同条例の規定を適用する。 

 （綾部市附属機関設置条例の一部改正） 

３ 綾部市附属機関設置条例（昭和４６年綾部市条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

  別表市長の項中「綾部市功労者表彰条例（昭和３４年綾部市条例第１３号）」を「綾

部市功労者表彰条例（平成３０年綾部市条例第１号）」に改める。  
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綾部市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例をここに公

布する。  

 

  平成３０年３月２９日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第２号 

 

綾部市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 人員に関する基準（第４条・第５条） 

第３章 運営に関する基準（第６条―第３１条） 

第４章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第３２条） 

附則 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４７

条第１項第１号、第７９条第２項第１号並びに第８１条第１項及び第２項の規定に基づ

き、指定居宅介護支援（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同

じ。）及び基準該当居宅介護支援（法第４７条第１項第１号に規定する基準該当居宅介護

支援をいう。以下同じ。）の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（指定居宅介護支援の事業の一般原則） 

第２条 法第７９条第２項第１号の条例で定める者は、法人（綾部市暴力団排除条例（平

成２４年綾部市条例第３７号）第２条第３号イ及びエに掲げる者を除く。）とする。 

２ 指定居宅介護支援事業者（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者をい

う。以下同じ。）は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサー

ビスの提供に努めなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の事業を運営するに当たっては、綾部

市暴力団排除条例第２条第３号に掲げる暴力団員等の支配を受けてはならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設

置すること等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施するこ

と等の措置を講じるよう努めなければならない。 

 （基本方針） 

第３条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が

可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
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きるように配慮して行われるものでなければならない。 

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、

利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者か

ら、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及

び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等

（法第８条第２４項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）が特定の種類又

は特定の指定居宅サービス事業者（法第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事業

者をいう。以下同じ。）等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければな

らない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村（特別区を含む。以下

同じ。）、法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）第２０条の７の２に規定する老人介護支援センター、他の指

定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者（法第５８条第１項に規定する指定介

護予防支援事業者をいう。以下同じ。）、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第

１号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。 

第２章 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第４条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定居宅介護支援事

業所」という。）ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員

であって常勤であるものを置かなければならない。 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が３５又はその端数を増すごとに１とする。 

（管理者） 

第５条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置か

なければならない。 

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第 

１４０条の６６第１号イ（３）に規定する主任介護支援専門員でなければならない。 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、この限りでない。 

（１）管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する

場合 

（２）管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定居

宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

第３章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対し、第２０条に規定する運営規程の概要その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、
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当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利

用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画が第３条に規定する基本方針及び利用

者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を

紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利

用申込者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じ

た場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所

に伝えるよう求めなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、

第１項の規定による文書の交付に代えて、第７項に定めるところにより、当該利用申込

者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条

において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当

該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

（１）電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使

用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録さ

れた第１項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の

閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又

は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

（２）磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第１項に規定する重

要事項を記録したものを交付する方法 

５ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することに

よる文書を作成することができるものでなければならない。 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電

子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、第４項の規定により第１項に規定する重要事項を提供し

ようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に

掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければ

ならない。 

（１）第４項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの 

（２）ファイルへの記録の方式 
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８ 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又はその家

族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったと

きは、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的

方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定

による承諾をした場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第７条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んでは

ならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第８条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地

域（当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。

以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供すること

が困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置

を講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第９条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、そ

の者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定

の有効期間を確かめるものとする。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第１０条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用

申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受

けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確

認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申

請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受け

ている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう、必要な援助を行わ

なければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第１１条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に

身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたとき

は、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第１２条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援（法第４６条第４項の規定に基

づき居宅介護サービス計画費（同条第１項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。

以下同じ。）が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。）を提

供した際にその利用者から支払を受ける利用料（居宅介護サービス計画費の支給の対象

となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）の額と、居宅介護サービス計画費の額との間

に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 
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２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の

実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに要した

交通費の支払を利用者から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっ

ては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について

説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１３条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第１項の

利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明

書を利用者に対して交付しなければならない。 

（指定居宅介護支援の基本取扱方針） 

第１４条 指定居宅介護支援は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう

行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。 

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第１５条 指定居宅介護支援の方針は、第３条に規定する基本方針及び前条に規定する基

本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

（１）指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に

関する業務を担当させるものとする。 

（２）指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は

その家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 

（３）介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常

生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ

計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。 

（４）介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般

を支援する観点から、介護給付等対象サービス（法第２４条第２項に規定する介護給

付等対象サービスをいう。以下同じ。）以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当

該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画

上に位置付けるよう努めなければならない。 

（５）介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサ

ービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサ

ービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものと

する。 

（６）介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利

用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置

かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が

自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しな

ければならない。 
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（７）介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」

という。）に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わ

なければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及び

その家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

（８）介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づ

き、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制

を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最

も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、

総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びそ

の達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意

事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。 

（９）介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作

成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に

位置付けた指定居宅サービス等の担当者（以下この条において「担当者」という。）を

招集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催により、利用者の状況等に関する情報を

担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者か

ら、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者（末期の悪性腫瘍

の患者に限る。）の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師（以下この条におい

て「主治の医師等」という。）の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得な

い理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができ

るものとする。 

（１０）介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等に

ついて、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原

案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得

なければならない。 

（１１）介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画

を利用者及び担当者に交付しなければならない。 

（１２）介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に

対して、訪問介護計画（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成１１年厚生省令第３７号）第２４条第１項に規定する訪問介護計画をいう。）

等同基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。 

（１３）介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の

把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて居宅サ

ービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行

うものとする。 

（１４）介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受

けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔
くう

機能その他の利用者の

心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治

の医師、歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。 
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（１５）介護支援専門員は、第１３号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」

という。）に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を

継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなけれ

ばならない。 

ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

イ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 

（１６）介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催によ

り、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意

見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に

対する照会等により意見を求めることができるものとする。 

ア 要介護認定を受けている利用者が法第２８条第２項に規定する要介護更新認定を

受けた場合 

イ 要介護認定を受けている利用者が法第２９条第１項に規定する要介護状態区分の

変更の認定を受けた場合 

（１７）第３号から第１２号までの規定は、第１３号に規定する居宅サービス計画の変更

について準用する。 

（１８）介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率

的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困

難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院若しくは入所を希望する

場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 

（１９）介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所をしようとする要介護者か

ら依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、

居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。 

（２０）介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介

護（厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。）を位置付ける場

合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要

な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならな

い。 

（２１）介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービ

スの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師

等の意見を求めなければならない。 

（２２）前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、

当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

（２３）介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の

医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の

指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等

を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的

観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行うものと

する。 
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（２４）介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護

を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分

に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を

除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期

間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。 

（２５）介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあって

は、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載すると

ともに、必要に応じて随時、サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を

受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場

合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。 

（２６）介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあ

っては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記

載しなければならない。 

（２７）介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第７３条第２項に規定す

る認定審査会意見又は法第３７条第１項の規定による指定に係る居宅サービス若しく

は地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨（同

項の規定による指定に係る居宅サービス又は地域密着型サービスの種類については、

その変更の申請ができることを含む。）を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って

居宅サービス計画を作成しなければならない。 

（２８）介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合に

は、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図

るものとする。 

（２９）指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の２３第３項の規定に基づき、指定介

護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業

務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正

に実施できるよう配慮しなければならない。 

（３０）指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に基づき、同条第

１項に規定する会議から、同条第２項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見

の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければ

ならない。 

（法定代理受領サービス等に係る報告） 

第１６条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市町村（法第４１条第１０項の規定により

同条第９項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会（国民健

康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連

合会をいう。以下同じ。）に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）

に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定

代理受領サービス（法第４１条第６項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わ

り当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定

居宅サービスをいう。）として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなけ
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ればならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サ

ービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、

市町村（当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民

健康保険団体連合会）に対して提出しなければならない。 

（利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付） 

第１７条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望す

る場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの

申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況

に関する書類を交付しなければならない。 

（利用者に関する市町村への通知） 

第１８条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次の各号

のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなけれ

ばならない。 

（１）正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等に

より、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

（２）偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。 

（管理者の責務） 

第１９条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援

専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実

施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第２０条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程（以下「運営規程」という。）として次に掲げる

事項を定めるものとする。 

（１）事業の目的及び運営の方針 

（２）職員の職種、員数及び職務内容 

（３）営業日及び営業時間 

（４）指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 

（５）通常の事業の実施地域 

（６）その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保） 

第２１条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供でき

るよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を

定めておかなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援

事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただ
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し、介護支援専門員の補助の業務については、この限りでない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。 

（設備及び備品等） 

第２２条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとと

もに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

（従業者の健康管理） 

第２３条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態につい

て、必要な管理を行わなければならない。 

（掲示） 

第２４条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営

規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資す

ると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持） 

第２５条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がな

く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理

由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必

要な措置を講じなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用

いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、

あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

（広告） 

第２６条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合

においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等） 

第２７条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービ

ス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して

特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはな

らない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関

し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示

等を行ってはならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、

利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償と

して、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情処理） 

第２８条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サ

ービス計画に位置付けた指定居宅サービス等（第６項において「指定居宅介護支援等」
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という。）に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければなら

ない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記

録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第２３条の規

定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職

員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に

協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助

言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容

を市町村に報告しなければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた法第４１条第１項

に規定する指定居宅サービス又は法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サー

ビスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な

援助を行わなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して

国民健康保険団体連合会が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力するとともに、

自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助

言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければなら

ない。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、

前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第２９条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事

故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要

な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について

記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべ

き事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第３０条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに経理を区分すると

ともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければなら

ない。 

（記録の整備） 

第３１条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整

備し、当該記録のうち次に掲げる記録について、その完結の日から５年間保存しなけれ

ばならない。 

（１）第２１条第１項に規定する勤務の体制に係る記録 
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（２）指定居宅介護支援の費用の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの

写し 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

（１）第１５条第１３号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 

（２）個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 

ア 居宅サービス計画 

イ 第１５条第７号に規定するアセスメントの結果の記録 

ウ 第１５条第９号に規定するサービス担当者会議等の記録 

エ 第１５条第１５号に規定するモニタリングの結果の記録 

（３）第１８条に規定する市町村への通知に係る記録 

（４）第２８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（５）第２９条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

第４章 基準該当居宅介護支援に関する基準 

 （準用） 

第３２条 第２条及び第３条並びに前２章（第２８条第６項及び第７項を除く。）の規定は、

基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において、第６条第１項中「第

２０条」とあるのは「第３２条において準用する第２０条」と、第１２条第１項中「指

定居宅介護支援（法第４６条第４項の規定に基づき居宅介護サービス計画費（同条第１

項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。）が当該指定居宅介護支援事業

者に支払われる場合に係るものを除く。）」とあるのは「基準該当居宅介護支援」と、「居

宅介護サービス計画費の額」とあるのは「法第４７条第３項に規定する特例居宅介護サ

ービス計画費の額」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第１５条（第２０号に

係る部分に限る。）（第３２条において準用する場合を含む。）の規定は、同年１０月

１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 平成３３年３月３１日までの間は、第５条第２項の規定にかかわらず、介護支援

専門員（介護保険法施行規則第１４０条の６６第１号イ（３）に規定する主任介護支援

専門員を除く。）を第５条第１項に規定する管理者とすることができる。 
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綾部市ものづくり交流館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第３号 

 

綾部市ものづくり交流館の設置及び管理に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１項の規

定に基づき、綾部市ものづくり交流館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（設置） 

第２条 地域産業の振興及び地域の人材育成等に資するため、綾部市ものづくり交流館を

次のとおり設置する。 

名     称 位     置 

綾部市ものづくり交流館 綾部市青野町西馬場下３３番地の１ 

（業務） 

第３条 綾部市ものづくり交流館（以下「交流館」という。）の業務は、次のとおりとする。 

（１）各種研修、情報交換等の場の提供 

（２）地域産業等の交流に関する業務 

（３）地域産業等における人材育成に関する業務 

（４）市内企業等の紹介に関する業務 

（５）その他市長が必要と認める業務 

（開館時間及び休館日） 

第４条 交流館の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。 

２ 交流館の休館日は、次のとおりとする。 

（１）日曜日及び土曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３）１２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

３ 市長は、特に必要があると認めるときは、前２項に規定する開館時間及び休館日を変

更することができる。 

（使用の許可） 

第５条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

（使用の不許可等） 

第６条 市長は、交流館を使用する者（以下「使用者」という。）が、次の各号のいずれか

に該当するときは、使用を許可せず、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させるこ
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とができる。 

（１）公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。 

（２）他の来館者に危害を及ぼし、又は他の来館者の迷惑になるおそれがあると認められ

るとき。 

（３）施設、附属設備、器具その他工作物（以下「施設等」という。）を破損するおそれの

あるとき。 

（４）虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったと 

き。 

（５）この条例又はこの条例に基づく規則、条件若しくは指示に違反するとき。 

（６）交流館の管理上支障のあるとき。 

（７）前各号に規定するもののほか、市長が特にその使用を不適当と認めるとき。 

２ 交流館の展示スペースは、同一の者について引き続き１月を超えて使用することはで

きない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

（使用料） 

第７条 交流館を使用しようとする者は、別表に定める使用料を使用申込みと同時に納付

しなければならない。 

２ 前項の使用料は、市長が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除すること

ができる。 

（使用料の不還付） 

第８条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が還付することを特に認めた場合は、

この限りでない。 

（使用者の禁止事項） 

第９条 使用者は、使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（損害賠償責任） 

第１０条 使用者は、交流館の施設等を破損し、又は滅失したときは、市長の定める損害

額を賠償しなければならない。 

（市の免責） 

第１１条 交流館の施設等の使用により、又は第６条の規定に基づく処分によって使用者

に生じた損害については、市は、一切の責任を負わない。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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別表（第７条関係） 

交 流 館 使 用 料 

区   分 使 用 料 

多目的ホール １時間当たり２，５００円 

展示スペース １回当たり５，０００円 

備考 

１ 営利を目的とする場合（多目的ホールの使用に限る。）の使用料は、基本額の２

倍の額とする。 

２ 冷暖房設備を使用する場合（多目的ホールの使用に限る。）は、使用料の２分の

１の額を加算する。 

３ この表において「１回」とは、第５条の規定により使用を許可した期間をいう。 
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 綾部市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。  

 

  平成３０年３月２９日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第４号  

 

綾部市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に  

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する  

条例の一部を改正する条例  

 

 綾部市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年綾部市条例第３７号）

の一部を次のように改正する。  

別表第１の３の項を次のように改める。  

３ 削除   

別表第２の１６の項を次のように改める。  

１６ 削除   

 

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 綾部市保育及び教育の実施に関する条例を廃止する条例（平成３０年綾部市条例  

第１９号）附則第２項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例による廃止

前の綾部市保育及び教育の実施に関する条例（平成１５年綾部市条例第５０号）の規定

に基づき徴収する保育料に係る事務については、なお従前の例による。  
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 綾部市一般職職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第５号 

 

綾部市一般職職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 綾部市一般職職員の育児休業等に関する条例（平成４年綾部市条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

 第３条第６号中「、児童福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等又は綾部市

保育及び教育の実施に関する条例（平成１５年綾部市条例第５０号）第２条第１号に規定

する幼児園」を「又は児童福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

　条　例　

19



 綾部市立幼稚園保育料等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

  平成３０年３月２９日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第６号  

 

綾部市立幼稚園保育料等に関する条例の一部を改正する条例  

 

 綾部市立幼稚園保育料等に関する条例（平成２７年綾部市条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 別表備考第１項中「若しくは幼児園」を削る。  

 

   附 則  

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  
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綾部市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第７号 

 

綾部市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

綾部市公民館の設置及び管理に関する条例（平成１１年綾部市条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第２綾部市志賀郷公民館の項を次のように改める。 

綾
部
市
志
賀
郷
公
民
館 

多目的ホール １，８００ ２，４００ ４，２００ ３，０００ ７，２００ 

集会室 ６００ ８００ １，４００ １，１００ ２，５００ 

会議室 ４００ ５００ ９００ ７００ １，６００ 

研修室 ３００ ４００ ７００ ５００ １，２００ 

和室 
２室利用 ６００ ８００ １，４００ １，０００ ２，４００ 

１室利用 ３００ ４００ ７００ ５００ １，２００ 

調理実習室 ６００ ８００ １，４００ １，０００ ２，４００ 

 

   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 
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綾部市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例をここに公布する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第８号 

 

綾部市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例 

 

綾部市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年綾部市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第８条中「場合は」の次に「、必要に応じて」を、「支給認定証」の次に「（支給認定 

保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規

則（平成２６年内閣府令第４４号）第７条第２項に規定する通知）」を加える。 

 第１５条第１項第２号中「同条第９項」を「同条第１１項」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第９号 

 

綾部市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

綾部市国民健康保険条例（昭和３４年綾部市条例第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

第１章の章名を次のように改める。 

第１章 本市が行う国民健康保険の事務 

第１条（見出しを含む。）中「国民健康保険」の次に「の事務」を加える。 

第１０条中「被保険者である世帯主及びその」を「世帯主の」に、「第２９条の７第１

項」を「（昭和３３年政令第３６２号）第２９条の７第１項第１号」に、「同項に規定す

る後期高齢者支援金等賦課額」を「国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第２号に規

定する後期高齢者支援金等賦課額」に、「同項に規定する介護納付金賦課被保険者」を

「国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者」

に、「同項に規定する介護納付金賦課額」を「国民健康保険法施行令第２９条の７第１項

第３号に規定する介護納付金賦課額」に改める。 

第１０条の２各号を次のように改める。 

（１）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）の額から当該給付

に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活

療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額

療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用（一般被保険者に係るものに限

る。）の額 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第２２条の規定により読み替えられた法第 

７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同

じ。）の納付に要する費用（府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限

り、府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定

による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）、高齢者医療

確保法の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」という。）及び

介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以下「介護納付金」

という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）の額 

ウ 法第８１条の２第４項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額 

エ 法第８１条の２第９項第２号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要す
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る費用の額 

オ 保健事業に要する費用の額 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費用

を除く。）の額（退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付

に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活

療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額

療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに府が行う国民健康保

険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府の国民

健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援

金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）及び退職被保険

者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。） 

（２）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法第７４条の規定による補助金の額 

イ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受け

る補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府の国民健康保険に関

する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納

付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。）に係る

ものを除く。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）の額 

ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金（エにおいて「国民健

康保険保険給付費等交付金」という。）（退職被保険者等の療養の給付等に要する

費用（法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７０条第１項に規定する療

養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。）に係るものを除く。）の額 

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費用

を除く。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた法第 

７２条の３第１項の規定による繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金（退職

被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）を除く。）の額 

第１５条第１項第２号中「初日」を「前年度及びその直前の２か年度の各年度」に改め、

「一般被保険者の数」の次に「等を勘案して算定した数」を加え、同項第３号ア中「初

日」を「前年度及びその直前の２か年度の各年度」に改め、「世帯の数」の次に「等を勘

案して算定した数」を加える。 

第１５条の６中「５４万円」を「５８万円」に改める。 

第１５条の６の２各号を次のように改める。 

（１）当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府の国民健康保

険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納

付に要する費用に係る部分であつて、府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るも

のに限る。次号において同じ。） 

（２）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受け
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る補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及

び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた

法第７２条の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

第１５条の６の５第１項第２号中「初日」を「前年度及びその直前の２か年度の各年

度」に改め、「一般被保険者の数」の次に「等を勘案して算定した数」を加え、同項第３

号ア中「初日」を「前年度及びその直前の２か年度の各年度」に改め、「属する世帯の

数」の次に「等を勘案して算定した数」を加える。 

第１５条の７各号を次のように改める。 

（１）当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府の国民健康保

険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に

限る。次号において同じ。） 

（２）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受け

る補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及

び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた

法第７２条の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

第１５条の１１第１項第２号中「初日」を「前年度及びその直前の２か年度の各年度」

に改め、「介護納付金賦課被保険者の数」の次に「等を勘案して算定した数」を加え、同

項第３号中「初日」を「前年度及びその直前の２か年度の各年度」に改め、「属する世帯

の数」の次に「等を勘案して算定した数」を加える。 

第１９条第１項中「５４万円」を「５８万円」に改め、同項第２号中「２７万円」を

「２７万５千円」に改め、同項第３号中「４９万円」を「５０万円」に改め、同条第３項

及び第４項中「５４万円」を「５８万円」に改める。 

第２５条の３第２項中「届出は」を「届出に当たり」に、「を提示して行わなければ」

を「の提示を求められた場合においては、これを提示しなければ」に改める。 

第２７条第４項中「保険給付費、老人保健拠出金及び介護納付金の財源調整並びに保健

事業」を「保険給付、国民健康保険事業費納付金の納付及び保健事業の実施に要する財源

に充てる場合」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例による改正後の第６章の規定は、平成３０年度以後の年度分の保険料につい

て適用し、平成２９年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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綾部市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第１０号 

 

綾部市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 

 綾部市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年綾部市条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条第２号中「第５５条第１項」の次に「（法第５５条の２第２項において準用する場

合を含む。）」を加え、「同項」を「法第５５条第１項」に改め、同条第３号中「法第５５条

第２項第１号」の次に「（法第５５条の２第２項において準用する場合を含む。）」を加え、

同条第４号中「法第５５条第２項第２号」の次に「（法第５５条の２第２項において準用す

る場合を含む。）」を加え、「同号」を「法第５５条第２項第２号」に改め、同条に次の１号

を加える。 

（５）法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法（昭

和３３年法律第１９２号）第１１６条の２第１項及び第２項の規定の適用を受け、こ

れらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であ

った被保険者 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正後の第３条の規定は、この条例の施行の日以後に後期高齢者

医療の被保険者となる者について適用し、同日前に後期高齢者医療の被保険者となった

者については、なお従前の例による。 
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 綾部市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

  平成３０年３月２９日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第１１号  

 

綾部市介護保険条例の一部を改正する条例  

 

 綾部市介護保険条例（平成１２年綾部市条例第６号）の一部を次のように改正する。  

第３条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２

年度まで」に改め、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条

第１項第１３号に規定する」を「当該保険料の賦課期日の属する年の前年の」に、「（以下

「合計所得金額」という。）」を「（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１

項第１３号に規定する合計所得金額をいう。以下「合計所得金額」という。）（租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、

第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第

３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第３８条第４項に規定する

特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。）」に改め、同項第７号ア

中「合計所得金額」を「当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額」に、  

「１，９００，０００円」を「２，０００，０００円」に改め、同項第８号ア中「合計所得 

金額」を「当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額」に、「２，９００，０００ 

円」を「３，０００，０００円」に改め、同項第９号ア、第１０号ア、第１１号ア及び第

１２号ア中「合計所得金額」を「当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額」

に改め、同条第２項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成

３２年度まで」に改める。  

 

附 則  

（施行期日）  

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

第２条 この条例による改正後の第３条の規定は、平成３０年度分の保険料から適用し、

平成２９年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。  
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綾部市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第１２号 

 

綾部市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に 

関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

綾部市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２５年綾部市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項第２号中「（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護

福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。）」

を削り、同条第２項中「３年以上」を「１年以上（特に業務に従事した経験が必要な者と

して厚生労働大臣が定めるものにあっては、３年以上）」に改め、同条第５項中「の各号」

及び「、午後６時から午前８時までの間において」を削り、同項に次の１号を加える。 

（１２）介護医療院 

 第６条第７項中「午後６時から午前８時までの間は、当該」を「当該」に改め、同条第

８項中「、午後６時から午前８時までの間は」を削り、同条第１２項中「第１９１条第 

１０項」を「第１９１条第１４項」に改める。 

 第２５条第３項中「同条第１１項」を「同条第１０項」に改め、同条第４項中「次条第

１１項」を「次条第１０項」に改める。 

 第３２条第３項中「午後６時から午前８時までの間に行われる」を削る。 

 第３９条第１項中「３月」を「６月」に改め、同条第４項中「場合には」の次に「、正

当な理由がある場合を除き」を加え、「行うよう努めなければならない」を「行わなけれ

ばならない」に改める。 

 第４２条第１項中「しておかなければならない」を「し、当該記録のうち次に掲げる記

録について、その完結の日から５年間保存しなければならない」に改め、同項に次の各号

を加える。 

（１）第３２条第１項に規定する勤務の体制に係る記録 

（２）指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の費用の請求に関して国民健康保険団体連

合会に提出したものの写し 

 第４２条第２項中「の各号」を削り、同項第４号中「第２６条第１１項」を「第２６条

第１０項」に改める。 

 第４７条第２項中「３年以上」を「１年以上（特に業務に従事した経験が必要な者とし

て厚生労働大臣が定めるものにあっては、３年以上）」に改める。 
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 第５８条第１項中「しておかなければならない」を「し、当該記録のうち次に掲げる記

録について、その完結の日から５年間保存しなければならない」に改め、同項に次の各号

を加える。 

（１）第５６条第１項に規定する勤務の体制に係る記録 

（２）指定夜間対応型訪問介護の費用の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出した

ものの写し 

 第５８条第２項中「の各号」を削る。 

 第５９条の９第６号中「第５条の２」を「第５条の２第１項」に改める。 

 第５９条の１９第１項中「しておかなければならない」を「し、当該記録のうち次に掲

げる記録について、その完結の日から５年間保存しなければならない」に改め、同項に次

の各号を加える。 

（１）第５９条の１３第１項に規定する勤務の体制に係る記録 

（２）指定地域密着型通所介護の費用の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出した

ものの写し 

 第５９条の１９第２項中「の各号」を削る。 

 第５９条の２５中「９人」を「１８人」に改める。 

 第５９条の２７第１項中「運営規程」を「重要事項に関する規程」に改める。 

 第５９条の３７第１項中「しておかなければならない」を「し、当該記録のうち次に掲

げる記録について、その完結の日から５年間保存しなければならない」に改め、同項に次

の各号を加える。 

（１）次条において準用する第５９条の１３第１項に規定する勤務の体制に係る記録 

（２）指定療養通所介護の費用の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの

写し 

 第５９条の３７第２項中「の各号」を削る。 

 第５９条の３８中「「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」」を「「運営規程」

とあるのは「第５９条の３４に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」」に改める。 

 第６１条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を、「特定施設」の次

に「をいう。以下この条において同じ。）」を加え、「以下同じ。））の事業」を「以下

同じ。）の事業」に改める。 

 第６５条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット型指定地域

密着型介護老人福祉施設（第１７８条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）」を加え、「３人以下とする」を「３

人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型

通所介護の利用者の数の合計が１日当たり１２人以下となる数とする」に改め、同条第２

項中「第８２条第７項」の次に「及び第１９１条第８項」を加える。 

 第７９条第１項中「しておかなければならない」を「し、当該記録のうち次に掲げる記

録について、その完結の日から５年間保存しなければならない」に改め、同項に次の各号
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を加える。 

（１）次条において準用する第５９条の１３第１項に規定する勤務の体制に係る記録 

（２）指定認知症対応型通所介護の費用の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出し

たものの写し 

 第７９条第２項中「の各号」を削る。 

 第８２条第１項中「小規模多機能型居宅介護、（第７項」を「小規模多機能型居宅介護

（第７項」に、「本体事業所及び」を「本体事業所並びに」に改め、「他の同項に規定す

るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」の次に「及び第１９１条第８項に規

定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を加え、同条第６項の表当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている

場合の項中「又は指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条

第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。）」を「、指定介護

療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療

養病床を有する診療所であるものに限る。）又は介護医療院」に改め、同条第７項中「（以

下「本体事業所」という。）」を「（以下この章において「本体事業所」という。）」に

改める。 

 第８３条第３項、第８４条及び第１０３条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介

護医療院」を加える。 

 第１０７条第１項中「しておかなければならない」を「し、当該記録のうち次に掲げる

記録について、その完結の日から５年間保存しなければならない」に改め、同項に次の各

号を加える。 

（１）次条において準用する第５９条の１３第１項に規定する勤務の体制に係る記録 

（２）指定小規模多機能型居宅介護の費用の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出

したものの写し 

 第１０７条第２項中「の各号」を削る。 

 第１１１条第２項及び第１１２条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加

える。 

 第１１７条中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

 第１２５条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

 第１２７条第１項中「しておかなければならない」を「し、当該記録のうち次に掲げる

記録について、その完結の日から５年間保存しなければならない」に改め、同項に次の各

号を加える。 
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（１）第１２３条第１項に規定する勤務の体制に係る記録 

（２）指定認知症対応型共同生活介護の費用の請求に関して国民健康保険団体連合会に提

出したものの写し 

 第１２７条第２項中「の各号」を削る。 

 第１３０条第４項中「のうち１人以上、及び介護職員のうち」を「及び介護職員のうち

それぞれ」に改め、「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同条第７項第

１号中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次

の１号を加える。 

（３）介護医療院 介護支援専門員 

 第１３８条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

 第１４８条第１項中「しておかなければならない」を「し、当該記録のうち次に掲げる

記録について、その完結の日から５年間保存しなければならない」に改め、同項に次の各

号を加える。 

（１）第１４６条第１項に規定する勤務の体制に係る記録 

（２）指定地域密着型特定施設入居者生活介護の費用の請求に関して国民健康保険団体連

合会に提出したものの写し 

 第１４８条第２項中「の各号」を削る。 

 第１５１条第３項中「この条において同じ。）及び」を「この項において同じ。）に」

に、「（平成１１年厚生労働省令第３９号）」を「（平成１１年厚生省令第３９号。以下

「指定介護老人福祉施設基準」という。）」に改め、「規定するユニット型指定介護老人

福祉施設をいう」の次に「。以下この項において同じ」を加え、「併設する場合又は指定

地域密着型介護老人福祉施設及び」を「併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設

及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員（指定介護老人福祉施設基

準第４７条第２項の規定に基づき配置される看護職員に限る。）又は指定地域密着型介護

老人福祉施設に」に、「併設する場合の介護職員」を「併設する場合の指定地域密着型介

護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員」に改め、同

条第４項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同条第８項第２号中「若

しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加

える。 

（４）介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 

 第１５３条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。 

 第１５７条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 
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６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる

措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

 第１６５条の次に次の１条を加える。 

 （緊急時等の対応） 

第１６５条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他

必要な場合のため、あらかじめ、第１５１条第１項第１号に掲げる医師との連携方法そ

の他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。 

 第１６８条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加え

る。 

（６）緊急時等における対応方法 

 第１７６条第１項中「しておかなければならない」を「し、当該記録のうち次に掲げる

記録について、その完結の日から５年間保存しなければならない」に改め、同項に次の各

号を加える。 

（１）第１６９条第１項に規定する勤務の体制に係る記録 

（２）指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の費用の請求に関して国民健康保

険団体連合会に提出したものの写し 

 第１７６条第２項中「の各号」を削る。 

 第１８２条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

 第１８６条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加え

る。 

（７）緊急時等における対応方法 

 第１９１条第１項中「本体事業所である」を「第８２条第７項に規定する本体事業所で

ある」に、「又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」を「及び指

定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条第７項に規定するサテライト型指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所（第６項において「サテライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所」という。）の登録者、第８項に規定する本体事業所である指定
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看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサ

テライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテラ

イト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他

の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業

所に係る第８２条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」に

改め、同条第６項中「本体事業所である」を「第８２条第７項に規定する本体事業所であ

る」に改め、「又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」の次に「の

登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業

所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第８項に規定する本体事業所で

ある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規

定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を加え、同条第７項に次の

１号を加える。 

（５）介護医療院 

 第１９１条中第１０項を第１４項とし、同項の前に次の１項を加える。 

１３ 第１１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるとき

は、介護支援専門員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する

前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者（第１９９条において「研修修

了者」という。）を置くことができる。 

 第１９１条中第９項を第１２項とし、同条第８項中「前項」を「第７項」に改め、同項

を同条第１１項とし、同条第７項の次に次の３項を加える。 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（利

用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応し、

利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業

について３年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置さ

れる当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規

模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下この章において「本体事業所」

という。）との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供で

きる体制にあるものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護

小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められる

ときは、２人以上とすることができる。 

９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

ついては、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護小規

模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事
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業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通

じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 

１０ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

については、看護職員の員数は常勤換算方法で１以上とする。 

 第１９２条第２項中「前項」を「第１項」に改め、「介護老人保健施設」の次に「、介

護医療院」を加え、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障

がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体

事業所の管理者をもって充てることができる。 

第１９３条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

 第１９４条第１項中「２９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所にあっては、１８人）」を加え、同条第２項第１号中「事業所にあっては、登録

定員」を「事業所にあっては登録定員」に改め、「定める利用定員」の次に「、サテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては１２人」を加え、同項第２号中「９

人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、６人）」

を加える。 

 第１９５条第２項第２号に次のように加える。 

オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該指定

看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、

当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができる。 

 第１９９条第１項中「介護支援専門員」の次に「（第１９１条第１３項の規定により介

護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては、研修修了者。以下この条において同じ。）」を加える。 

 第２０１条第１項中「しておかなければならない」を「し、当該記録のうち次に掲げる

記録について、その完結の日から５年間保存しなければならない」に改め、同項に次の各

号を加える。 

（１）次条において準用する第５９条の１３第１項に規定する勤務の体制に係る記録 

（２）指定看護小規模多機能型居宅介護の費用の請求に関して国民健康保険団体連合会に

提出したものの写し 

 第２０１条第２項中「の各号」を削り、同項第５号中「第１９９条第１０項」を「第 

１９９条第９項」に改める。 

 第２０２条中「提供回数等の活動状況」と」の次に「、第８７条中「第８２条第１２項」

とあるのは「第１９１条第１３項」と」を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第１３号 

 

綾部市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに 

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の 

方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

綾部市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例（平成２５年綾部市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「第５条の２」を「第５条の２第１項」に改める。 

第５条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を、「特定施設」の次に

「をいう。以下この条において同じ。）」を加え、「以下同じ。））の事業」を「以下同じ。）

の事業」に改める。 

第９条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準条例第１７８条に規定するユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）」を

加え、「３人以下とする」を「３人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の

数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日当たり１２

人以下となる数とする」に改める。 

第４０条第１項中「しておかなければならない」を「し、当該記録のうち次に掲げる記

録について、その完結の日から５年間保存しなければならない」に改め、同項に次の各号

を加える。 

（１）第２８条第１項に規定する勤務の体制に係る記録 

（２）指定介護予防認知症対応型通所介護の費用の請求に関して国民健康保険団体連合会

に提出したものの写し 

 第４０条第２項中「の各号」を削る。 

第４４条第６項の表当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施

設等のいずれかが併設されている場合の項中「又は指定介護療養型医療施設（医療法（昭

和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所である

ものに限る。）」を「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律第２０５号）
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第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。）又は介護医

療院」に改める。 

第４５条第３項、第４６条及び第６０条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護

医療院」を加える。 

第６４条第１項中「しておかなければならない」を「し、当該記録のうち次に掲げる記

録について、その完結の日から５年間保存しなければならない」に改め、同項に次の各号

を加える。 

（１）次条において準用する第２８条第１項に規定する勤務の体制に係る記録 

（２）指定介護予防小規模多機能型居宅介護の費用の請求に関して国民健康保険団体連合

会に提出したものの写し 

 第６４条第２項中「の各号」を削る。 

第７２条第２項及び第７３条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

第７８条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

第８３条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

第８５条第１項中「しておかなければならない」を「し、当該記録のうち次に掲げる

記録について、その完結の日から５年間保存しなければならない」に改め、同項に次の各

号を加える。 

（１）第８１条第１項に規定する勤務の体制に係る記録 

（２）指定介護予防認知症対応型共同生活介護の費用の請求に関して国民健康保険団体連

合会に提出したものの写し 

 第８５条第２項中「の各号」を削る。 

 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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 綾部市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第１４号 

 

綾部市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防 

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例 

 

綾部市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２７年綾部市条例第７

号）の一部を次のように改正する。 

第４条第４項中「介護保険施設」の次に「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第１号に規定す

る指定特定相談支援事業者」を加える。 

第７条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用申込者又はその家族に対し」を加え、

「ものである」を「ものであり、利用者は複数の指定介護予防サービス事業者（法第 

５３条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。）等を紹介す

るよう求めることができる」に改め、同条第７項を同条第８項とし、同条第６項中「第

３項」を「第４項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「第３項」を「第４

項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項を同条第５項とし、同条第３項中「第

６項で」を「第７項に」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を

加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利

用申込者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じ

た場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなけれ

ばならない。 

第９条中「当該事業所」を「当該指定介護予防支援事業所」に改める。 

第１３条中「法第５８条第２項」を「同条第１項」に改め、「対価をいう。以下同

じ。）」の次に「の額」を加える。 

第１６条の見出し中「サービス」の次に「等」を加える。 

第３０条中「事業所」を「指定介護予防支援事業所」に改める。 

第３１条第１項中「しておかなければならない」を「し、当該記録のうち次に掲げる記

録について、その完結の日から５年間保存しなければならない」に改め、同項に次の各号
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を加える。 

（１）第２１条第１項に規定する勤務の体制に係る記録 

（２）指定介護予防支援の費用の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの

写し 

第３１条第２項第２号エ中「第３３条第１５号」を「第３３条第１６号」に改め、同号

オ中「第３３条第１６号」を「第３３条第１７号」に改める。 

第３３条第９号中「作成のために介護予防サービス計画」を「作成のために、利用者及

びその家族の参加を基本としつつ、介護予防サービス計画」に改め、同条第２８号を同条

第３０号とし、同条第２７号を同条第２９号とし、同条第２６号中「同条第１項」を「同

項」に、「若しくは地域密着型介護予防サービスの種類については」を「又は地域密着型

介護予防サービスの種類については」に改め、同号を同条第２８号とし、同条第２２号か

ら第２５号までを２号ずつ繰り下げ、同条第２１号中「以下」を「次号及び第２４号にお

いて」に改め、同号を同条第２２号とし、同号の次に次の１号を加える。 

（２３）前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当

該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

第３３条第２０号中「退所」を「退所を」に改め、同号を同条第２１号とし、同条第 

１９号中「入院又は入所」を「入院若しくは入所」に改め、同号を同条第２０号とし、

同条第１５号から第１８号までを１号ずつ繰り下げ、同条第１４号の次に次の１号を加

える。 

（１５）担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受け

たときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔
くう

機能その他の利用者の心

身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の

医師、歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。 

第３５条中「第１３条第１項」を「第１３条」に、「法第５８条第２項」を「同条第１

項」に改める。 

 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。  

 

  平成３０年３月２９日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第１５号  

 

綾部市特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例の  

一部を改正する条例  

 

綾部市特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例（平成２８年綾

部市条例第４号）の一部を次のように改正する。  

別表第１田園居住地区の項中「別表第２（ぬ）項」を「別表第２（る）項」に、「レデ

ィミクストコンクリート」を「レディーミクストコンクリート」に、「かま」を「窯」に、

「第１３０条の９の４」を「第１３０条の９の６」に改め、同表特定沿道地区の項中「別

表第２（ぬ）項」を「別表第２（る）項」に改める。 

別表第２田園居住地区の項中「別表第２（り）項」を「別表第２（ぬ）項」に、「別表

第２（ぬ）項」を「別表第２（る）項」に改め、同表特定沿道地区の項中「別表第２（ぬ）

項」を「別表第２（る）項」に改める。 

 

附 則  

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  
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綾部市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

  平成３０年３月２９日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第１６号  

 

綾部市都市公園条例の一部を改正する条例  

 

綾部市都市公園条例（昭和４２年綾部市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

第２条の５に次の１項を加える。 

６ 令第８条第１項に規定する条例で定める割合は、１００分の５０とする。 

 

附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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綾部市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第１７号 

 

綾部市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

綾部市火災予防条例（昭和３７年綾部市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第９中「法第１１条第１項前段の規定による設置の許可」の次に「の申請に対する

審査」を加え、 

「 

   準特定屋外タンク貯蔵所（岩盤

タンクに係る屋外タンク貯蔵

所を除く。） 

５３０,０００円  

特 定 屋 外

タ ン ク 貯

蔵所（浮き

屋 根 を 有

す る 特 定

屋 外 貯 蔵

タ ン ク の

う ち 総 務

省 令 で 定

め る も の

に 係 る 特

定 屋 外 タ

ン ク 貯 蔵

所（次の区

分 に お い

て「浮き屋

根 式 特 定

屋 外 タ ン

ク貯蔵所」

という。）、 

危険物の貯蔵最大

数量が１,０００

キロリットル以上

５,０００キロリ

ットル未満のもの 

８３０,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が５,０００

キロリットル以上

１０,０００キロ

リットル未満のも

の 

１,０１０,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が１０,０００ 

キロリットル以上

５０,０００キロ

リットル未満のも

の 

１,１２０,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が５０,０００ 

キロリットル以上 

１,４２０,０００円 
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   浮 き 蓋 付

の 特 定 屋

外 貯 蔵 タ

ン ク の う

ち 総 務 省

令 で 定 め

る も の に

係 る 特 定

屋 外 タ ン

ク 貯 蔵 所

「 浮 き 蓋

付 特 定 屋

外 タ ン ク

貯 蔵 所 と

いう。」及

び 岩 盤 タ

ン ク に 係

る 屋 外 タ

ンク貯蔵所

を除く。） 

１００,０００キ

ロリットル未満の

もの 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を 

危険物の貯蔵最大

数量が１００,０００

キロリットル以上

２００,０００キ

ロリットル未満の

もの 

１,６６０,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が２００,０００

キロリットル以上

３００,０００キ

ロリットル未満の

もの 

３,８８０,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が３００,０００

キロリットル以上

４００,０００キ

ロリットル未満の

もの 

５,１００,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が４００，０００

キロリットル以上

のもの 

６,２９０,０００円 

浮 き 屋 根

式 特 定 屋

外 タ ン ク

貯 蔵 所 及

び 浮 き 蓋

付 特 定 屋

外 タ ン ク

貯 蔵 所  

危険物の貯蔵最大

数量が１，０００

キロリットル以上

５，０００キロリ

ットル未満のもの 

１,１３０,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が５，０００

キロリットル以上

１０，０００キロ

リットル未満のも

の 

１，３４０，０００円 

危険物の貯蔵最大 

数量が１０，０００ 

１,５００,０００円  
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    キロリットル以上

５０，０００キロ

リットル未満のも

の 

  

危険物の貯蔵最大

数量が５０，０００ 

キロリットル以上

１００，０００キ

ロリットル未満の

もの 

１,８３０,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が１００，０００

キロリットル以上

２００，０００キ

ロリットル未満の

もの 

２,１４０,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が２００,０００

キロリットル以上

３００,０００キ

ロリットル未満の

もの 

４,３５０,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が３００,０００

キロリットル以上

４００,０００キ

ロリットル未満の

もの 

５,５７０,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が４００,０００

キロリットル以上

のもの 

６,７７０,０００円 

岩 盤 タ ン

ク に 係 る

屋 外 タ ン

ク 貯 蔵 所 

危険物の貯蔵最大

数量が４００,０００

キロリットル未満

のもの 

５,７５０,０００円 

    危険物の貯蔵最大

数量が４００,０００ 

７,２５０,０００円  
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                                       」 

「 

   準特定屋外タンク貯蔵所（岩盤 

タンクに係る屋外タンク貯蔵 

所を除く。） 

５７０,０００円  

特 定 屋 外 

タ ン ク 貯 

蔵 所 （ 浮 

き 屋 根 を 

有 す る 特 

定 屋 外 貯 

蔵 タ ン ク 

の う ち 総 

務 省 令 で 

定 め る も 

の に 係 る 

特 定 屋 外 

タ ン ク 貯 

蔵所（以下

こ の 項 に 

おいて「浮

き 屋 根 式 

特 定 屋 外 

タ ン ク 貯 

蔵所」とい

う。）、浮

き 蓋 付 き 

の 特 定 屋 

外 貯 蔵 タ 

ン ク の う 

危険物の貯蔵最大 

数量が１, ０００ 

キロリットル以上 

５,０００キロリ

ットル未満のもの 

８８０,０００円 

危険物の貯蔵最大 

数量が５, ０００ 

キロリットル以上 

１０ , ０００キロ 

リットル未満のも 

の 

１,０７０,０００円 

危険物の貯蔵最大 

数量が１０,０００ 

キロリットル以上 

５０,０００キロ

リットル未満のも 

の 

１,２００,０００円 

危険物の貯蔵最大 

数量が５０,０００ 

キロリットル以上 

１００, ０００キ 

ロリットル未満の 

もの 

１,５２０,０００円 

危険物の貯蔵最大 

数量が１００,０００ 

１,７８０,０００円 

    キロリットル以上

５００,０００キ

ロリットル未満の

もの 

  

危険物の貯蔵最大

数量が５００,０００

キロリットル以上

のもの 

１０,７００,０００円 
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   ち 総 務 省

令 で 定 め

る も の に

係 る 特 定

屋 外 タ ン

ク 貯 蔵 所

（ 以 下 こ

の 項 に お

いて「浮き

蓋 付 特 定

屋 外 タ ン

ク貯蔵所」

という。）

及 び 岩 盤

タ ン ク に

係 る 屋 外

タ ン ク 貯

蔵 所 を 除

く。） 

キロリットル以上

２００,０００キ

ロリットル未満の

もの 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に、 

 

危険物の貯蔵最大

数量が２００,０００

キロリットル以上

３００,０００キ

ロリットル未満の

もの 

４,０７０,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が３００,０００

キロリットル以上

４００,０００キ

ロリットル未満の

もの 

５,３４０,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が４００，０００

キロリットル以上

のもの 

６,４９０,０００円 

浮 き 屋 根

式 特 定 屋

外 タ ン ク

貯 蔵 所 及

び 浮 き 蓋

付 特 定 屋

外 タ ン ク

貯 蔵 所  

危険物の貯蔵最大

数量が１，０００

キロリットル以上

５，０００キロリ

ットル未満のもの 

１,１８０,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が５，０００

キロリットル以上

１０，０００キロ

リットル未満のも

の 

１,４１０,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が１０，０００ 

キロリットル以上 

５０，０００キロ

リットル未満のも 

の 

１,５８０,０００円  
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    危険物の貯蔵最大

数量が５０，０００ 

キロリットル以上

１００，０００キ

ロリットル未満の

もの 

１,９４０,０００円  

危険物の貯蔵最大

数量が１００，０００

キロリットル以上

２００，０００キ

ロリットル未満の

もの 

２,２６０,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が２００,０００

キロリットル以上

３００,０００キ

ロリットル未満の

もの 

４,５５０,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が３００,０００

キロリットル以上

４００,０００キ

ロリットル未満の

もの 

５,８２０,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が４００,０００

キロリットル以上

のもの 

７,０７０,０００円 

岩 盤 タ ン

ク に 係 る

屋 外 タ ン

ク 貯 蔵 所 

危険物の貯蔵最大

数量が４００,０００

キロリットル未満

のもの 

５,９３０,０００円 

危険物の貯蔵最大

数量が４００,０００

キロリットル以上

５００,０００キ

ロリットル未満の 

もの 

７,４７０,０００円  
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    危険物の貯蔵最大

数量が５００,０００

キロリットル以上 

のもの 

１０,９００,０００円  

                                       」 

「 

  基礎・

地 盤

検 査 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１,０００キロリットル以上

５,０００キロリットル未満の

特定屋外タンク貯蔵所 

４１０,０００円  

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

５,０００キロリットル以上 

１０,０００キロリットル未満

の特定屋外タンク貯蔵所 

５４０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１０,０００キロリットル以上

５０,０００キロリットル未満

の特定屋外タンク貯蔵所 

７００,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

５０,０００キロリットル以上

１００,０００キロリットル未

満の特定屋外タンク貯蔵所 

９２０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１００,０００キロリットル以

上２００,０００キロリットル

未満の特定屋外タンク貯蔵所 

１,０４０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

２００,０００キロリットル以

上３００,０００キロリットル

未満の特定屋外タンク貯蔵所 

１,６００,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

３００,０００キロリットル以

上４００,０００キロリットル 

未満の特定屋外タンク貯蔵所 

１,８２０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

４００,０００キロリットル以

上 の 特 定 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 

２,０３０,０００円 

溶 接 危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が ４９０,０００円 
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  部 検

査 

１ ,０００キロリットル以上 

５,０００キロリットル未満の

特定屋外タンク貯蔵所 

  

 

 

を 危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

５,０００キロリットル以上 

１０,０００キロリットル未満

の特定屋外タンク貯蔵所 

６３０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１０,０００キロリットル以上

５０,０００キロリットル未満

の特定屋外タンク貯蔵所 

９９０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

５０,０００キロリットル以上

１００,０００キロリットル未

満 の 特 定 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 

１,３１０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１００,０００キロリットル以

上２００,０００キロリットル

未満の特定屋外タンク貯蔵所 

１,７２０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

２００,０００キロリットル以

上３００,０００キロリットル

未満の特定屋外タンク貯蔵所 

３,３２０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

３００,０００キロリットル以

上４００,０００キロリットル

未満の特定屋外タンク貯蔵所 

４,０６０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

４００,０００キロリットル以

上 の 特 定 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 

４,６５０,０００円 

岩 盤

タ ン

ク 検

査 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

４００,０００キロリットル未

満の屋外タンク貯蔵所 

９,１００,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

４００,０００キロリットル以

上５００,０００キロリットル 

未満の特定屋外タンク貯蔵所 

１２,４００,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が １７，０００，０００円 
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   ５００,０００キロリットル以

上 の 特 定 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 

  

                                        」 

「 

  基礎・

地 盤

検 査 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１,０００キロリットル以上

５,０００キロリットル未満の

特定屋外タンク貯蔵所 

４２０,０００円  

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

５,０００キロリットル以上 

１０,０００キロリットル未満

の特定屋外タンク貯蔵所 

５６０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１０,０００キロリットル以上

５０,０００キロリットル未満

の特定屋外タンク貯蔵所 

７３０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

５０,０００キロリットル以上

１００,０００キロリットル未

満の特定屋外タンク貯蔵所 

９６０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１００,０００キロリットル以

上２００,０００キロリットル

未満の特定屋外タンク貯蔵所 

１,０９０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

２００,０００キロリットル以

上３００,０００キロリットル

未満の特定屋外タンク貯蔵所 

１,６６０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

３００,０００キロリットル以

上４００,０００キロリットル

未満の特定屋外タンク貯蔵所 

１,９００,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

４００,０００キロリットル以

上 の 特 定 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 

２,１２０,０００円 

溶 接

部 検

査 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１,０００キロリットル以上

５,０００キロリットル未満の 

５３０,０００円 

　条　例　

50



   特定屋外タンク貯蔵所   

に、 危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

５,０００キロリットル以上 

１０,０００キロリットル未満

の特定屋外タンク貯蔵所 

６８０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１０,０００キロリットル以上

５０,０００キロリットル未満

の特定屋外タンク貯蔵所 

１,０３０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

５０,０００キロリットル以上

１００,０００キロリットル未

満 の 特 定 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 

１,４１０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１００,０００キロリットル以

上２００,０００キロリットル

未満の特定屋外タンク貯蔵所 

１,７８０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

２００,０００キロリットル以

上３００,０００キロリットル

未満の特定屋外タンク貯蔵所 

３,４３０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

３００,０００キロリットル以

上４００,０００キロリットル

未満の特定屋外タンク貯蔵所 

４,１９０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

４００,０００キロリットル以 

上 の 特 定 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 

４,８００,０００円 

岩 盤

タ ン

ク 検

査 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

４００,０００キロリットル未

満の屋外タンク貯蔵所 

９,３２０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

４００,０００キロリットル以

上５００,０００キロリットル

未満の屋外タンク貯蔵所 

１２,６００,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

５００,０００キロリットル以

上の屋外タンク貯蔵所 

１７,３００,０００円 

                                       」
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「 

８ 法第１４条

の３第１項

又は第２項

の規定によ

る保安に関

する検査を

受けようと

する者 

特定屋

外タン

ク貯蔵

所（岩

盤タン

クに係

る特定

屋外タ

ンク貯

蔵所を

除く。） 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１,０００キロリットル以上

５,０００キロリットル未満

のもの 

３１０,０００円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

５,０００キロリットル以上

１０,０００キロリットル未

満のもの 

４３０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１０,０００キロリットル以

上５０,０００キロリットル

未満のもの 

７２０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

５０,０００キロリットル以

上１００,０００キロリット

ル未満のもの 

９６０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１００,０００キロリットル

以上２００,０００キロリッ

トル未満のもの 

１,２１０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

２００,０００キロリットル

以上３００,０００キロリッ

トル未満のもの 

２,９５０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

３００,０００キロリットル

以上４００,０００キロリッ

トル未満のもの 

３,６２０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

４００,０００キロリットル

以上のもの 

４,１７０,０００円 

岩盤タ

ンクに

係る特

定屋外

タンク

貯蔵所 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１,０００キロリットル以上

４００,０００キロリットル

未満のもの 

２,６６０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

４００,０００キロリットル 

３,１９０,０００円 
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   以上５００,０００キロリッ

トル未満のもの 

 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

５００,０００キロリットル

以上のもの 

４,７９０,０００円 

                                       」 

「 

８ 法第１４条 

の３第１項 

又は第２項 

の規定によ 

る保安に関 

する検査を 

受けようと 

する者 

特定屋

外タン

ク貯蔵

所（岩

盤タン

クに係

る屋外

タンク

貯蔵所

を 除

く。） 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１,０００キロリットル以上

５,０００キロリットル未満

のもの 

３２０,０００円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

５,０００キロリットル以上

１０,０００キロリットル未

満のもの 

４６０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１０,０００キロリットル以

上５０,０００キロリットル

未満のもの 

７５０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

５０,０００キロリットル以

上１００,０００キロリット

ル未満のもの 

１,０２０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１００,０００キロリットル

以上２００,０００キロリッ

トル未満のもの 

１,３００,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

２００,０００キロリットル

以上３００,０００キロリッ

トル未満のもの 

３,１５０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

３００,０００キロリットル

以上４００,０００キロリッ

トル未満のもの 

３,８７０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

４００,０００キロリットル

以上のもの 

４,４６０,０００円 
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岩盤タ

ンクに

係る特

定屋外

タンク

貯蔵所 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

１,０００キロリットル以上

４００,０００キロリットル

未満のもの 

２,６９０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

４００,０００キロリットル

以上５００,０００キロリッ

トル未満のもの 

３,２３０,０００円 

危 険 物 の 貯 蔵 最 大 数 量 が 

５００,０００キロリットル

以上のもの 

４,８３０,０００円 

                                       」 

改める。 

 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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 綾部市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

  平成３０年３月２９日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第１８号  

 

綾部市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  

 

綾部市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年綾部市条例第１３号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第２条中「状態となった」を「状態となつた」に、「同法第３６条」を「これらの規定

を同法第３６条第８項」に、「及び第３６条」を「及び第３６条第８項」に、「又は水防法」

を「、水防法」に、「若しくは災害対策基本法第６５条第１項」を「、災害対策基本法第 

６５条第１項」に、「及び原子力災害対策特別措置法第２８条第２項」を「及び同項」に、

「応急措置の業務に従事し若しくは協力隊員が訓練に従事した者（以下「応急措置従事者」

という。）又は協力隊の訓練に従事した者（以下「協力隊員」という。）」を「応急措置

の業務に従事した者（以下「応急措置従事者」という。）又は協力隊の訓練に従事した者

（以下「協力隊員」という。）」に、「若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に

従事し若しくは協力隊員が」を「救急業務に協力し、応急措置の業務に従事し、若しくは」

に、「負傷し若しくは疾病」を「負傷し、若しくは疾病」に改める。  

 第５条第３項中「第１号に該当する扶養親族については３３３円」を「第１号又は第３

号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき２１７円」に、  

「２６７円（非常勤消防団員等に第１号に該当する者がない場合には、そのうち１人につ

いては３３３円）を、第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族については１

人につき２１７円（非常勤消防団員等に第１号に該当する者及び第２号に該当する扶養親

族がない場合には、そのうち１人については３００円）」を「３３３円」に改める。  

 

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例による改正後の綾部市消防団員等公務災害補償条例第５条第３項の規定は、

この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた綾部市消防団員等公務災害補償条

例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）及び同日前に支給す

べき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、

同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下

この項において「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事
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由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた

同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。  
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 綾部市保育及び教育の実施に関する条例を廃止する条例をここに公布する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第１９号 

 

綾部市保育及び教育の実施に関する条例を廃止する条例 

 

綾部市保育及び教育の実施に関する条例（平成１５年綾部市条例第５０号）は、廃止

する。 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による廃止前の綾部市保育及び教育の実施に関する条例の規定に基づき徴収

する保育料については、なお従前の例による。 
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綾部市君尾山キャンプ場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例をここに公布す

る。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第２０号 

 

綾部市君尾山キャンプ場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例 

 

 綾部市君尾山キャンプ場の設置及び管理に関する条例（平成７年綾部市条例第６号）は、

廃止する。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 綾部市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  平成３０年３月３１日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市条例第２１号 

 

綾部市市税条例の一部を改正する条例 

 

 綾部市市税条例（昭和３７年綾部市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 第９条の２中「第３９条第３項」を「第３９条第５項」に、「第４０条第２項、第４２条」

を「第４０条第２項、第４２条第１項及び第４項」に、「及び」を「並びに」に改める。 

 第１５条第２項中「当該」を「同表の」に改める。 

 第２６条第２項中「によつて」を「により」に、「第２条第２項ただし書き」を「第２条

第４項ただし書」に改め、同条第４項中「によつて」を「により」に、「においては」を「に

は」に改め、同条第５項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に、  

「、第１項」を「、同項」に改め、同条第６項から第８項までの規定中「においては」を

「には」に、「の者」を「に掲げる者」に改める。 

 第３８条の３中「（以下この節」を「（次条第１項」に改める。 

 第３８条の５第１項中「においては」を「には」に、「以下この節」を「次条第２項」に

改め、同条第３項中「第３８条の５第１項」と」の次に「、「の特別徴収義務者」とあるの

は「（同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。）の特別徴収義務

者」と」を加える。 

 第３９条第７項中「第４２条第２項」を「第４２条第４項」に改め、同項を同条第９項

とし、同条第６項を同条第８項とし、同条第５項中「第３項の場合」を「第５項の場合」

に改め、同項を同条第７項とし、同条第４項を同条第６項とし、同条第３項中「第５項第

１号」を「第７項第１号」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項中「法の施行地に

本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する法人」を「内国法人」に、「第３２１条

の８第２４項」を「第３２１条の８第２６項」に、「、前項」を「第１項」に改め、同項を

同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人（以下この条におい

て「内国法人」という。）が、租税特別措置法第６６条の７第４項及び第１０項又は第

６８条の９１第４項及び第１０項の規定の適用を受ける場合には、法第３２１条の８第

２４項及び令第４８条の１２の２に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定

により申告納付すべき法人税割額から控除する。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条の  

９３の３第４項及び第１０項の規定の適用を受ける場合には、法第３２１条の８第２５

項及び令第４８条の１２の３に規定するところにより、控除すべき額を第１項の規定に
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より申告納付すべき法人税割額から控除する。 

 第４２条第１項中「によつて」を「により」に改め、同条第２項中「によつて」を「に

より」に改め、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 第３９条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同

条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により

市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更正がある

べきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第４８条の１６の２第３

項に規定する市民税にあつては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当

初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日（その日が第４２条第１項の法

人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合に

は、同日）から第４２条第１項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとす

る。 

３ 第４０条第４項の規定は、第１項の延滞金額について準用する。この場合において、

同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為によ

り市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第

４８条の１５の５第４項に規定する市民税にあつては、第１号に掲げる期間に限る。）」

とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日（その日

が第４２条第１項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した

日より前である場合には、同日）から同条第１項の申告書の提出期限までの期間」と読

み替えるものとする。 

 第４２条に次の２項を加える。 

５ 第３９条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同

条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により

市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更正がある

べきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第４８条の１６の２第３

項に規定する市民税にあつては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当

初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日（その日が第４２条第４項の連

結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場

合には、同日）から第４２条第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるもの

とする。  

６ 第４０条第４項の規定は、第４項の延滞金額について準用する。この場合において、

同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為によ

り市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第

４８条の１５の５第４項に規定する市民税にあつては、第１号に掲げる期間に限る。）」

とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日（その日

が第４２条第４項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過

した日より前である場合には、同日）から同条第４項の申告書の提出期限までの期間」

　条　例　

60



と読み替えるものとする。 

 第４２条の６中「第２条第２項ただし書」を「第２条第４項ただし書」に改める。 

 第４３条第７項中「第１０条の２の１０」を「第１０条の２の１２」に改める。 

 附則第６条の２第１項中「第３９条第３項」を「第３９条第５項」に改め、同条第２項

中「第４２条」を「第４２条第１項及び第４項」に、「同条」を「これら」に改める。 

 附則第６条の２の２第１項中「第４２条に」を「第４２条第１項及び第４項に」に、「同

項」を「前条第２項」に、「同条」を「これらの規定」に改める。  

 附則第１１条の２第１項中「３分の１」を「２分の１」に改め、同条第３項を削り、同

条第４項中「附則第１５条第２項第７号」を「附則第１５条第２項第６号」に改め、同項

を同条第３項とし、同条第５項を同条第４項とし、同条第６項を同条第５項とし、同条第

７項中「附則第１５条第３２項第２号イ」を「附則第１５条第３２項第３号イ」に改め、

同項を同条第６項とし、同条第８項中「附則第１５条第３２項第２号ロ」を「附則第１５

条第３２項第３号ロ」に改め、同項を同条第７項とし、同条第９項中「附則第１５条第  

３２項第２号ハ」を「附則第１５条第３２項第３号ハ」に改め、同項を同条第８項とし、

同条第１０項を同条第９項とし、同条第１１項中「附則第１５条の８第４項」を「附則第

１５条の８第２項」に改め、同項を同条第１０項とする。  

 附則第１１条の３第３項中「附則第１５条の８第４項」を「附則第１５条の８第２項」

に、「附則第１２条第２１項第１号ロ」を「附則第１２条第１２項第１号ロ」に改め、同条

第４項中「附則第１２条第２６項」を「附則第１２条第１７項」に改め、同条第５項中「附

則第７条第９項各号」を「附則第７条第８項各号」に改め、同項第４号中「附則第１２条

第３０項」を「附則第１２条第２１項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第３１項」

を「附則第１２条第２２項」に改め、同条第６項中「附則第７条第１０項各号」を「附則

第７条第９項各号」に改め、同項第５号中「附則第１２条第３８項」を「附則第１２条第

２９項」に改め、同条第７項中「附則第７条第１１項各号」を「附則第７条第１０項各号」

に改め、同条第８項中「附則第７条第１２項各号」を「附則第７条第１１項各号」に改め、

同項第５号中「附則第１２条第３８項」を「附則第１２条第２９項」に改め、同条第９項

中「附則第７条第１４項」を「附則第７条第１３項」に、「附則第１２条第２６項」を「附

則第１２条第１７項」に改め、同条に次の１項を加える。 

１０ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から３月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定する

通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律第  

４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書

類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称） 

（２）家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

（３）家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８年

政令第３７９号）第５条第３号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第４号に規定
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する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別 

（４）家屋の建築年月日及び登記年月日 

（５）利便性等向上改修工事が完了した年月日 

（６）利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合

には、３月以内に提出することができなかつた理由 

 附則第１２条の見出し中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から

平成３２年度まで」に改め、同条第６号中「にあつては」を「には」に改める。 

 附則第１２条の２の見出し中「平成２８年度又は平成２９年度」を「平成３１年度又は

平成３２年度」に改め、同条第１項中「平成２８年度分又は平成２９年度分」を「平成  

３１年度分又は平成３２年度分」に改め、同条第２項中「平成２８年度適用土地」を「平

成３１年度適用土地」に、「平成２８年度類似適用土地」を「平成３１年度類似適用土地」

に、「平成２９年度分」を「平成３２年度分」に改める。 

 附則第１３条の見出し及び同条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平

成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同条第２項及び第３項中「平成２７年度から

平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、「にあつては」を「には」

に改め、同条第４項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成

３２年度まで」に、「当該課税標準額」を「前年度分の固定資産税の課税標準額」に改め、

同条第５項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度

まで」に改める。 

 附則第１３条の３中「（平成２７年法律第２号。以下「平成２７年改正法」という。）附

則第１８条」を「（平成３０年法律第３号。以下「平成３０年改正法」という。）附則第 

２２条」に、「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度ま

で」に改める。 

 附則第１４条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０

年度から平成３２年度まで」に改める。 

 附則第１６条の見出し及び同条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平

成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同条第２項及び第３項中「平成２７年度から

平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、「にあつては」を「には」

に改める。  

 附則第１６条の２中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成

３２年度まで」に改める。 

 附則第１６条の３中「平成２７年改正法附則第１８条」を「平成３０年改正法附則第 

２２条」に、「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度ま

で」に改める。 

 附則第１７条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０

年度から平成３２年度まで」に改める。 

 附則第２０条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平

成３２年度まで」に改め、同条第２項中「平成３０年３月３１日」を「平成３３年３月  

３１日」に改める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の綾部市市税条例（以下「新条例」という。）第４２条第２

項、第３項、第５項及び第６項の規定は、平成２９年１月１日以後に同条第１項又は第

４項の申告書の提出期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成

３０年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２９年度分までの固定資産税

については、なお従前の例による。 

２ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得された地方税法等の一

部を改正する法律（平成３０年法律第３号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する

固定資産税については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成３０年度以後の年度分の都市計

画税について適用し、平成２９年度分までの都市計画税については、なお従前の例によ

る。 
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 綾部市ものづくり交流館の管理及び運営規則をここに公布する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第３号 

 

綾部市ものづくり交流館の管理及び運営規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、綾部市ものづくり交流館の設置及び管理に関する条例（平成３０年

綾部市条例第３号。以下「条例」という。）第１２条の規定に基づき、綾部市ものづくり

交流館（以下「交流館」という。）の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（運営方針） 

第２条 市長は、条例第２条に規定する設置の趣旨を基本として施設を運営しなければな

らない。 

（開館時間及び休館日の変更） 

第３条 条例第４条第３項の規定により交流館の開館時間及び休館日を変更することがで

きる場合は、使用許可の申請時に当該変更の申出があり、条例第６条第１項各号のいず

れにも該当しないことが認められる場合とする。この場合において、当該変更は、開館

時間にあっては午前９時から午後１０時までの範囲内において、休館日にあっては１２

月２９日から翌年の１月３日までの日を除き行うことができる。 

（館長） 

第４条 交流館に館長を置くことができるものとする。 

２ 館長は、交流館の業務を掌理する。 

（使用の許可の申請） 

第５条 交流館を使用しようとする者は、綾部市ものづくり交流館使用許可申請書（様式

第１号）を市長に提出し、許可を受けなければならない。 

（使用の許可） 

第６条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、綾部市ものづくり交流館使用許可書（様式第２号）を申請者に交付する。 

（使用料の減額及び免除） 

第７条 条例第７条第２項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合

は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に掲げる額を減額し、又は免除することがで

きる。 

（１）綾部市が後援する事業その他の行事に使用する場合 ２分の１を乗じて得た額 

（２）綾部市が主催し、又は共催する事業その他の行事に使用する場合 全額 
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２ 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、綾部市ものづくり交流館使用料減額・

免除申請書（様式第３号）を使用許可の申請と同時に提出し、市長の承認を受けなけれ

ばならない。 

（使用料の還付） 

第８条 市長は、条例第８条ただし書の規定により、使用者が次の各号に掲げる場合に該

当するときは、既納の使用料について、当該各号に掲げる額を還付することができる。 

（１）自己の責によらない理由で使用できなくなった場合 全額 

（２）使用の許可の変更を認められた場合において、既納使用料に過納金が生じた場 

合 過納金の全額 

（準備等に係る使用時間） 

第９条 使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び設備等の原状回復に要す

る時間を含めたものとする。 

（入館の制限） 

第１０条 市長は、管理上必要と認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることが

できる。 

（使用者の義務） 

第１１条 使用者は、次の事項を守らなければならない。 

（１）条例、規則及び係員の指示に従うこと。 

（２）許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。 

（３）許可を受けた場所以外において、火気を使用しないこと。 

（４）使用が終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。 

（委任） 

第１２条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 

 

綾部市ものづくり交流館使用許可申請書 

 

綾部市長           様 

団 体 名  

住   所  

責任者氏名  

使 用 の 日 時 
  年  月  日  時  分から 

  年  月  日  時  分まで 

使 用 の 場 所 ・多目的ホール（予定人員      人） ／ ・展示スペース 

使 用 の 目 的 
 

冷暖房の使用 
・使用する 

・使用しない 
入場料等の徴収 

・有（      円/人） 

・無 

設備等の使用 
・プロジェクター ・スクリーン ・マイク（   本） ・演台 

・電動バトン ・ホワイトボード ・パーテーション ・使用しない 

使用者の行う 

特 別 設 備 

・設置する  （内容） 

・設置しない 

 

上記のとおり申請します。 

 

年  月  日 

 

住 所 

氏 名 

連絡先 

 

 

使 用 の 場 所 使 用 料 担 当  使 用 の 許 可 

多目的ホール 円  

 年  月  日 

 

第    号 

 冷暖房 円 

展示スペース 円 

合   計 円 

許 可 条 件 別 紙 ・ な し  
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様式第２号（第６条関係） 

 

綾部市ものづくり交流館使用許可書 

 

               様 

団 体 名  

住   所  

責任者氏名  

使 用 の 日 時 
  年  月  日  時  分から 

  年  月  日  時  分まで 

使 用 の 場 所 ・多目的ホール（予定人員      人） ／ ・展示スペース 

使 用 の 目 的 
 

冷暖房の使用 
・使用する 

・使用しない 
入場料等の徴収 

・有（      円/人） 

・無 

設備等の使用 
・プロジェクター ・スクリーン ・マイク（   本） ・演台 

・電動バトン ・ホワイトボード ・パーテーション ・使用しない 

使用者の行う 

特 別 設 備 

・設置する  （内容） 

・設置しない 

 

上記のとおり許可します。 

 

年  月  日 

 

 

綾部市長          □印  

 

 

 

使 用 の 場 所 使 用 料 担 当  左記の金額を領収しました。 

 

年  月  日 

 

綾部市長          □印 

多目的ホール 円  

 冷暖房 円 

展示スペース 円 

合   計 円 

許 可 条 件 別 紙 ・ な し 
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様式第３号（第７条関係） 

 

年  月  日  

 

 綾部市長           様 

 

住   所              

氏   名              

 （代表者名）              

 

綾部市ものづくり交流館使用料減額・免除申請書 

  

綾部市ものづくり交流館使用料を下記の理由により減額・免除願いたく申請します。 

 

記 

 

１ 減額・免除を受けようとする理由 

 

・綾部市が後援するため   ・綾部市が主催又は共催するため 

 

２ 納付すべき使用料                    円 

 

 

 

３ 使用料の減額・免除を受けようとする額             円 

 

 

 

４ その他 
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 綾部市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第４号 

 

綾部市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

 綾部市事務分掌規則（昭和４６年綾部市規則第６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項の表福祉保健部の項中「子育て支援担当」の次に「、家庭児童・療育担

当」を加える。 

第８条総務課の項中第３７号を第３８号とし、第１４号から第３６号までを１号ずつ

繰り下げ、第１３号の次に次の１号を加える。 

（１４）公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号）に関すること。 

第１０条民生児童課の項中第１８号を削り、第１９号を第１８号とし、第２０号から

第２５号までを１号ずつ繰り上げ、同条高齢者支援課の項第９号を次のように改める。 

（９）地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支

援の事業者に係る指定及び指導・監督に関すること。 

 第１１条農林課の項第３号を次のように改める。 

（３）米の生産計画に関すること。 

 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第５号  

 

綾部市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

 

綾部市子ども・子育て支援法施行細則（平成２６年綾部市規則第３５号）の一部を次の

ように改正する。 

第５条の見出し中「事項」の次に「等」を加え、同条中「第７条」を「第７条第１項」

に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 府令第７条第２項（府令第１３条第１項において準用する場合を含む。）の規定による

通知は、支給認定通知書（様式第５号の２）により行うものとする。 

第６条の２中「様式第５号の２」を「様式第５号の３」に改める。 

 様式第１号中 

「 

   年  月  日 

を 保護者 

（申請者） 

住所  

（ふりがな） 

氏 名            

 

個 人 番 号  

電 話 番 号 
 

                                       」 

「 

  □ 支給認定証の交付を希望する。 年  月  日 

に 保護者 

（申請者） 

住所  

（ふりがな） 

氏 名            

 

個 人 番 号  

電 話 番 号 
 

                                       」 

改め、「（幼児園希望プランを含む。）」、「、幼児園（保育プラン）」、「、幼児園（希望プラン）」

及び「□幼児園（保育プラン） □幼児園（希望プラン） 」を削り、 

「 

７ 勤務等証明書など、上述の基準に当てはまることを示す書類を添付してください。 を 

                                       」 
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「 

７ 勤務等証明書など、上述の基準に当てはまることを示す書類を添付してください。 

８ 変更認定申請の場合で、支給認定証を交付しているときは、支給認定証を添付して 

ください。 

に 

                                       」 

改める。 

 様式第２号中 

「  

年  月  日 

保護者 

（申請者） 

住所   

を （ふりがな） 

氏 名            

 

個 人 番 号  

電 話 番 号 
 

                                       」 

「 

  □ 支給認定証の交付を希望する。 年  月  日 

に、 保護者 

（申請者） 

住所  

（ふりがな） 

氏 名            

 

個 人 番 号  

電 話 番 号 
 

                                       」 

「 

  なお、利用者負担額の決定のために必要な書類をあわせて添付してください。 を 

                                       」 

「 

  なお、利用者負担額の決定のために必要な書類をあわせて添付してください。 

４ 変更認定申請の場合で、支給認定証を交付しているときは、支給認定証を添

付してください。 

に 

                                       」 

改める。 

 様式第５号の２を様式第５号の３とし、様式第５号の次に次の１様式を加える。 
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様式第５号の２（第５条関係） 

 

             様 

 

施設型給付費・地域型保育給付費等の支給認定の申請について、次のとおり認定しまし

たので通知いたします。 

 

備考  

 １ 施設型給付費・地域型保育給付費等の支給認定申請書の記載事項に変更が生じた

場合は、速やかにその旨を届けてください。 

 ２ 支給認定の有効期間中であっても認定区分に該当しなくなった場合は、認定区分

を変更し、又は認定を取り消すことがあります。 

 ３ 支給認定については、希望の施設利用を確約するものではありません。 

 

支給認定通知書 

 

認 定 区 分 
 

保 育 の 事 由

及 び 必 要 量 

 

支 給 認 定 証 番 号  

有 効 期 間 年  月  日から    年  月  日まで 

児 

 

童 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

生 年 月 日     年  月  日 性別  

保

護

者 

氏 名  

居 住 地  

生 年 月 日     年  月  日 

変 更 事 項  

 

年  月  日 

 

綾部市長              □印   
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 様式第６号中「通知いたします」の次に「。支給認定証を交付している場合は、支給認

定証を返還していただく必要がありますので  年 月 日までに綾部市に返還してくだ

さい（支給認定証が既に綾部市に提出されている場合は、当該返還の必要はありません。）」

を加える。 

 様式第７号中「支給認定証」の次に「（支給認定証を交付している場合のみ）」を加える。 

 

附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。  
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綾部市保育所等保育料に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第６号  

 

綾部市保育所等保育料に関する規則の一部を改正する規則 

 

綾部市保育所等保育料に関する規則（平成２７年綾部市規則第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表中「、認定こども園若しくは幼児園」を「若しくは認定こども園」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市消防本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第７号 

 

綾部市消防本部規則の一部を改正する規則 

 

綾部市消防本部規則（昭和５４年綾部市規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表予防課の項中「危険物担当」の次に「、市民防火担当」を加える。 

 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市消防団規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第８号 

 

綾部市消防団規則の一部を改正する規則 

 

綾部市消防団規則（昭和５４年綾部市規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

第４条 消防団に次の役員を置く。 

（１）団長 １人 

（２）副団長 ３人 

（３）分団長 １１人 

（４）副分団長 １１人 

（５）部長 ９８人 

（６）班長 ９５人 

２ 役員の任期は、２年とする。ただし、再任することを妨げない。 

３ 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第５条 団長は、分団長の推薦により市長が任命する。 

２ 副団長は、分団長の推薦により団長が、市長の承認を得て任命する。 

３ 分団長及び副分団長は部長の推薦により、部長及び班長は団員の推薦により団長が、市長の承

認を得て任命する。 

 第１０条中「消防団員以外の」を削り、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第４号中「防ぎよ」

を「防御」に改める。 

 第１６条及び第１８条中「防ぎよ」を「防御」に改める。 

別表中 

「 

中上林分団 睦合町、八津合町、五津合町、五泉町 

を 

奥上林分団 睦寄町、故屋岡町、光野町、老富町 

                                    」 

「 

上林分団 
睦合町、八津合町、五津合町、五泉町、睦寄町、故屋岡町、光

野町、老富町 
に 

                                     」 

改める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市保育及び教育の実施に関する条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第９号 

 

綾部市保育及び教育の実施に関する条例施行規則を廃止する規則 

 

綾部市保育及び教育の実施に関する条例施行規則（平成１５年綾部市規則第４１号）

は、廃止する。 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 綾部市保育及び教育の実施に関する条例を廃止する条例（平成３０年綾部市条例第 

１９号）附則第２項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例による廃止

前の綾部市保育及び教育の実施に関する条例（平成１５年綾部市条例第５０号）の規

定に基づき徴収する保育料に係る督促及び滞納処分については、なお従前の例による。 
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綾部市君尾山キャンプ場の管理及び運営規則を廃止する規則をここに公布する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第１０号 

 

綾部市君尾山キャンプ場の管理及び運営規則を廃止する規則 

 

 綾部市君尾山キャンプ場の管理及び運営規則（平成７年綾部市規則第１２号）は、廃止

する。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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 綾部市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定める規則

の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第１１号 

 

綾部市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める 

金額を定める規則の一部を改正する規則 

 

 綾部市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定める規則

（平成１９年綾部市規則第４号）の一部を次のように改正する。 

本則の表常時介護を要する状態の項中「１０５，１３０円」を「１０５，２９０円」に、

「５７，１１０円」を「５７，１９０円」に改め、同表随時介護を要する状態の項中 

「５２，５７０円」を「５２，６５０円」に、「２８，５６０円」を「２８，６００円」に

改める。 

 

附 則 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の規定は、平成３０年４月１日以後の期間に係る介護補償の額

について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。 
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綾部市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

 

平成３０年３月２９日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第１２号  

 

綾部市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則  

 

綾部市介護保険条例施行規則（平成１２年綾部市規則第２号）の一部を次のように改正

する。  

第６条中「第１３条第１項及び第２項の規定」の次に「（介護保険法施行法（平成９年法

律第１２４号）第１１条第３項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加え

る。  

第１６条中「第４２条第２項」を「第４２条第３項」に、「第４７条第２項」を「第４７

条第３項」に、「第５４条第２項」を「第５４条第３項」に、「第５９条第２項」を「第  

５９条第３項」に改める。  

第１９条第２項中「第８３条の２の３及び第９７条の２の２」を「附則第３３条又は第

３８条」に改める。  

 様式第２号中  

「  

世

帯

主  

氏 名  

 世帯主との続柄   

 生 年 月 日  年 月 日  を  

性 別  男 ・ 女  

                                       」  

「  

世

帯

主  

氏 名  

 世帯主との続柄  個 人 番 号    

 生 年 月 日  年 月 日  に  

性 別  男 ・ 女  

                                       」  

改める。  

様式第６号及び様式第７号を次のように改める。  

  

　規　則　

80



様式第６号（第９条関係） 

介護保険資格者証（暫定被保険者証） 

有 効 期 限   

被

保

険

者 

番 号   

住 所   

フ リ ガ ナ   

氏 名   

生 年 月 日   性別   

交 付 年 月 日   

要介護状態区分等   

認 定 年 月 日 

（事業対象者の場合は、基本 

チェックリスト実施日） 

  

認定の有効期間   

居 宅 サ ー ビ ス 
区分支給限度基準額 

１月当たり      

（うち種類支給限度基準額） 

サービスの種類 種類支給限度基準額 

    

    

    

認 定 審 査 会 の 意 見 及 び

サ ー ビ ス の 種 類 の 指 定 
  

給 付 制 限 

内 容 期 間 

  
開始年月日 

終了年月日 

  
開始年月日 

終了年月日 

  
開始年月日 

終了年月日 

居宅介護支援事業者若しく

は介護予防支援事業者及び

その事業所の名称又は地域

包括支援センターの名称 

届出年月日                

届出年月日                

届出年月日                

介 護 保 険 施 設 等 

種類   入所入院年月日 

名称   退所退院年月日 

種類   入所入院年月日 

名称   退所退院年月日 

保 険 者 番 号 並 び に

保 険 者 の 名 称 及 び 印 
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（裏面） 

注 意 事 項 

１ 介護サービスを受けようとするときは、あらかじめ綾部市の窓口で要介護認定又は要

支援認定を受けてください。 

２ 介護予防・生活支援サービス事業のサービスを受けようとするときは、あらかじめ基

本チェックリストによる確認又は要支援認定を受けてください。 

３ 介護サービスを受けようとするときは、必ずこの証を事業者又は施設の窓口に提出し

てください。 

４ 介護予防・生活支援サービス事業のサービスを受けようとするときは、必ずこの証を

事業提供者に提出してください。 

５ この証の有効期限を経過したときは、使用することができません。 

６ 居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サー

ビス（以下「居宅サービス等」という。）については、居宅介護支援事業者若しくは介護

予防支援事業者に介護サービス計画若しくは介護予防サービス計画の作成を依頼した旨

をあらかじめ綾部市に届け出た場合又は自ら介護サービス計画若しくは介護予防サービ

ス計画を作成し綾部市に届け出た場合に限って現物給付となります。これらの手続をし

ない場合は、給付は、事後払い（償還払い）になります。 

７ 居宅サービス等には保険給付の限度額が設定されます。 

８ 介護サービスを受けるときに支払う金額は、介護サービスに要した費用に、別途介護

保険負担割合証に示された割合を乗じた金額です（居宅介護支援サービス及び介護予防

支援サービスの利用支払額はありません。）。 

９ 介護予防・生活支援サービス事業のサービスを受けるときに支払う金額は、当該サー

ビスに要した費用のうち市町村が定める割合又は市町村が定める額（事業提供者が額を

定める場合においては、当該者が定める額）です。 

１０ 認定審査会の意見及びサービスの種類の指定欄に記載がある場合は、記載事項に留

意してください。利用できるサービスの種類の指定がある場合は、当該サービス以外は

保険給付を受けられません。 

１１ 死亡、転出等の理由により、被保険者の資格がなくなったときは、直ちにこの証を

綾部市に返してください。 

１２ この証の表面の記載事項に変更があったときは、１４日以内に、この証を添えて、

綾部市にその旨を届け出てください。 

１３ 不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。 

１４ 特別の事情がないのに保険料を滞納した場合は、給付を綾部市からの事後払いとす

る措置（支払方法変更）、利用時支払額を３割とする措置（給付額減額）等を受けること

があります。 
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様式第７号（第１０条関係） 

介護保険 

□要介護・要支援新規認定 

□要介護・要支援更新認定 

□要介護状態区分変更認定 

申請書 

綾部市長 様 

 次のとおり申請します。 

被

保

険

者 

被保険者番号           申 請 日   年   月   日 

ふ り が な  個人番号  

氏 名  
生年月日   年  月  日（  歳） 

性 別 男 ・ 女 

住 所 

〒 

 

電話    （   ）      

前回の要介護

認定の結果等 

（該当に○） 

要介護・要

支 援 更 新

認 定 の 場

合 の み 記

入 

要介護等 

状態区分 

・要支援１・要支援２ 

・要介護１・要介護２・要介護３・要介護４・要介護５ 

有効期間     年  月  日 ～  年  月  日 

１ ４ 日 以

内 に 他 自

治 体 か ら

転 入 し た

方 の み 記

入 

転出元自治体（市町村）名[            ] 

現在、転出元自治体に要介護・要支援認定を申請中ですか。 

（既に認定結果通知を受け取っている場合は「いいえ」を選択して

ください。） 

はい ・ いいえ  「はい」の場合、申請日  年 月 日 

申請時の状況 

（該当に○） 

在 宅 

住所地（住民登録地）と異なる場合はその場所、連絡先 

           方 

電話    （   ）     

入所・入院

中 の 施 設 

施設名   所在地   

入所・

入院日 
年  月  日 

退院・退所予定 ・有り ・無し 

  年  月  日予定 

区分変更申請の場合はその理由   

本申請書をご本人に代わって提出される場合は、その方又は事業所についてご記入ください。 

提

出
代
行
者 

氏名・

施設名 

該当に○（・親族 ・地域包括支援センター ・居宅介護支援事業者 ・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設 ・その他（      ）） 

印 （介護事業者のみ）  

所在地   

主治医とその医療機関についてご記入ください。 

主

治

医 

氏 名   医療機関名   

医療機関の

所 在 地 

〒 

電話    （   ）     

第２号被保険者（４０～６４歳の医療保険加入者）のみご記入ください。 

医療保険者名   医療保険被保険者証記号・番号   

特定 疾病名   

〈同意欄〉介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のために必要があるときは、要介護

認定・要支援認定にかかる調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見及び主治医意見書を、綾

部市から地域包括支援センター、介護サービス事業者の関係人、主治医意見書を記載した医師又は認

定調査に従事した調査員に提示することに同意します。 

本人氏名              
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 様式第１３号及び様式第１４号を次のように改める。  
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様式第１３号（第１７条関係） 

                                            負担割合   割 

介護保険福祉用具購入費支給申請書 

  
フ リ ガ ナ 

 

被保険者氏名 

 保険者番号  2 6 2 0 3 0   

 
被保険者番号            

個 人 番 号   

生 年 月 日   年  月  日 性 別 男 ・ 女 

住 所 
〒 

電話番号           

福 祉 用 具 名 

（種目名及び商品名） 

製造事業者名及び販

売事業者名 
購 入 金 額 購 入 日 

    円 年 月 日 

    円 年 月 日 

    円 年 月 日 

福祉用具が

必要な理由 

  

綾部市長 様 

上記のとおり関係書類を添えて居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給を申請します。 

      年  月  日 

          住所 

  申請者 

  （被保険者）  氏名            

 

電話番号 

  注意 ・この申請書に、領収証及び福祉用具のパンフレット等を添付してください。 

・「福祉用具が必要な理由」については、個々の用具ごとに記載してください。 

欄内に記載が困難な場合は、裏面に記載してください。 

 
  居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を下記の口座に振り込んでください。 

  

口 座 振 替 

依 頼 欄 

銀行   

信用金庫 

農協   

本店  

支店  

出張所 

種 目 口 座 番 号   

１普通預金 

２当座預金 

３その他 

       

金融機関コード 店舗コード 

              

フリガナ 

口座名義人 

  

  

    

領収を代理人に委任される場合は、この欄に記入ください。 

委 

任 

欄 

上記、居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の領収を        に委任します。 

     年  月  日 

                 申請者（被保険者）                 
 

 

決

定

欄 

認定結果 
改 修 費 用 

        ①       円 

被 保 険 者 負 担 額 
   ②－④   ③ 円 

 基 準 額 
（≦１００，０００円）② 円 

支 給 金 額 

   ②×        ④ 円 
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様式第１４号（第１８条関係）  

 

                                           負担割合   割 

介護保険住宅改修費支給申請書 

  フ リ ガ ナ  保険者番号  2 6 2 0 3 0   

被保険者氏名 

 
被保険者番号           

個 人 番 号  

生 年 月 日   年  月  日 性 別 男 ・ 女 

住 所 
〒 

電話番号           

住宅の所有者 被保険者との関係(    ) 

改修の内容 

  業者名  

着工日  年  月  日 

完成日  年  月  日 

領収日  年  月  日 

改 修 費 用 円      

  綾部市長  様 

上記のとおり関係書類を添えて居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を申請します。 

      年  月  日 

        住所 

  申請者 

 (被保険者)  氏名              

電話番号 

注意 ・この申請書に、領収証及び介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要と認められる 

理由を記載した書類、完成後の状態が確認できる書類等を添付してください。 

     ・改修を行った住宅の所有者が当該被保険者でない場合は、所有者の承諾書も併せて添 

付してください。 

 

  居宅介護(介護予防)住宅改修費を下記の口座に振り込んでください。 

  

口 座 振 込 

依 頼 欄 

銀行   

信用金庫 

  農協   

本店  

支店  

出張所 

種 目 口 座 番 号 
  

１普通預金 

２当座預金 

３その他  

              

金融機関コード 店舗コード 

              

フリガナ 

口座名義人 

  

  

    

領収を代理人に委任される場合は、この欄に記入ください。 

委 

任 

欄 

 上記、居宅介護（介護予防）住宅改修費の領収を          に委任します。 

     年  月  日 

                 申請者(被保険者)                 
 

 

決

定

欄 

認定結果 
改 修 費 用 

        ①       円 

被 保 険 者 負 担 額 
   ②－④   ③ 円 

 基 準 額 
（≦２００，０００円）② 円 

支 給 金 額 

   ②×        ④ 円 
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 様式第１５号中  

「介護保険高額介護サービス費等支給申請書 」を  

「介護保険高額介護（介護予防）サービス費  

 総合事業高額介護予防サービス費（相当事業）           」 

様式第１７号を次のように改める。  

  

支給申請書  に改める。  

　規　則　
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様式第１７号（第２０条関係） 

 

        （表面）                       （裏面） 

   
 
 
 
 
 

注 

意 

事 

項 

一 

こ
の
証
に
よ
っ
て
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
、
短

期
入
所
生
活
介
護
及
び
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

（こ
の
証
の
表
面
に
お
い
て

「特
養
等
」
と
い
い
ま
す
。
）

並
び
に
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
、
短
期
入
所
療
養
介
護
及
び
介
護
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護

（こ
の
証
の
表
面
に
お
い
て

「老
健

・
療
養
等
」
と
い
い
ま
す
。
）
を
利
用
す
る
際
に
食
事
の
提
供
を
受

け
、
又
は
居
住
若
し
く
は
滞
在
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
証
の
表
面
に
記
載
す
る
負
担
限
度
額
が
支
払
い
の
上
限
と

な
り
ま
す
。 

二 
前
号
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き
は
、
被
保
険
者
証
と
と
も
に
必
ず
こ
の
証
を
特
定
介
護
保
険
施

設
等
の
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

三 

被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
認
定
の
条
件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
負
担
限
度
額
認
定
証

の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
の
証
を
市
役
所
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
転
出
の
届
出
を

す
る
際
に
は
、
こ
の
証
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。 

四 

こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え
て
、
市
役
所
に
そ

の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。 

五 

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処
分
を
受
け
ま
す
。 

 介 護 保 険 負 担 限 度 額 認 定 証  

 
交付年月日      年  月  日 

被 

保 

険 

者 

番 号 
 

住 所  
 

フリガナ  

氏 名  
 

生年月日 年  月  日 
性

別  

適用年月日 年  月  日から 

有効期限 年  月  日まで 

食費の負担限 

度額 
円 

居住費又は滞

在費の負担限

度額 

ユニット型個室          円 

ユニット型個室的多床室      円 

従来型個室（特養等）         円 

従来型個室（老健・療養等）     円 

多床室              円 

保険者番号 

並びに保険 

者の名称及 

び 印 

 

         

 

    

 

 

備考  

１ この証の大きさは、縦１２８ミリメートル、横９１ミリメートルとすること。 

２ 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要 

の調整を加えることができること。 
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様式第１８号及び様式第１９号中「ユニット型準個室」を「ユニット型個室的多床室」

に改める。  

様式第２２号を次のように改める。  
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様式第２２号（第２２条関係） 

 

         （表面）                     （裏面） 

   
 
 
 
 
 

注 

意 

事 

項 

一 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
は
、
必
ず
事
前
に
、
こ
の
認
定
証
を
事
業
者
又
は
施
設
の
窓
口
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。 

二 

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
に
支
払
う
金
額
は
、
介
護
費
用
か
ら
介
護
費
用
に
給
付
率
を
乗
じ
た
額
を
引
い

た
額
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
に
よ
っ
て
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
地
域

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
、
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
並

び
に
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
、
短
期
入
所
療
養
介
護
及
び
介
護
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護
を
利
用
す
る
際
に
食
事
の
提
供
を
受
け
、
又
は
居
住
若
し
く
は
滞
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
負
担
限
度

額
認
定
証
に
記
載
す
る
負
担
限
度
額
が
負
担
の
上
限
と
な
り
ま
す
。 

三 

被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
減
額

・
免
除
の
認
定
の
条
件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
減
額

・

免
除
の
認
定
証
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
の
証
を
市
役
所
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

転
出
の
届
出
を
す
る
際
に
は
、
こ
の
証
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。 

四 

こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え
て
、
市
役
所
に
そ 

 

の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。 

五 

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処
分
を
受
け
ま
す
。 

 介護保険利用者負担額減額・免除認定証  

 
交付年月日      年  月  日 

被 

保 

険 

者 

番 号 
 

住 所  
 

フリガナ  

氏 名  
 

生年月日      年  月  日 
性

別  

適用年月日 年  月  日から 

有効期限 年  月  日まで 

減額・免除 

認定事項 
  給付率   ／１００ 

 

保険 者番 号 

並び に保 険 

者の 名称 及 

び 印 

 

        

 

 

 

備考 

１ この証の大きさは、縦１２８ミリメートル、横９１ミリメートルとすること。 

２ 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要 

の調整を加えることができること。 

 

 

附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市指定地域密着型サービス事業所及び指定介護予防支援事業所等の指定等に関する

規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第１３号 

 

綾部市指定地域密着型サービス事業所及び指定介護予防支援事業所等の 

指定等に関する規則の一部を改正する規則 

 

綾部市指定地域密着型サービス事業所及び指定介護予防支援事業所等の指定等に関する

規則（平成１８年綾部市規則第１７号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

綾部市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則 

第１条中「指定地域密着型サービス事業所」の次に「、指定居宅介護支援事業所」を加

える。 

第２条第１項中「法第７８条の２第１項」の次に「、第７９条第１項」を、「指定地域

密着型サービス事業所」の次に「・指定居宅介護支援事業所」を加え、同条第２項中「法

第７８条の２第１項」の次に「、第７９条第１項」を加える。 

第３条第１項中「法第７８条の５第１項」の次に「、第８２条第１項」を、「施行規則

第１３１条の１３第１項」の次に「、第１３３条」を加え、同条第２項中「法第７８条の

５第２項」の次に「、第８２条第２項」を加える。 

第５条中「法第７０条の２」の次に「並びに第７９条の２」を、「指定地域密着型サー

ビス事業所」の次に「・指定居宅介護支援事業所」を加える。 

第９条中「法第７８条の１１」の次に「、第８５条」を、「施行規則第１３１条の１４」

の次に「、第１３３条の２」を加える。 

第１０条中「指定地域密着型サービス事業所」の次に「、指定居宅介護支援事業所」を

加える。 

様式第１号を次のように改める。 
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様式第１号（第２条関係） 

年  月  日  

 綾部市長       様 

所在地             

申請者                 

名 称                

 

 介護保険法に規定する事業所に係る指定を受けたいので、下記のとおり、関係書類を添えて申請しま

す。 

  事業所所在市町村番号             

申

請

者 

フ リ ガ ナ   

名 称   

主たる事務所の

所 在 地 

（郵便番号  ―    ） 

（ビルの名称等） 

連 絡 先 電話番号   ＦＡＸ番号   

法 人 の 種 別   法人所轄庁   

代表者の職名・

氏名・生年月日 
職 名 

  フリガナ   生年月日 

氏 名   年  月  日 

代 表 者 の 住 所 
（郵便番号  ―    ） 

  

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
の
種
類 

事 業 所 等 の

所 在 地 
（郵便番号  ―    ） 

  

同一所在地において行う事業の種類 
実施

事業 

指定申請をする
事業の事業開始
予 定 年 月 日 

既に指定を受け 
ている事業の 
指 定 年 月 日 

添付する

様式 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護       付表１ 

夜間対応型訪問介護       付表２ 

地域密着型通所介護    付表３ 

認知症対応型通所介護       付表４ 

小規模多機能型居宅介護       付表５ 

認知症対応型共同生活介護       付表６ 

地域密着型特定施設入居者生活介護       付表７ 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護    付表８ 

看護小規模多機能型居宅介護    付表９ 

地
域
密
着
型 

介
護
予
防 

サ
ー
ビ
ス 

介護予防認知症対応型通所介護       付表４ 

介護予防小規模多機能型居宅介護       付表５ 

介護予防認知症対応型共同生活介護       付表６ 

居宅介護支援事業    付表１０ 

介護予防支援事業       付表１１ 

介護保険事業所番号           （既に指定を受けている場合） 

指定を受けている他市町村名   
地域包括支援センターの設置年月日 

（設置している場合に記入）  年  月  日 

医 療 機 関 コ ー ド 等            

  受 付 番 号   

 

指定地域密着型サービス事業所  

指定居宅介護支援事業所   

指定地域密着型介護予防サービス事業所  

指定介護予防支援事業所        

指定申請書 
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備考 

１ 「受付番号」、「事業所所在市町村番号」欄には記載しないでください。 

２ 「法人の種別」欄は、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」、「医療法人」、「社団

法人」、「財団法人」、「株式会社」、「有限会社」等の別を記入してください。 

３ 「法人所轄庁」欄は、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載してくださ

い。 

４ 「実施事業」欄は、今回申請するもの及び既に指定を受けているものについて、該当する欄に

「○」を記入してください。 

５ 「指定申請をする事業の事業開始予定年月日」欄は、該当する欄に事業の開始予定年月日を記

載してください。 

６ 「既に指定を受けている事業の指定年月日」欄は、介護保険法による指定事業者として指定さ

れた年月日を記載してください。 

７ 保険医療機関、保険薬局、老人保健施設、介護医療院又は老人訪問看護ステーションとして既

に医療機関コード等が付番されている場合には、そのコードを「医療機関コード等」欄に記載し

てください。複数のコードを有する場合には、適宜様式を補正して、そのすべてを記載してくだ

さい。 

８ 「地域包括支援センターの設置年月日」欄は、指定介護予防支援事業所の指定を申請する場合

に記載してください。 

９ 既に地域密着型サービス事業所の指定を受けている事業者が、地域密着型介護予防サービス事

業所の指定を受ける場合において、届出事項に変更がないときには、「事業所の名称及び所在地」、

「申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名」、

「当該申請に係る事業の開始の予定年月日」、「当該申請に係る地域密着型介護予防サービス費

の請求に関する事項」、「欠格事由に該当しないことを誓約する書面」、「役員の氏名、生年月

日及び住所」、「介護支援専門員の氏名及び登録番号」、「その他指定に関し必要と認める事項」

を除いて、申請書への記載又は書類の提出を省略できます。 

また、既に地域密着型介護予防サービス事業所の指定を受けている事業者が、地域密着型サー

ビス事業所の指定を受ける場合においても同様です。 
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 様式第２号中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を、「地域密着型介護サー

ビス費」の次に「、居宅介護サービス計画費」を加える。 

 様式第５号中 

「 

指定地域密着型サービス事業所 

 指定地域密着型介護予防サービス事業所 指定更新申請書  を 

 指定介護予防支援事業所                 

                            」 

「 

指定地域密着型サービス事業所 

 指定居宅介護支援事業所 

 指定地域密着型介護予防サービス事業所    

 指定介護予防支援事業所                 

                            」 

 

附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

指定更新申請書  に改める。 
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 綾部市市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

 

  平成３０年３月３１日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第１４号  

 

綾部市市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則  

 

 綾部市市税に関する文書の様式を定める規則（昭和４０年綾部市規則第１７号）の一部

を次のように改正する。  

 様式第４４号（裏）を次のように改める。  

 

  

　規　則　

95



 

　規　則　

96
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 附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市告示第３０号 

 

        綾部市国民健康保険被保険者証の無効について 

 

 綾部市国民健康保険条例施行規則（平成８年綾部市規則第１５号）第２０条の規

定に基づき、次の綾部市国民健康保険被保険者証は無効とする。 

 

  平成３０年 ３月 ２日 

 

                       綾部市長 山 崎 善 也 

 

 

証交付年月日 証記号・番号 生年月日 

平成２８年 ４月 １日 綾０７０２－１５０１８ 昭和２１年 ９月 １日 

平成２８年 ４月 １日 綾０９０３－４１０１４ 昭和２３年 ５月２７日 

平成２８年 ４月 １日 綾０６０６－７１００２ 昭和６１年 ７月３１日 

平成２８年 ４月 １日 綾０８４２－２５００７ 平成１４年 ３月 ３日 

平成２８年 ４月 １日 綾０９０３－３２０１１ 昭和３３年 １月２２日 

平成２８年 ４月 １日 綾０８３４－３３００３ 昭和４６年１１月１９日 

平成２８年 ４月 １日 綾０８３４－３３００３ 平成１７年 ９月２３日 

平成２８年 ４月 １日 綾１００８－３３００８ 昭和１８年 ３月２０日 
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綾部市告示第３１号  

 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第３項の規定に基づき、平成３０年

度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次により縦覧に供する。  

 

平成３０年３月２３日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

１ 縦覧 の場 所   綾部市役所総務部税務課  

 

２ 縦覧 の期 間   平成３０年４月２日から平成３０年５月３１日まで  

（ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日は除く）  

 

３ 縦覧 の時 間   午前８時３０分から午後５時１５分まで  
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綾部市告示第３２号  

 

綾部市ＵＩターン介護人材確保事業補助金交付要綱（平成２４年綾部市告示第１３２号）

の一部を次のように改正する。  

 

  平成３０年３月２９日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

 第３条第２号中「介護職員実務者研修若しくは介護職員初任者研修修了者」を「介護職

員実務者研修、介護職員初任者研修若しくは生活援助従事者研修修了者」に改める。  

 

   附 則  

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。  
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綾部市告示第３３号  

 

 綾部市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指

定等に関する要綱（平成１９年綾部市告示第１２８号）の一部を次のように改正する。  

 

平成３０年３月２９日  

綾部市長 山 崎 善 也  

 

題名を次のように改める。  

綾部市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する要綱  

第１条中「綾部市指定地域密着型サービス事業所及び指定介護予防支援事業所等の指定

等に関する規則」を「綾部市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則」に

改める。  

第２条中「及び地域密着型介護予防サービス」を「、居宅介護支援、地域密着型介護予

防サービス及び介護予防支援」に、「地域密着型（介護予防）サービス事業所」を「地域密

着型サービス事業所等」に改める。  

第５条第１項中「及び法第１１５条の１２第２項各号」を「、法第７９条第２項各号、

法第１１５条の１２第２項各号及び法第１１５条の２２第２項各号」に改め、同項第６号

イ中「及び法第１１５条の１９（第２号から第５号までを除く。）」を「、法第８４条第１

項、法第１１５条の３５第６項、法第１１５条の１９（第２号から第５号までを除く。）及

び法第１１５条の２９」に改め、同号ウ中「若しくは法第１１５条の１９（第２号から第

５号までを除く。）」を「、法第８４条第１項、法第１１５条の３５第６項、法第１１５条

の１９（第２号から第５号までを除く。）若しくは法第１１５条の２９」に、「若しくは法

第１１５条の１５第２項」を「、法第８２条第２項、法第１１５条の１５第２項若しくは

法第１１５条の２５第２項」に改め、同項第７号ウ中「又は法第１１５条の１９（第２号

から第５号までを除く。）」を「、法第８４条第１項、法第１１５条の３５第６項、法第  

１１５条の１９（第２号から第５号までを除く。）又は法第１１５条の２９」に改め、同号

エ中「若しくは法第１１５条の１５第２項」を「、法第８２条第２項、法第１１５条の  

１５第２項若しくは法第１１５条の２５第２項」に改める。  

第１０条第１項中「及び法第１１５条の１２第１項」を「、法第７９条第１項、法第  

１１５条の１２第１項及び法第１１５条の２２第１項」に改める。  

別表の５の表、別表の６の表及び別表の９の表中「介護老人保健施設」の次に「・介護

医療院」を加え、別表の１０の表中「付表１０」を「付表１１」に、「様式６－３」を「様

式６－４」に改め、同表を別表の１１の表とし、同表の前に次の１表を加える。  

１０ 居宅介護支援事業所  

付表  関係書類  

○事業所の指定に係る記

載事項【付表１０】  

 

① 申請者の定款又は寄附行為及びその登記事項証明書  

② 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 【様式１－２】 

③ 管理者等経歴書 【様式１－３】  
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④ 事業所の平面図  

⑤ 運営規程  

⑥ 利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要 

【様式４】  

⑦ 当該申請に係る資産の状況  

⑧ 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービ  

スの提供主体との連携の内容  

⑨ 居宅介護サービス計画費の請求に関する事項  

⑩ 法第７９条第２項各号に該当しない旨の誓約書 【様式

６－３】  

⑪ 役員等氏名 【様式６－３】  

⑫ 介護支援専門員一覧 【様式７】  

 付表１０を付表１１とし、同付表の前に次の１付表を加える。  
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付表１０ 

居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項 

 
 

事 

業 

所 

フリガナ  

名  称  

 

所 在 地 

（郵便番号   －    ） 

 

 

 

連 絡 先 電話番号  ＦＡＸ番号  

当該事業の実施について定めてある定款又は寄附行

為の条文 
 第   条第   項第   号 

管 

理 

者 

フリガナ  

住所 

（郵便番号    －     ） 

氏  名  

生年月日 年  月  日  

当該居宅介護支援事業所における介護支援専門員との兼務の

有無（兼務の場合のみ記入） 
有  ・  無 

同一敷地内の他の事業所

又は施設の従業者との兼

務（兼務の場合のみ記入） 

名   称  

兼 務 す る 職 種 

及び勤務時間等 

 

 

事業開始時の利用者の推定数  人 

従業者の職種・員数 
介護支援専門員  

専従 兼務  

  

    

常 勤（人）    

非常勤（人）    

主

な

掲

示

事

項 

営  業  日         

営 業 時 間         

利  用  料 法定代理受領分以外 

そ の 他 の 費 用  

通常の事業実施地域  

添 付 書 類 別添のとおり 

備考 

 １ 「受付番号」欄には、記入しないでください。 

２ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか、又は別途記載した書類を添

付してください。 

３ 「主な掲示事項」については、本欄の記載を省略し、別添資料として添付して差し

支えありません。 

受付番号  
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様式１－３中  

「指定地域密着型サービスに関する基準に規定された研修の受講状況  

  ・認知症対応型サービス事業管理者研修（    年受講）  

  ・実践者研修（    年受講）  

  ・基礎過程（    年受講）  

  ・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（    年受講）  

  ・その他（               研修）（    年受講）」  

「指定地域密着型サービスに関する基準に規定された研修の受講状況  

  ・認知症対応型サービス事業開設者研修（    年受講）  

  ・認知症対応型サービス事業管理者研修（    年受講）  

  ・実践者研修（    年受講）  

  ・基礎課程（    年受講）  

  ・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（    年受講）  

  ・その他（               研修）（    年受講）」  

「（   ）には、管理者」を「（   ）には、代表者、管理者」に改める。  

 様式６－３を様式６－４とし、同様式の前に次の１様式を加える。   

を  

に、 
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様式６―３  

 

介護保険法第７９条第２項各号の規定に該当しない旨の誓約書  

 

  年  月  日  

綾部市長           様  

 

申請者 所 在 地                

名  称                

代表者名                

住  所                

 

 申請者が介護保険法第７９条第２項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約し

ます。  

記 

備考 当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を

いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業

務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等の支配力を有するも

のと認められる者を含む。）及び事業所を管理する者について記入・押印してください。 

役 員 等 名 簿 

ふ り が な 
氏     名 

生 年 月 日 
ふ り が な 
住     所 押 印 

役 職 名 ・ 呼 称 ＴＥＬ      ＦＡＸ 
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 様式第１号中「地域密着型（介護予防）サービス事業所指定に係る事前協議書」を「地

域密着型サービス事業所等指定に係る事前協議書」に、「地域密着型サービス事業の実施に

ついて」を「地域密着型サービス事業等の実施について」に、「綾部市指定地域密着型サー

ビス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要綱」を「綾部

市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する要綱」に、  

「（２）管理者、サービス提供責任者、生活相談員、計画作成担当者、介護支援専門  

   員等の経歴、資格等  

① 別添経歴書のとおり  

② 管理者：実務経験   年、資格（       ）  

管理者として選任した理由                       」  

「（２）代表者、管理者、サービス提供責任者、生活相談員、計画作成担当者、介護  

   支援専門員等の経歴、資格等  

① 別添経歴書のとおり  

② 代表者：実務経験   年、資格（       ）  

代表者として選任した理由  

管理者：実務経験   年、資格（       ）  

管理者として選任した理由                       」  

「  

加 算 内 容  算定に○  体 制 ・ 提 供 方 法  

を  

個 別 機 能 訓 練 加 算      

栄養マネジメント加算      

口 腔 機 能 向 上 加 算      

入 浴 介 助 加 算      

医 療 連 携 体 制 加 算      

延 長 サ ー ビ ス      

重 度 化 対 応 加 算      

      

      

      

                                       」  

削る。  

 

   附 則  

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。

を  

に改め、  
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綾部市告示第３４号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、平成３０年

３月綾部市議会定例会において議決を経た予算の要領を次のとおり公表する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

 １ 平成３０年度綾部市一般会計予算 

 ２ 平成３０年度綾部市市立診療所等特別会計予算 

 ３ 平成３０年度綾部市農林業者労働災害共済特別会計予算 

 ４ 平成３０年度綾部市国民健康保険特別会計予算 

 ５ 平成３０年度綾部市介護保険特別会計予算 

 ６ 平成３０年度綾部市後期高齢者医療特別会計予算 

 ７ 平成３０年度綾部市駐車場特別会計予算 

 ８ 平成３０年度綾部市簡易水道特別会計予算 

 ９ 平成３０年度綾部市下水道事業特別会計予算 

 １０ 平成３０年度綾部市地域排水事業特別会計予算 

 １１ 平成３０年度綾部市住宅・工業団地事業特別会計予算 

 １２ 平成３０年度綾部市上水道事業会計予算 

 １３ 平成３０年度綾部市病院事業会計予算 

 １４ 平成２９年度綾部市一般会計補正予算（第８号） 

 １５ 平成２９年度綾部市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 １６ 平成２９年度綾部市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 １７ 平成２９年度綾部市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

１８ 平成２９年度綾部市簡易水道特別会計補正予算（第４号） 

 １９ 平成２９年度綾部市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 ２０ 平成２９年度綾部市地域排水事業特別会計補正予算（第４号） 

 ２１ 平成２９年度綾部市上水道事業会計補正予算（第３号） 

 ２２ 平成２９年度綾部市病院事業会計補正予算（第３号） 
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綾部市告示第３５号 

 

綾部市外部の労働者からの公益通報の処理に関する要綱を次のように定める。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市外部の労働者からの公益通報の処理に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。以下「法」という。）

第１０条第１項の規定に基づき、外部の労働者からの公益通報を適切に処理するため、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（公益通報窓口の設置） 

第３条 外部の労働者からの通報を処理するため、公益通報窓口を法令担当課に設置する。 

（通報の処理） 

第４条 市長は、公益通報を受けた場合は、公益通報者、通報対象事実及び関係事業者並

びに通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる証拠書類等

の有無について、確認を行うものとする。 

２ 市長は、前項の公益通報の内容を審査し、処分又は勧告等をする権限を有する通報対

象事実に係る公益通報と認められるときは、当該通報を受理し、公益通報者に遅滞なく

通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による審査の結果、処分又は勧告等をする権限を有する通報対象

事実に係る公益通報でないと認めたときは、当該通報を不受理としたことを公益通報者

に遅滞なく通知するものとする。 

（調査の実施） 

第５条 市長は、前条第２項の規定により公益通報を受理したときは、遅滞なく必要な調

査（以下「調査」という。）を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、調査を行う必要性が認められない場合は、調査を行わない

こととし、公益通報者にその旨通知するものとする。 

３ 市長は、適正な法執行の確保、公益通報者の秘密保持並びに利害関係人の正当な利益

及び公共の利益の保護に配慮し、必要かつ相当と認められる方法により、調査を行うも

のとする。 

（教示） 

第６条 市長は、当該通報対象事実について、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限

を有することが明らかになったときは、当該通報対象事実について処分又は勧告等をす
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る権限を有する行政機関を、当該公益通報者に遅滞なく教示するものとする。 

（是正措置） 

第７条 市長は、調査の結果、通報対象事実があると認めたときは、速やかに法令に基づ

く措置その他適当な措置（以下「是正措置等」という。）をとるものとする。 

（調査状況等の通知） 

第８条 市長は、調査の進捗状況及び結果並びに是正措置等の内容について、適宜、公益

通報者に通知するよう努めるものとする。 

（秘密保持等） 

第９条 公益通報の処理に従事する者は、公益通報に関する秘密を他に漏らしてはならな

い。その職を退いた後においても同様とする。 

２ 公益通報を受けた事案について、特別の利害関係を有する職員は、当該公益通報に係

る事務に関与してはならない。 

（公益通報以外の通報の取扱い） 

第１０条 市長は、公益通報以外の通報の内容が法令遵守の観点から外部公益通報に準じ

た取扱いをすべきものであると判断したときは、公益通報に準じて適切に処理するもの

とする。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、外部の労働者からの公益通報の処理について必

要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市告示第３６号  

 

綾部市産後ケア事業実施要綱を次のように定める。  

 

  平成３０年３月２９日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市産後ケア事業実施要綱  

 

（目的）  

第１条 この要綱は、産後に家事、育児等に係る家族等の援助を十分に受けることができ

ない等の事情により支援を必要とする母（ 褥
じょく

婦又は産婦をいう。以下同じ。）及びその

子（新生児又は乳児をいう。以下同じ。）に対し、心身のケア、育児支援等を行う事業（以

下「事業」という。）を実施することにより、産後期における育児の支援に資することを

目的とする。  

（実施主体）  

第２条 事業の実施主体は、綾部市とする。ただし、事業の運営は、前条の目的を達成す

るために適当と認める病院、診療所又は助産所（以下「医療機関」という。）に委託する

ことができる。  

（対象者）  

第３条 事業の利用の対象となる者は、綾部市内に住所を有する産後６か月未満の母（家

事、育児等に係る家族等の援助を十分に受けることができない者に限る。）及びその子で

あって、次の各号のいずれかに該当するものとする。  

（１）産後に心身の不調又は育児不安等がある者  

（２）その他市長が事業による支援が必要と認める者  

２ 前項の規定にかかわらず、医療行為を必要とする者は、利用の対象としない。  

（事業の内容）  

第４条 事業の内容は、母及びその子を医療機関に宿泊させ、休養の機会を提供するとと

もに、次に掲げる心身のケア、育児支援等を実施するものとする。  

（１）産後における母体管理並びに生活の相談及び指導  

（２）母乳に関する相談及び授乳方法の指導  

（３）発育又は発達に関する相談  

（４）沐
もく

浴方法の指導  

（５）食事の提供  

（６）その他の保健指導又は相談のうち市長が必要と認めるもの  

（利用期間）  

第５条 事業の利用期間は、利用開始時刻から２４時間以内を１日とし、原則として７日

以内とする。  
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（利用の申請）  

第６条 事業を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、綾部市産後ケア事業利

用申請書（様式第１号）に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。  

（利用の決定等）  

第７条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、

利用の可否を決定し、綾部市産後ケア事業利用決定（却下）通知書（様式第２号）によ

り申請者に通知するものとする。  

（費用の負担）  

第８条 前条の規定により事業の利用決定を受けた者（以下「利用者」という。）は、１日

当たり９，０００円を医療機関に直接支払わなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、当該費用の負担を要

しないものとする。  

（１）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯  

（２）当該年度分（４月から６月までの申請にあっては前年度分）の市民税非課税世帯  

 （利用申請の変更等）  

第９条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに綾部市産後ケア事業利

用変更・中止届（様式第３号）を市長に届け出なければならない。  

（１）申請内容に変更が生じたとき。  

（２）事業の利用を中止しようとするとき。  

（３）対象者に該当しなくなったとき。  

 （利用の取消し等）  

第１０条 市長は、利用者が偽りその他不正の手段により利用決定を受けた場合その他事

業の実施が適当でないと認める場合は、第７条の規定による決定を取り消すことができ

る。  

２ 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、綾部市産後ケア事業利用取消通知書

（様式第４号）により利用者に通知するものとする。  

（その他）  

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

 

附 則  

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。  
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様式第１号（第６条関係）  

 

年  月  日  

 

綾部市長       様  

 

綾部市産後ケア事業利用申請書  

 

 綾部市産後ケア事業を利用したいので、綾部市産後ケア事業実施要綱第６条の規定によ

り、下記のとおり申請します。  

申 

請 

者 

母  

（ ふ り が な ）  

氏 名  
 生 年 月 日  年  月  日  

住    所   

電    話   

緊 急 連 絡 先  

氏名：      （申請者との関係   ）電話  

氏名：      （申請者との関係   ）電話  

子  

（ ふ り が な ）  

氏 名  
 性 別 男・女 出生年月日 年  月  日  

住 所  □ 母と同じ。  

出 産 医 療 機 関   妊 娠 期 間    週  出生体重    ｇ  

世 

帯 

構 

成 

氏 名  ふ り が な  続 柄  生 年 月 日  勤務先・保育園等 

     

     

     

     

世 帯 の 区 分  □ 生活保護世帯 □ 市民税非課税世帯 □ 市民税課税世帯  

希 望 す る 支 援  
 

 

申 請 の 理 由 

１ 産後の身体回復について不安がある。  

２ 産後における日常生活に不安がある。  

３ 育児について不安がある。  

４ 産後の経過に応じた休養又は栄養管理に不安がある。  

５ その他（                       ） 

利 用 を 希 望 す る 日 利用開始時刻  利用終了時刻  

    年   月   日～   月   日  ：  ：  

    年   月   日～   月   日  ：  ：  

    年   月   日～   月   日  ：  ：  

利 用 を 希 望 す る 医 療 機 関  

① 利用料に係る世帯区分を確認するために、綾部市が必要な範囲で課税状況について

閲覧することに同意するとともに、同意した調査で確認できない場合は、必要書類を

提出します。  

② 委託事業の実施に当たり、綾部市が委託する医療機関に対して必要な個人情報を提

供すること及び当該医療機関が綾部市に対して必要な個人情報を提供することに同意

します。  

氏名                     

※ 綾部市確認欄（記入は不要です。）  

□  生活保護世帯   □  市民税非課税世帯   □  市民税課税世帯  
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様式第２号（第７条関係）  

 

第     号  

年  月  日  

            様  

綾部市長         □印   

 

綾部市産後ケア事業利用決定（却下）通知書  

 

     年  月  日付けで申請のありました綾部市産後ケア事業の利用について、

下記のとおり決定しましたので、綾部市産後ケア事業実施要綱第７条の規定により通知し

ます。  

記  

利 用 の 可 否  可 ・ 否（理由：                    ）  

利 用 者  

氏 名  
母   

生年月日  
母  年  月  日  

子   子  年  月  日  

住 所  
母   

子  □ 母と同じ。  

利用医療機関

の 名 称  
 

利 用 期 間  年  月  日から       年  月  日まで  

利用者負担額  

□ 無料  

□ １日当たり９，０００円  

※ 負担費用は、利用終了時に医療機関に直接お支払い願います。  

備 考   

 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して  

３か月以内に、綾部市長に対して審査請求をすることができます。（なお、決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算

して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）  

 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定（この決定について上記の審査請求

をしたときは、当該審査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）提

起することができます。（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内であっても、決定のあった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴え

を提起することができなくなります。）  
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様式第３号（第９条関係） 

 

年  月  日  

 

 綾部市長         様  

 

住 所               

氏 名               

 

綾部市産後ケア事業利用変更・中止届  

 

     年  月  日付け    第    号で決定を受けた綾部市産後ケア事業

の利用について、下記のとおり（変更・中止）したいので、綾部市産後ケア事業実施要綱

第９条の規定により下記のとおり届け出ます。  

 

記  

 

利 用 者  

氏 名  

母    
生年月日  

母  年 月 日  

子   子  年 月 日  

住 所  

母   

子  □ 母と同じ。  

区 分  □ 変更     □ 中止  

内 容 及 び 理 由  
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様式第４号（第１０条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様  

 

綾部市長          □印   

 

綾部市産後ケア事業利用取消通知書  

 

      年  月  日付け    第    号で決定をしました綾部市産後ケア

事業の利用について、下記のとおり取り消しましたので、綾部市産後ケア事業実施要綱第

１０条の規定により通知します。  

 

記  

 

利 用 者  

氏 名  

母   
生年月日  

母  年 月 日  

子   子  年 月 日  

住 所  

母   

子  □ 母と同じ。  

理 由  

 

 

 

 

 

 

 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して  

３か月以内に、綾部市長に対して審査請求をすることができます。（なお、決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算

して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）  

 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定（この決定について上記の審査請求

をしたときは、当該審査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）提

起することができます。（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内であっても、決定のあった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴え

を提起することができなくなります。）  
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綾部市告示第３７号 

 

 綾部市篤志者表彰規程（昭和３５年綾部市告示第４５号）の全部を次のように改正する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市篤志者表彰規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、本市の篤志者の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（表彰） 

第２条 本市は、公益のため本市に対し１００万円以上の私財を寄附した個人又は団体を

篤志者として表彰する。 

２ 前項の規定にかかわらず、負担付きの寄附をした者で市長が不適当と認めるもの又は

当該寄附に対する返礼品を受領した者は、表彰しない。 

（表彰の時期） 

第３条 表彰は、本市の功労者表彰と同時に行う。ただし、市長が必要と認めるときは、

この限りでない。 

 （表彰の実施） 

第４条 表彰は、市長が表彰状及び記念品を贈呈して行う。 

 （篤志者名簿） 

第５条 市長は、表彰を受けた者を篤志者名簿に登録し、その篤行を永く伝えるものとす

る。 

 （その他） 

第６条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。  
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綾部市告示第３８号 

 

 綾部市緑の担い手育成事業費補助金交付要綱（平成５年綾部市告示第６４号）の全部を

次のように改正する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市緑の担い手育成事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、林業労働者の確保及び定着を図るため、森林組合等に対し、林業労

働者の就労を支援するための事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金

を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１）森林組合等 森林組合その他林業を行う事業者をいう。 

（２）現場作業 森林造成、伐出、森林土木その他市長が適当と認める作業をいう。 

（３）林業労働者 雇用契約等の締結により雇用され、かつ、森林組合等の負担により労

働者災害補償保険に加入している者で、主として現場作業に従事するものをいう。 

（４）新規就労者 林業労働者のうち、別表に規定する新規就労者支援事業の開始時にお

いて雇用期間を定めずに１年を通した雇用をされているものであって、当該雇用をさ

れた日が属する年度を１年度目として３年度目を超えないものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、綾部市内に存す

る森林組合等とする。 

（補助対象事業等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助金の交付

の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、別表に定めると

おりとする。 

 （事業計画） 

第５条 補助対象事業を行おうとする者は、事業実施年度の前年度の３月末日までに、綾

部市緑の担い手育成事業計画書（様式第１号）を市長に提出し、その認定を受けなけれ

ばならない。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が別に定め

る日までに、綾部市緑の担い手育成事業費補助金交付申請書（様式第２号）に必要な書
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類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （補助対象事業の着手） 

第７条 補助対象事業の着手は、原則として次条の規定による交付決定後に行うものとす

る。ただし、やむを得ない事情により、申請者が当該交付決定前に着手する場合は、当

該着手を予定する日の７日前までに、綾部市緑の担い手育成事業指令前着手届（様式第

３号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定等） 

第８条 市長は、第６条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、

交付の可否を決定し、綾部市緑の担い手育成事業費補助金交付（不交付）決定通知書（様

式第４号）により、申請者に通知するものとする。 

（変更等の申請） 

第９条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

第６条の申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、直ちに綾部市緑の担い手育

成事業費補助金変更等承認申請書（様式第５号）に必要な書類を添えて、市長に提出し、

その承認を受けなければならない。 

（遂行状況報告） 

第１０条 交付決定者は、事業実施年度の１１月末日現在における事業の遂行状況につい

て、事業実施年度の１２月末日までに、綾部市緑の担い手育成事業遂行状況報告書（様

式第６号）により、市長に報告しなければならない。 

（実績報告） 

第１１条 交付決定者は、当該事業完了後、市長が別に定める日までに、綾部市緑の担い

手育成事業費補助金実績報告書（様式第７号）に必要な書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１２条 市長は、補助金の交付申請を行った者が虚偽の申請その他不正の手段により補

助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は

既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第５条の規定による事業計画書の提出及び認定並びにこれに関して必要な手続その他

の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。 
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別表（第４条関係） 

補助対象事業 補助対象経費 補助金の額 

名 称 内 容 次に掲げる機械器具、保護具等を貸与

するための経費 

（１）チェーンソー又は刈払機 

（２）チェーンソー防護衣、防護ブー

ツ、ヘルメット、防振手袋その他

の労働安全対策に要する装具 

（３）その他市長が適当と認めるもの 

補助対象経費に４分の３

を乗じて得た額（１円未

満の端数が生じた場合は

これを切り捨てた額）。た

だし、新規就労者１人に

つき１２万３，０００円

を限度とする。 

新 規 就

労 者 支

援 事 業 

新 規 就 労

者 に 林 業

の 用 に 供

す る 機 械

器具、保護

具 等 の 貸

与 

林 業 労

働 者 就

労 環 境

改 善 支

援 事 業 

林 業 労 働

者 の 就 労

環 境 の 改

善 

次に掲げる専門家への相談その他林

業労働者の就労改善に要する経費 

（１）待遇改善に要する経費（就労条

件又は福利厚生の改善を図るた

めに行う社会保険労務士等に対

する相談に要する経費をいう。） 

（２）環境改善に要する経費（現場作

業の環境改善に利用する資材（現

場作業に直接使用する資材を除

く。）の整備に要する経費をい

う。） 

（３）教育及び訓練に要する経費（林

業労働者が現場作業を行う上で

必要な教育及び研修（業務の一環

として参加するものに限る。）へ

の参加に要する経費をいう。） 

（４）労働安全に要する経費（補助対

象者が独自に行う労働安全教育

の実施及び安全管理対策の整備

並びに労働者災害補償保険以外

の傷害保険への加入に要する経

費をいう。） 

（５）その他市長が適当と認めるもの 

補助対象者が前年度に支

払った労働者災害補償保

険料（石綿による健康被

害の救済に関する法 律

（平成１８年法律第 ４

号）に基づく一般拠出金

を含む。）の算定基礎とな

った林業労働者の総賃金

に１，０００分の１６．５ 

を乗じて得た額（１円未

満の端数が生じた場合は

これを切り捨てた額）。た

だし、補助対象経費が当

該額に満たない場合は、

補助対象経費に１０分の

１０を乗じて得た額とす

る。 

 備考 新規就労者支援事業において、新規就労者は、１人につき１回限り当該事業の対

象とすることができる。
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様式第１号（第５条関係） 

年  月  日  

綾部市長       様 

所在地又は住所                 

    法人（団体）名又は事業者名           

    代表者氏名                   

    電話番号                    

 

綾部市緑の担い手育成事業計画書 

 

     年度において、下記のとおり事業を実施したいので、綾部市緑の担い手育成事

業費補助金交付要綱第５条の規定により事業計画書を提出します。 

記 

１ 事業実施期間       年  月  日から    年  月  日まで 

２ 事業内容 

（１）補助の対象とする林業労働者  別紙１のとおり 

（２）事業の取組内容        別紙２のとおり 

３ 事業の対象とする林業労働者及び事業に要する経費の総括 

事   業   名 対 象 労 働 者 数 事 業 費 補 助 金 備 考 

新規就労者支援事業 
人 

（    ） 

円 円  

林業労働者就労環境改

善支援事業 

 

 

   

計     

（記載要領） 

・計画期間は、事業を実施する年の４月から翌年３月末日までの期間中とすること。 

・３の表中の新規就労者支援事業の対象労働者数が、林業労働者就労環境改善支援事業の

内数の場合は、（   ）書で記載すること。 

・補助の対象とする林業労働者一覧表（別紙１）を添付すること。 

・緑の担い手育成事業の取組内容（別紙２）を添付すること。 

・新規就労者支援事業の補助金は、対象労働者１人につき事業費が１６万４，０００円以

上の場合は１２万３，０００円とし、１６万４，０００円未満の場合はその４分の３に

相当する額として算定した額の合計額とすること。 

・林業労働者就労環境改善支援事業の補助対象経費が、綾部市緑の担い手育成事業費補助

金交付要綱第４条の規定により算定した補助金の額を下回るときは、当該事業の補助金

は、補助対象経費と同額とすること。 
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別紙１ 

補助の対象とする林業労働者一覧表 

                       補助対象者氏名            

林業労働者氏名 年 齢 
就 労 予

定 日 数 

主 な 従 事 作 業 備 考 

造 林 伐 出 森林土木 そ の 他  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

合   計        

（記載要領） 

・本表は、事業を実施する年の４月から翌年３月末日までの就労見込みにより記載するこ

と。 

・新規就労者は、備考欄に「新規」と記載すること。 

・主な従事作業については、該当するものに○を付けること。従事作業が重複する場合は、 

主とする作業に◎を付けること。 

  ① 造林：植栽、保育（切り捨て間伐を含む。）、鳥獣被害防護施設設置等 

  ② 伐出：主伐、間伐（利用間伐） 

  ③ 森林土木：森林作業道の開設 

  ④ その他：①～③以外の作業（備考欄に具体的作業を記載すること。）
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（表面） 

様式第２号（第６条関係） 

 

年  月  日  

綾部市長    様 

 所在地又は住所                  

    法人（団体）名又は事業者名            

    代表者氏名                    

    電話番号                     

 

綾部市緑の担い手育成事業費補助金交付申請書 

 

綾部市緑の担い手育成事業費補助金の交付を受けたいので、綾部市緑の担い手育成事業

費補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１  事業の目的 

 

 

２  事業の内容 

（１）事業の概要   綾部市緑の担い手育成事業計画書（様式第１号）別紙２のとおり 

（２）経費の内訳                           単位：円 

事   業   名 対象労働者数 事 業 費 補 助 金 備 考 

新規就労者支援事業 
人 

（    ） 

円 円  

林業労働者就労環境改善支

援事業 

 

 

   

計     

 

 （記載要領） 

・２の（２）の表中の新規就労者支援事業の対象労働者数が、林業労働者就労環境改善支

援事業の内数の場合は、（  ）書で記載すること。 

・新規就労者支援事業の補助金は、対象労働者１人につき事業費が１６万４，０００円以

上の場合は１２万３，０００円とし、１６万４，０００円未満の場合はその４分の３に

相当する額として算定した額の合計額とすること。 

・林業労働者就労環境改善支援事業の補助対象経費が、綾部市緑の担い手育成事業費補助

金交付要綱第４条の規定により算定した補助金の額を下回るときは、当該事業の補助金

は、補助対象経費と同額とすること。 
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（裏面） 

 

３  事業実施予定期間         年  月  日から     年    月    日まで 

 

４  収支予算 

収入の部                              単位：円 

事 業 区 分 
予  算  額 

計 備 考 
補 助 金 そ の 他 

新規就労者支援事業 
 

 

   

林業労働者就労環境

改善支援事業 

    

    合    計     

支出の部                              単位：円 

事 業 区 分 
予  算  額 

計 備 考 
補 助 金 そ の 他 

新規就労者支援事業 
 

 

  

 

 

 

林業労働者就労環境

改善支援事業 

    

合    計     

 

５ その他 

補助の対象とする林業労働者 綾部市緑の担い手育成事業計画書（様式第１号）別紙

１のとおり 
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様式第３号（第７条関係） 

 

年  月  日  

 

綾部市長          様 

 

所在地又は住所                

    法人（団体）名又は事業者名          

    代表者氏名                  

    電話番号                   

 

綾部市緑の担い手育成事業指令前着手届 

 

 綾部市緑の担い手育成事業費補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり別記条

件を了承の上、届け出ます。  

記  

１ 事業実施場所  

 

２ 実施内容（年度事業計画書の内容と整合の上、記載してください。）  

（１）新規就労者支援事業 

事業費                     円 

補助金額                    円 

（２）林業労働者就労環境改善支援事業 

事業費                     円 

補助金額                    円  

 

３ 着手予定年月日             年  月  日  

 

４ 完了予定年月日             年  月  日  

 

５ 指令前着手を必要とする理由  

 

 

（別記条件）  

・本事業については、着手から補助金交付決定を受けるまでの間において、事業計画の変

更は行わないものとします。  

・補助金交付決定を受けるまでに、天災等の事由により、実施した事業に損失を生じた場

合は、事業実施主体がこれを負担するものとします。  

・補助金交付決定額が申請額に達しない場合においても不服がないものとします。  
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様式第４号（第８条関係）  

 

第     号  

年  月  日  

 

          様  

 

綾部市長            □印   

 

綾部市緑の担い手育成事業費補助金交付（不交付）決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました綾部市緑の担い手育成事業費補助金に

ついて、綾部市緑の担い手育成事業費補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり

決定しましたので通知します。 

記 

交 付 

交付決定額                        円 

（内訳） 

  新規就労者支援事業                 円 

  林業労働者就労環境改善支援事業           円 

不 交 付 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 

３か月以内に、綾部市長に対して審査請求をすることができます。（なお、決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算

して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。） 

 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定（この決定について上記の審査請求

をしたときは、当該審査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）提

起することができます。（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内であっても、決定のあった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴え

を提起することができなくなります。） 
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様式第５号（第９条関係） 

 

年  月  日  

 

 綾部市長        様 

 

所在地又は住所                

    法人（団体）名又は事業者名          

    代表者氏名                  

    電話番号                   

 

 

綾部市緑の担い手育成事業費補助金変更等承認申請書 

 

     年  月  日付け   第     号で交付決定を受けた綾部市緑の担い

手育成事業費補助金について、下記のとおり申請内容を変更（中止）したいので、綾部市

緑の担い手育成事業費補助金交付要綱第９条の規定により申請します。 

 

記 

 

１ 変更（中止）の理由 

 

 

 

２ 変更の内容 

 

 

 

 

 

 

３ 添付書類 

（１）当該変更内容が確認できる書類（変更の場合のみ） 

（２）その他市長が必要と認める書類
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様式第６号（第１０条関係） 

 

年  月  日  

 

 綾部市長        様 

 

所在地又は住所                

    法人（団体）名又は事業者名          

    代表者氏名                  

    電話番号                   

 

綾部市緑の担い手育成事業遂行状況報告書 

 

 綾部市緑の担い手育成事業の遂行状況について、綾部市緑の担い手育成事業費補助金交

付要綱第１０条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

事  業  名 着手年月日 
計画事業費 

（Ａ） 

実施事業費 

（Ｂ） 

進捗率 

（Ｂ／Ａ） 

完 了 予 定 

年 月 日 

新規就労者支援事業  円 円 ％ 年 月 日 

林 業 労 働 者 就 労 

環境改善支援事業 
 円 円 ％ 年 月 日  

合     計  円 円 ％ 年 月 日  

 

 備考 進捗率は、１１月末日時点での計画事業費に対しての実施事業費の比率を記載し

てください。
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（表面） 

様式第７号（第１１条関係） 

年  月  日  

 綾部市長        様 

 

 所在地又は住所                

    法人（団体）名又は事業者名          

    代表者氏名                  

    電話番号                   

 

綾部市緑の担い手育成事業費補助金実績報告書 

 

     年  月  日付け   第    号で交付決定を受けた綾部市緑の担い手

育成事業費補助金について、下記のとおり実施したので、綾部市緑の担い手育成事業費補

助金交付要綱第１１条の規定により報告します。 

 

記 

 
１ 事業成績及び経費の内訳 

（１）事業成績   別紙のとおり 

（２）経費の内訳                           単位：円 

事   業   名 対象労働者数 事 業 費 補 助 金 備 考 

新規就労者支援事業 
人 

（    ） 

円 円  

林業労働者就労環境改

善支援事業 

 

 

   

計     

（記載要領） 

・２の（２）の表中の新規就労者支援事業の対象労働者数が、林業労働者就労環境改善支

援事業の内数の場合は、（  ）書で記載すること。 

・緑の担い手育成事業の取組成果（別紙）を添付すること。 

・新規就労者支援事業の補助金は、対象労働者１人につき事業費が１６万４，０００円以

上の場合は１２万３，０００円とし、１６万４，０００円未満の場合はその４分の３に

相当する額として算定した額の合計額とすること。 

・林業労働者就労環境改善支援事業の補助対象経費が、綾部市緑の担い手育成事業費補助

金交付要綱第４条の規定により算定した補助金の額を下回るときは、当該事業の補助金

は、補助対象経費と同額とすること。 
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（裏面） 

 

２  事業完了年月日              年  月  日  

 

３  収支計算 

収入の部                              単位：円 

事 業 区 分 
収 入 済 額 

計 備 考 
補 助 金 そ の 他 

新規就労者支援事業 
 

 

   

林業労働者就労環境

改善支援事業 

    

    合    計     

支出の部                              単位：円 

事 業 区 分 
収 入 済 額 

計 備 考 
補 助 金 そ の 他 

新規就労者支援事業 
 

 

  

 

 

 

林業労働者就労環境

改善支援事業 

    

合    計     

 

４ 添付書類 

（１）事業実施に係る支出等が確認できる書類の写し 

（２）事業完了日時点での林業労働者の一覧表（綾部市緑の担い手育成事業計画書（様式

第１号）別紙１を用いて作成してください。） 

（３）その他市長が必要と認める書類
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別
紙

 

補
助

対
象

者
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

緑
の

担
い

手
育

成
事

業
の

取
組

成
果

 

 １
 

事
業

完
了

年
月

日
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

２
 

 
 

年
度

の
労

働
者

災
害

補
償

保
険

の
算

定
基

礎
と

な
っ

た
林

業
労

働
者

の
総

賃
金

 
 

 
 

 
 

円
（

林
業

労
働

者
就

労
環

境
改

善
支

援
事

業
補

助
金

の
算

定
基

礎
）
 

（
注

）
該

当
す

る
労

働
災

害
補

償
保

険
料

算
定

時
の

資
料

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

３
 

新
規

就
労

者
支

援
事

業
に

つ
い

て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

単
位

：
円

 

新
規

就
労

者
氏

名
 
項

目
 

１
 

整
備

し
た

機
械

 
２

 
整

備
し

た
用

具
 

合
計

 

（
１

＋
２

）
 

名
称

 
 

 
金

額
計

 
 

 
 

 
金

額
計

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

金
額

計
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
注

１
）
「

氏
名

」
欄

は
新

規
就

労
者

の
名

前
を

縦
に

記
載

し
、
「

名
称

」
欄

は
購

入
し

た
機

械
及

び
用

具
の

名
称

を
横

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

（
注

２
）

各
機

械
及

び
用

具
毎

に
、

各
新

規
就

労
者

に
該

当
す

る
金

額
を

記
載

し
、

事
業

費
と

し
て

集
計

す
る

こ
と

。
 

４
 

林
業

労
働

者
就

労
環

境
改

善
支

援
事

業
に

つ
い

て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

単
位

：
円

 
 

（
注

１
）

①
は

労
働

条
件

（
就

労
条

件
、

福
利

厚
生

又
は

現
場

作
業

環
境

）
改

善
の

た
め

の
取

組
、

②
は

伐
採

、
路

網
整

備
等

に
関

す
る

林
業

労
働

者
の

技
術

向
上

等
の

取

組
、
③

は
独

自
の

安
全

講
習

会
、
緊

急
時

の
安

全
管

理
体

制
の

構
築

、
労

働
者

災
害

補
償

保
険

以
外

の
傷

害
保

険
加

入
等

の
取

組
に

つ
い

て
そ

れ
ぞ

れ
記

載
す

る
こ

と
。

 

（
注

２
）

事
業

費
は

、
実

施
す

る
項

目
毎

に
記

載
す

る
こ

と
。

項
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

目
 

実
 

 
施

 
 

し
 

 
た

 
 

内
 

 
容

 
事

業
費

（
円

）
 

①
林

業
労

働
者

の
待

遇
改

善
に

関
す

る
こ

と
。

 
 

 

②
林

業
労

働
者

の
教

育
及

び
訓

練
に

関
す

る
こ

と
。
 
 

 

③
林

業
労

働
者

の
労

働
安

全
に

関
す

る
こ

と
。

 
 

 

事
 

 
 

 
業

 
 

 
 

費
 

 
 

 
計
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綾部市告示第３９号 

 

 綾部市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱（平成２９年綾部市告示第８０

号）の一部を次のように改正する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

第６条第１項第１号中「、幼児園」を削る。 

 

   附 則 

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市告示第４０号 

 

 綾部市税等口座振替収納事務取扱要領（平成１５年綾部市告示第１２号）の一部を次の

ように改正する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

第２条第１項中「幼児園」を削る。 

 

   附 則 

１ この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 綾部市保育及び教育の実施に関する条例を廃止する条例（平成３０年綾部市条例第 

１９号）附則第２項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例による廃止

前の綾部市保育及び教育の実施に関する条例（平成１５年綾部市条例第５０号）の規

定に基づき徴収する保育料については、なお従前の例による。 
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綾部市告示第４１号 

 

 綾部市民間保育所等補助金交付要綱（昭和５１年綾部市告示第３７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

第１条中「、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園及び綾部

市保育及び教育の実施に関する条例（平成１５年綾部市条例第５０号）第２条第１号に規

定する幼児園」を「及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園」

に改める。 

 

   附 則 

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

　告　示　

136



綾部市告示第４２号  

 

 綾部市要保護児童対策地域協議会設置要綱（平成２０年綾部市告示第２４号）の一部を

次のように改正する。  

 

  平成３０年３月２９日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

第１条中「第３３条第８項」を「第３３条第１０項」に改める。 

 

   附 則  

この告示は、平成３０年４月２日から施行する。  
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綾部市告示第４３号  

 

 綾部市障害者グループホーム整備推進事業補助金交付要綱（平成２８年綾部市告示第  

１８号）の一部を次のように改正する。  

 

  平成３０年３月２９日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

第２条中「第５条第１５項」を「第５条第１７項」に改める。 

 

   附 則  

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。  
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綾部市告示第４４号  

 

 綾部市多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給要綱（平成２６年綾部市告示第５２号）

の一部を次のように改正する。  

 

  平成３０年３月２９日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

第２条第２項中「、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７

号）第２条第６項に規定する認定こども園又は綾部市保育及び教育の実施に関する条例（平

成１５年綾部市条例第５０号）に規定する幼児園」を「又は保育等の総合的な提供の推進

に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園」に改め、

同条第３項中「第６条の２の２第８項」を「第６条の２の２第９項」に改める。 

 

   附 則  

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。  
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綾部市告示第４５号 

 

 あやべ桜が丘団地新築促進補助金交付要綱（平成２３年綾部市告示第１６号）の一部を

次のように改正する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

 第２条第３号を削る。 

 第３条第２項を削る。 

 第５条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、認定申請者が建築工事を行う者と同一である場合その他建築工事請負契約の

締結を要しない場合は、建築工事の着手前までに提出しなければならない。 

 様式第１号中「建築契約日」を「建築工事請負契約日（申請者が建築工事を行う者と同

一である場合その他建築工事請負契約の締結を要しない場合は、建築工事着手予定日）」に

改める。 

 様式第３号中「建築請負契約書の写し」を「建築工事請負契約書の写し（申請者が建築

工事を行う者と同一である場合その他建築工事請負契約の締結を要しない場合は、添付不

要です。）」に改める。 

 

   附 則  

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。  
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綾部市告示第４６号  

 

綾部市介護用品支給事業実施要綱（平成１２年綾部市告示第２３号）の一部を次のよう

に改正する。  

 

  平成３０年３月２９日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

 第１条中「又は当該要介護者」を削る。  

 第２条第１項中「介護老人保健施設又は指定介護療養型医療施設」を「介護老人保健施

設、介護医療院又は指定介護療養型医療施設」に改め、同条第２項を削る。  

 第５条第１項中「を受理した」を「の提出があった」に改める。  

 第６条中「前条に定める審査により、介護用品を支給することが適当であると認めたと

き」を「前条第１項の規定による決定をしたとき」に改める。  

 第７条中「申請書を受理した日の属する月の翌月」を「前条の規定による支給決定をし

た日の属する月」に改める。  

 様式第１号及び様式第２号（その１）中「明治・大正・昭和」を削る。  

 様式第２号（その２）を次のように改める。  
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様式第２号（その２）（第６条関係）  

 

綾部市介護用品不支給決定通知書  

 

第     号  

年  月  日  

 

         様  

 

綾部市福祉事務所長            □印   

 

     年  月  日付けで申請のありました介護用品の支給については、次の理由

により不支給と決定しましたので通知します。  

対
象
者 

ふ り が な  

氏 名  

 

性別  

男

・
女 

生年月日  

 

年  月  日  

（   歳）  

住 所  
綾部市  

（電話   ―     ）  

不 支 給 の 理 由  

  

 この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して  

３か月以内に、綾部市長に対して審査請求をすることができます。（なお、決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算

して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）  

 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定（この決定について上記の審査請求

をしたときは、当該審査請求に対する裁決）があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）

提起することができます。（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内であっても、決定のあった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの

訴えを提起することができなくなります。）  
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 様式第３号を次のように改める。  

様式第３号（第８条関係）  

 

綾部市介護用品支給資格喪失届  

 

年  月  日  

 

 綾部市福祉事務所長    様  

 

申請者 住所               

氏名               

対象者との続柄（    ）    

 

 介護用品の支給を受ける資格がなくなりましたので、次のとおり届け出ます。  

対
象
者 

ふ り が な  

氏 名  

  

性 別  

男

・
女 

生年月日  

 

年  月  日  

（   歳） 

住 所  
綾部市  

（電話   ―     ）  

支 給 資 格 が  

なくなった理由  

１ 指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・指定介

護療養型医療施設に入所した。  

２ 介護保険法第１９条の規定による要介護度が２以下となった。  

３ 市外に転出した。  

４ 介護用品を必要としなくなった。  

５ その他  

上 記 理 由 が  

発 生 し た 日  
      年   月   日  
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   附 則 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市告示第４７号 

 

 伝統産業黒谷和紙技能後継者育成事業費補助金交付要綱（昭和５３年綾部市告示第５０

号）の一部を次のように改正する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、同条中「、その指導に当たる者及び〈専〉京都

伝統工芸大学校の学生であつて、和紙工芸研修センターに通学する者」を「及びその指導

に当たる者」に改める。 

第２条の見出しを「（補助対象者）」に改め、同条中「補助の交付対象」を「補助金の

交付の対象となる者」に改め、同条第３号を削る。 

第３条を次のように改める。 

（補助金の額等） 

第３条 補助金の額は、１人当たり月額２０，０００円とする。 

２ 補助金の交付期間は、事業開始日の属する月から２４月を限度とする。 

第４条中「第４号及び第６号」を「第３号及び第４号」に、「第２号及び第６号」を

「第２号及び第４号」に改め、「、学生にあつては第３号、第５号及び第６号に掲げる書

類を」を削り、同条第３号を削り、同条第４号中「様式第４号」を「様式第３号」に改め、

同号を同条第３号とし、同条第５号を削り、同条第６号を同条第４号とする。 

第５条の見出し中「及び証明者」を削り、同条中「前条第４号」を「前条第３号」に改

め、「とし、同条第５号に掲げる伝統産業黒谷和紙技能後継者通学証明書の証明者は、

〈専〉京都伝統工芸大学校の長」を削る。 

第６条の見出し中「交付決定」の次に「等」を加え、同条中「第４条による補助金交付

申請書を受理したときは、当該申請書を審査の上その」を「第４条の規定による申請書の

提出があつたときは、その内容を審査の上、交付の」に、「交付決定通知書（様式第６

号）」を「交付（不交付）決定通知書（様式第４号）」に改める。 

第７条の見出し中「変更・中止・廃止」を「変更等」に改め、同条中「補助金の交付を

受けた後において、止むを得ない事由により変更が生じ、若しくは中止・廃止」を「申請

者は、補助金の交付決定を受けた後において、第４条の申請内容を変更し、中止し、又は

廃止」に、「様式第７号」を「様式第５号」に改める。 

第８条を次のように改める。 

（実績報告） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者は、当該事業完了後、速やかに伝統産業黒谷和紙技

能後継者育成事業実績報告書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

 第１０条を次のように改める。 

（交付決定の取消し等） 
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第１０条 市長は、補助金の交付申請を行つた者が虚偽の申請その他不正の手段により補

助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は

既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。 

 様式第３号を削り、様式第４号を様式第３号とし、同様式の次に次の１様式を加える。 
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様式第４号（第６条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

            様 

 

綾部市長         □印   

 

伝統産業黒谷和紙技能後継者育成事業費補助金交付（不交付）決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のありました伝統産業黒谷和紙技能後継者育成事業費

補助金につきましては、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

記 

 

 

交  付 

 

 

交付決定額          円 

不 交 付 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

この決定に不服があるときは、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して

３か月以内に、綾部市長に対して審査請求をすることができます。なお、この決定があつ

たことを知つた日の翌日から起算して３か月以内であつても、この決定の日の翌日から起

算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定（この決定について上記の審査請求

をしたときは、当該審査請求に対する裁決）があつたことを知つた日の翌日から起算して

６か月以内に、綾部市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）、

提起することができます。（なお、決定があつたことを知つた日の翌日から起算して６か

月以内であつても、決定のあつた日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの

訴えを提起することができなくなります。） 
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様式第５号及び様式第６号を削り、様式第７号を様式第５号とし、様式第８号を様式

第６号とする。 

 

   附 則 

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市告示第４８号 

 

綾部市運転免許証返納者あやべ市民バス回数券等交付要綱（平成２７年綾部市告示第 

２５号）の一部を次のように改正する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

 第１条中「健康長寿定期券」の次に「（健康長寿定期６５）」を加える。 

第３条第２号中「健康長寿定期券」の次に「（健康長寿定期６５）」を加え、「７０歳」を

「６５歳」に改める。 

第４条第１項第２号中「健康長寿定期券」の次に「（健康長寿定期６５）」を加える。 

様式第１号中 

「 

 

私は、 

あやべ市民バス回数券 

 

あやべ市民バス健康長寿定期券 

 

の交付を申請します。 

 

を 

                               」 

「 

 

私は、 

あやべ市民バス回数券 

 

あやべ市民バス健康長寿定期券（健康長寿定期６５） 

 

の交付を申請します。 

 

に、 

                                      」 

「 

受 領 証 

  

あやべ市民バス回数券 
 私は、              №    を確かに受け取りました。 

あやべ市民バス健康長寿定期券 
 
     年   月   日 
 

ご署名                

 

を 

                                     」 

「 

受 領 証 

  

あやべ市民バス回数券 
 私は、              №    を確かに受け取りました。 

あやべ市民バス健康長寿定期券 に 

　告　示　

149



（健康長寿定期６５） 

 
     年   月   日 
 

ご署名                

 

                                     」 

改める。 

様式第２号中「健康長寿定期券」の次に「（健康長寿定期６５）」を加える。 

 

   附 則 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市告示第４９号  

 

綾部市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成２８年綾部市告示第２０号）の

一部を次のように改正する。  

 

平成３０年３月２９日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

 第８条第１項中「（法第５９条の２に規定する政令で定める額以上の所得を有する者に

あっては、１００分の８０）」を削り、同項に次のただし書及び各号を加える。  

ただし、次の各号に掲げる者に係る利用にあっては、当該各号に定める額を支払うも

のとする。  

（１）法第５９条の２第１項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者 利用料の

１００分の８０に相当する額  

（２）法第５９条の２第２項に規定する前項の政令で定める額を超える政令で定める額以

上の所得を有する者 利用料の１００分の７０に相当する額  

 第８条第２項中「第２号に定める要支援１」を「第２号イに定める要支援１又は同号ロ

に定める要支援２」に改め、「（法第５９条の２に規定する政令で定める額以上の所得を有

する者にあっては、１００分の８０）」を削り、同項に次のただし書及び各号を加える。  

ただし、次の各号に掲げる者に係る利用にあっては、当該各号に定める額を超えるこ

とができない。  

（１）前項第１号に規定する者 介護予防サービス費等区分支給限度基準額の１００分の

８０に相当する額  

（２）前項第２号に規定する者 介護予防サービス費等区分支給限度基準額の１００分の

７０に相当する額  

 第１０条を第１１条とし、第９条の次に次の１条を加える。  

 （指導及び監査）  

第１０条 市長は、指定事業者等に対してサービスの質の確保及び向上並びにサービス費

用の適正化を図ることを目的に、必要に応じ指導及び監査を行うものとする。  

 別表第１中  

「  

 

介  

護  

訪問型サー

ビス（第１

号 訪 問 事

業）  

訪問介護相

当サービス

指定事業

者  

地域における医療及び介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律（平成２６年法律第８３号）第

５条の規定による改正前の介護保険法

（以下「旧法」という。）第８条の２第２

項に規定する介護予防訪問介護に相当す

るもの  
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予

防

・
生

活

支

援

サ

ー

ビ

ス

事

業 

 

いきいき生

活支援事業

（訪問型サ

ービスＡ）  

委 託 事 業

者  

生活動作及び日常生活動作は自立できてい

るが、交通手段の確保が困難であり、加齢

により負荷のかかる動作が困難である者に

対し、掃除、食事の準備、買物、ごみ出し

等の生活維持のために必要なもの  

 

 

を  

通所型サー

ビス（第１

号 通 所 事

業）  

通所介護相

当サービス  

指 定 事 業

者  

旧法第８条の２第７項に規定する介護予防

通所介護に相当するもの  

すこやかシ

ニ ア 教 室

（通所型サ

ービスＡ）  

委 託 事 業

者  

生活機能の低下が認められ、日常生活動作

が困難になった者に対し、通所型の事業所

において、運動機能向上、口腔機能向上、

栄養機能向上等の指導を中心としたもの  

                                       」 

「  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介

護

予

防

・
生

活

支

援

サ

ー

ビ

ス
事

業 

訪問型サー

ビス（第１

号 訪 問 事

業）  

訪問介護相

当サービス  

指 定 事 業

者  

地域における医療及び介護の総合的な確  

保を推進するための関係法律の整備等に  

関する法律（平成２６年法律第８３号）  

第５条の規定による改正前の介護保険法

（以下「旧法」という。）第８条の２第２  

項に規定する介護予防訪問介護に相当す  

るもの  

に  

いきいき生

活支援事業

（訪問型サ

ービスＡ）  

指 定 事 業

者 又 は 委

託 事 業 者  

生活動作及び日常生活動作は自立できてい

るが、交通手段の確保が困難であり、加齢

により負荷のかかる動作が困難である者に

対し、掃除、食事の準備、買物、ごみ出し

等の生活維持のために必要なもの  

通所型サー

ビス（第１

号 通 所 事

業）  

通所介護相

当サービス  

指 定 事 業

者  

旧法第８条の２第７項に規定する介護予防

通所介護に相当するもの  

すこやかシ

ニ ア 教 室

（通所型サ

ービスＡ）  

指 定 事 業

者 又 は 委

託 事 業 者  

生活機能の低下が認められ、日常生活動作

が困難になった者に対し、通所型の事業所

において、運動機能向上、口腔
くう

機能向上、

栄養機能向上等の指導を中心としたもの  

                                       」 

改める。  

 

附 則 

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第８条第１項及び第２項の改

正規定（「第２号に定める要支援１」を「第２号イに定める要支援１又は同号ロに定める

要支援２」に改める部分を除く。）については、同年８月１日から施行する。
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綾部市告示第５０号 

 

綾部市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

（平成２８年綾部市告示第２１号）の一部を次のように改正する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

 様式第１号中「老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

 付表１及び付表２中「４ 当該指定地域密着型サービス以外のサービスを実施する場合

には、当該指定地域密着型サービス部分とそれ以外のサービス部分の料金の状況が分かる

ような料金表を提出してください。」を削る。 

 付表３中「５ 当該指定地域密着型サービス以外のサービスを実施する場合には、当該

指定地域密着型サービス部分とそれ以外のサービス部分の料金の状況が分かるような料金

表を提出してください。」を削る。 

 付表４中「４ 当該指定地域密着型サービス以外のサービスを実施する場合には、当該

指定地域密着型サービス部分とそれ以外のサービス部分の料金の状況が分かるような料金

表を提出してください。」を削る。 

 

附 則 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市告示第５１号 

 

綾部市障害者短期入所サービス利用支援事業実施要綱（平成１６年綾部市告示第１５

号）は、廃止する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

   附 則 

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市告示第５２号 

 

綾部市在宅重症心身障害児者ショートステイ利用支援事業補助金交付要綱（平成２７年

綾部市告示第２９号）は、廃止する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

   附 則 

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市告示第５３号 

 

 次の指定地域密着型サービス事業者から介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）法第７８条の５第２項の規定による事業を廃止する旨の届出があったので、同条の１１の規定に

より、次のとおり告示する。 

 

 平成３０年３月３０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也     

 

１ 申請者の名称  株式会社 恵友会 

 

２ サービスの種類  認知症対応型通所介護 

           介護予防認知症対応型通所介護 

 

３ 事業所の名称  株式会社 恵友会 エトワール 

 

４ 事業所の所在地  兵庫県伊丹市南本町３－１－７ ウィズ新伊丹１Ｆ 

 

５ 指定事業所番号  ２８９３３００２４０ 

 

６ 廃止の年月日  平成３０年１月９日 
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綾部市告示第５４号 

 

 地縁による団体「安国寺町自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  平成３０年３月３０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

規約に定める目的を次のように変更する。 

 

  本会は、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設その他共有財産の維持管 

理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とす

る。 

 

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）会員相互の連絡事務に関すること。 

（２）地域の活性化及び生活環境の改善に関すること。 

（３）地域の防火、防災に関すること。 

（４）会員相互の人権尊重、親睦、研修及び文化教養の向上に関すること。 

（５）会員の福利厚生に関すること。 

（６）集会施設等の管理運営に関すること。 

（７）共有財産の維持管理に関すること。 

（８）山林所有財産の維持管理に関すること。 

（９）水源林の善良な維持管理に関すること。 

（10）山の緑を守るために育林、林道を整備して自然環境の保全管理に関すること。 

（11）その他目的を達成するために必要なこと。 

 

２ 変更の年月日 

  平成３０年３月３０日 

 

３ 変更の理由 

  当該団体が、解散した安国寺生産森林組合の資産を保有し、維持管理するため。 

 

　告　示　

157



綾部市告示第５５号  

 

 綾部市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例（平成９年綾部市条例第７号）第９条第１項

の規定に基づき、平成３０年度綾部市一般廃棄物処理計画を次のように定める。 

 

平成３０年３月３０日 

 

綾部市長  山 崎 善 也  

 

   

１ 一般廃棄物処理計画の基本計画 

廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、市民の生活環境の保全及び公衆衛

生の向上を図る。 

 

２ 計画処理区域 

綾部市全域を計画処理区域とする。 

 

３ 一般廃棄物の排出の状況 

区 分 内 訳 数 量 

ごみ関係 

可 燃 ご み ５，５７４  ｔ 

不 燃 ご み ９２１  ｔ 

資 源 物（び      ん） ２７２  ｔ 

〃  （缶    類） ７１  ｔ 

〃  （ペットボトル）      ７３  ｔ 

〃  （白色トレー） ２  ｔ 

〃  （衣 類） １６３  ｔ 

粗大ごみ ３９６  ｔ 

家 電 ４ 品 目 ９０  件 

有害ごみ（乾電池・蛍光管） １９  ｔ 

泥 １９  ｔ 

計 ７，６００  ｔ 

 

し尿関係 

し     尿 ８，３００  kl 

し尿浄化槽汚泥 １９，９００  kl 

        計 ２８，２００  kl 

４ 一般廃棄物の処理主体 

区 分 内 訳 収 集 運 搬 中 間 処 理 最 終 処 分 

ごみ関係 

可 燃 ご み 綾部市（委託） 綾部市（直営・委託）  

不 燃 ご み 綾部市（委託）  綾部市（直営） 

資 源 物（び      ん） 綾部市（委託）  綾部市(売却・委託) 

〃  （缶    類） 綾部市（委託） 綾部市（委託） 綾部市（売却） 

〃  （ペットボトル） 綾部市（委託） 綾部市（委託） 綾部市（委託） 

〃  （白色トレー） 綾部市（委託）  綾部市（委託） 

〃  （衣 類） 綾部市（委託） 綾部市（委託） 綾部市（委託） 

粗大ごみ 綾部市（直営）  綾部市（直営・委託） 

家 電 ４ 品 目 綾部市（直営）  製 造 業 者 

有害ごみ（乾電池・蛍光管） 綾部市（委託）  綾部市（委託） 

泥 綾部市（直営）  綾部市（直営） 

有害鳥獣 福知山市（直営） 福知山市（直営） 綾部市（直営） 

事業系一般廃棄物 事 業 者 綾部市（直営・委託）  

し尿関係 
し       尿 綾部市（委託） 綾部市（直営） 綾部市（直営） 

浄 化 槽 汚 泥 許 可 業 者 綾部市（直営） 綾部市（直営） 

ごみ及びし尿の収集委託業者は、株式会社エフ・イーサービス及び早田グループ株式会社の

２業者とする。 

　告　示　

158



５ 処理計画 

 

【ごみ関係】 

（１）ごみの排出抑制・再資源化計画 

   ア 排出抑制の方法 

（ア） 分別収集の徹底 

（イ） 地域集団回収の促進 

 

   イ 再資源化の数量及び方法 

区 分 数 量 方 法 

び ん ２７２  ｔ 売却・処理委託 

缶 類 ７１  ｔ 売却 

ペットボトル ７３  ｔ 売却・処理委託 

白色トレー   ２  ｔ 処理委託 

衣 類 １６３  ｔ 処理委託 

集団回収 １，００３  ｔ 各地域で実施 

計 １，５８４  ｔ  

 

 （２）収集・運搬計画 

   ア 収集・運搬する廃棄物の量 

区 分 数 量 

可 燃 ご み ５，５００  ｔ 

不 燃 ご み ８００  ｔ 

資 源 物（び      ん） ３００  ｔ 

〃  （缶    類） ７５  ｔ 

〃  （ペットボトル） ７５  ｔ 

〃  （白色トレー） ２  ｔ 

〃  （衣 類） １２０  ｔ 

粗大ごみ ５０  ｔ 

家 電 ４ 品 目 １２  件 

有害ごみ（乾電池・蛍光管） ２０  ｔ 

泥 ２０  ｔ 

計              ６，９６２  ｔ 

   

 イ 収集区域の範囲及び収集回数 

      可 燃 ご み   別表１         不 燃 ご み   別表２ 

      衣  類    別表３         資 源 物   別表４ 

      有 害 ご み   別表４         粗 大 ご み   別表５ 

      家電４品目   別表５               泥      別表６ 

 

   ウ 収集の方法 

      可 燃 ご み   ステーション方式    不 燃 ご み   ステーション方式 

      衣 類   ステーション方式    資 源 物   ステーション方式 

      有 害 ご み   ステーション方式    粗 大 ご み   戸別収集方式 

家電４品目    戸別収集方式        泥     戸別収集方式 

 

 （３） 中間処理計画 

   ア 処理施設の概要 

      施 設 名   綾部市クリーンセンター 

      所 在 地   綾部市野田町須知山１１０番地の１０ 

      型 式   固形燃料製造施設    可燃ごみ固形燃料化方式 

      公 称 能 力   固形燃料製造施設    ５０ｔ／１６ｈ 
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   イ 搬入される廃棄物の搬入者別の内訳量 

搬 入 者 数 量 

株式会社 エフ・イーサービス ２，７５０ｔ 

早田グループ 株式会社 ２，７５０ｔ 

直接搬入 ２，０００ｔ 

計 ７，５００ｔ 

 

   ウ 製造するごみ固形燃料の量    ４，１００ｔ 

 

   エ 搬出するごみ、固形燃料の搬出先等     

搬出するごみ、固形燃料 搬  出  量 搬  出  先 

ごみ固形燃料 ４，１００ｔ 兵庫県姫路市 

木  類 ２２０ｔ 
三重県伊賀市 

兵庫県たつの市 

布 団 類 ８０ｔ 
三重県伊賀市 

京都府南丹市 

有害鳥獣 ５０ｔ 京都府福知山市 

刈 草・街路樹     １００ｔ  京都府南丹市 

       

 （４）最終処分計画 

   ア 最終処分場の概要 

     ①処 分 場 名   綾部市最終処分場 

      所 在 地   綾部市野田町須知山１１０番地の１０ 

      全 体 容 量    ７８，０００ｍ３ 

      残 余 容 量     ２，７００ｍ３ 

 

     ②処 分 場 名   綾部市第 2 最終処分場 

      所 在 地   綾部市野田町須知山３３番１ 

      全 体 容 量    ４６，０００ｍ３ 

      残 余 容 量    ４５，９５０ｍ３ 

 

   イ 搬入される廃棄物の搬入者別の内訳量及び年間埋立量 

区 分 数 量 

株式会社 エフ・イーサービス ２２０ｔ 

早田グループ 株式会社 ２２０ｔ 

直 
 

営 

覆   土 ５００ｔ 

中間処理残渣 ５００ｔ 

汚泥残渣 ７０ｔ 

粗大ごみ ２５ｔ 

泥 ２０ｔ 

直 接 搬 入 ４６０ｔ 

福知山市（中間処理残渣） ５ｔ  

年 間 埋 立 容 量                       ３，５００ｍ３ 

 

   ウ 埋立計画 

      埋立方法  セル方式 
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【し尿関係】 

（１） 収集・運搬計画 

   ア 収集・運搬する廃棄物の量 

区 分 数 量 

し 尿 ８，３００  kl 

浄 化 槽 汚 泥 １９，９００  kl 

計 ２８，２００  kl 

 

   イ 収集区域の範囲及び収集回数 

      し 尿 く み 取 り   別表 ７～８ 

      浄 化 槽 汚 泥   綾部市全域随時 

 

   ウ 収集の方法 

      戸別収集方式 

 

（２） 中間処理計画 

   ア 処理施設の概要 

      施 設 名   綾部市衛生公苑 

      所 在 地   綾部市里町久田２１番地の１７ 

      型 式   好気性消化処理方式 

      公 称 能 力   ６０kl／日 

 

   イ 搬入される廃棄物の搬入者別の内訳量 

搬 入 者 数 量 

株式会社エフ・イーサービス １６，２００  kl 

早 田 グ ル ー プ 株 式 会 社 １２，０００  kl 

計 ２８，２００  kl 

 

   ウ 残渣の量及び処分方法 

      残 渣 の 量    ５９ｍ３ 

      処 分 方 法   埋立処分 

 

【生活排水処理】 

 浄化槽で処理する区域及び人口 

  市内一円   ７，４５９人 

 

 集落排水で処理する区域及び人口 

  西八田 東八田 物部東部 志賀郷 豊里東部 口上林 高槻 山家 吉美 物部 高谷 

地区 

       ４，７２８人 

 

 コミニティ・プラントで処理をする区域及び人口 

  栗橋地区      １００人 

 

 下水道で処理する区域及び人口 

  中筋・綾部・吉美地区の一部  １３，７４９人 

 

【その他】 

 住民に対する広報・啓発活動 

※ 年間の収集日程表及びごみ分別表（別紙 9）を各戸配布 

 

６ 処理計画適用開始期日 

平成３０年４月１日 
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綾部市告示第５６号  

 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規定に基づき、平成３０年

度固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録したので、同条第２項の規定により公示す

る。  

 

平成３０年３月３０日  

 

綾部市長 山 崎 善 也  
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綾部市告示第５７号 

 

 綾部市し尿くみ取券売りさばき業務を次の者に委託したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１５８条第２項の規定に基づき告示する。 

  

 平成３０年４月１日 

  

                              綾部市長 山 崎 善 也 

 
 

１ 委託先氏名・住所 

氏    名 住        所 

村 上 芳 朗 広小路二丁目１３－３ 

平 田 和 生 駅前通１７ 

岸 見 金 一 相生町２３－４ 

林  多 嘉 子 月見町上正屋３３ 

四 方 和佳子 神宮寺町西谷３ 

安 村 弘 子 寺町堂ノ前９－１ 

  ツ バ メ 会 井倉町樋ノ元１４－１ 

山 内 みや子 青野町西ノ後１５－１３ 

若 宮 酒 造 ㈱  味方町薬師前４ 

雨 林 洋 子 田野町風久呂１－３ 

佐々木 弥 生 寺町門田２５－１ 

八 田 邦 子 綾部市味方町薬師谷３００－４１ 

改 森 基 二 西町二丁目１１５ 

高 本 裕 幸 本町四丁目１－５ 

木 下 和 美 本町七丁目６９ 

荻 野 義 則 西町一丁目５７－１ 

永 井 庸 律 岡町斗代２５ 

村 上 敏 夫 大島町沓田１１－３ 

羽 室   至 岡町弓場４－１ 

清 水 由美子 栗町ウケ川３０ 

大 島 ス ト ア ー 豊里町福垣１５３ 

四 方 善 次 里町西ノ糸１１－６ 

有限会社空山の里 鍛治屋町花ノ木６－４ 

豊里地区自治会連合会事務所 栗町大野１－２０２ 

西八田地区自治会連合会事務所 岡安町岡２２－１ 

東八田地区自治会連合会事務所 梅迫町溝尻１－１６ 

山家地区自治会連合会事務所 鷹栖町豊後田３２ 

物部地区自治会連合会事務所 物部町東野４６－１ 

志賀郷地区自治会連合会事務所 志賀郷町北町１７ 

口上林地区自治会連合会事務所 武吉町中井根３５ 

　告　示　

172



氏    名 住        所 

中上林地域振興協議会 八津合町縄手１ 

奥上林地域振興協議会 故屋岡町三反田１５ 

綾 部 会 館 味方町石風呂５０－５ 

栗文化センター 栗町相定４７－３ 

２ 委託期間  平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで。 
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綾部市告示第５８号 

 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第１５８条第１項の規定に基づ

き、綾部市下水道使用料等及び簡易水道料金の徴収業務等を下記のとおり委託 

したので、同法第１５８条第２項の規定により告示する。 

  

 平成３０年４月１日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

 

１ 委託先の主たる事務所の所在地及び名称 

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8番33号 サウスコア205 

株式会社エコシティサービス 

代表取締役 古川 一弘 

２ 委託業務の範囲 

(1) 簡易水道料金と下水道使用料等の徴収業務及び 

簡易水道の給水停止執行業務 

(2) 簡易水道の開閉栓業務 

(3) その他関連する業務 

３ 対象区域 

綾部市内及び綾部市が指定する場所 

４ 委託期間 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで   

 

　告　示　

174



綾部市告示第５９号 

 

 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第３３条の２の規定に基づき上水

道料金の徴収業務等を委託したので、地方公営企業法施行令（昭和27年政令第

403号）第２６条の４第１項の規定により告示する。 

  

 平成３０年４月１日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 委託先の主たる事務所の所在地及び名称 

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8番33号 サウスコア205 

株式会社エコシティサービス 

代表取締役 古川 一弘 

２ 委託業務の範囲 

(1) 上水道料金の徴収業務及び給水停止執行業務 

(2) 上水道の開閉栓業務 

(3) その他関連する業務 

３ 対象区域 

綾部市内及び綾部市が指定する場所 

４ 委託期間 

平成３０年４月１日から平成３１ 年３月３１日まで   
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綾部市告示第６０号 

 

 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条の規定に基づき、供用を開始する区域等を

次のように告示する。 

 なお、図面は、綾部市上下水道部下水道課において一般の供覧に供する。 

 

  平成３０年 ４月 １日 

 

                          綾部市長  山 崎 善 也 

 

１ 供用を開始すべき年月日           平成３０年 ４月 １日 

 

２ 下水を排除すべき区域            寺町の一部 

 

３ 供用を開始しようとする排水施設の位置    寺町の一部 

 

４ 供用を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別  分流式 

 

５ 下水の処理を開始すべき年月日        平成３０年 ４月 １日 

 

６ 下水を処理すべき区域            寺町の一部 

 

７ 下水の処理を開始しようとする終末処理場の位置及び名称 

（１）位置  高津町横枕８番地 

（２）名称  綾部浄化センター 
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綾部市告示第６１号  

 

 綾部市立病院の診療費並びに付随する経費の徴収及び収納事務を次の者に委託したの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定に基づき告

示する。  

 

  平成３０年４月１日  

 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

 

１ 委託先  

 

氏   名  住   所  

公益財団法人 綾部市医療公社  京都府綾部市青野町大塚２０番地の１  

 

 

 

２ 委託の期間  

 

  平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで  
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綾部市告示第６２号  

 

 犬の登録並びに狂犬病予防注射済票交付手数料の徴収及び収納事務を次の者に委託し

たので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定に基づ

き告示する。  

 

  平成３０年４月１日  

 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

 

１ 委託先  

 

  住 所 京都市下京区西七条掛越町６５番地  

 

  氏 名 公益社団法人 京都府獣医師会  

       会長理事  清 水 弘 司  

 

２ 委託の期間  

 

  平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで  
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綾部市告示第６３号 

 

 市府民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料、くらしの資金償還金、市営住宅

使用料、幼稚園保育料、放課後学級負担金、後期高齢者医療保険料、保育所保育料、介護

保険料、簡易水道使用料、公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、浄化槽使用料及

び上水道使用料の収納事務を次の者に委託したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１５８条第２項及び第１５８条の２第６項、国民健康保険法施行令（昭和 

３３年政令第３６２号）第２９条の２３第１項、高齢者の医療の確保に関する法律施行令

（平成１９年政令第３１８号）第３３条第１項、児童福祉法施行令（昭和２３年政令第 

７４号）第４４条第１項、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第４５条の７

第１項、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２６条の４第１項並びに

綾部市会計規則第３３条第２項（昭和５７年綾部市規則第２号）の規定に基づき告示する。 

 

  平成３０年４月１日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

 

 １ 委託先 

 

氏   名 住   所 

株式会社京都銀行 
京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町７００

番地 

地銀ネットワークサービス 

株式会社 
東京都中央区日本橋本石町４丁目６番７号 

国分グローサーズチェーン 

株式会社 
東京都中央区日本橋一丁目１番１号 

株式会社しんきん情報サービス 東京都港区港南１丁目８番２７号 

株式会社セーブオン 群馬県前橋市亀里町９００番地 

株式会社セイコーマート 
北海道札幌市中央区南９条西５丁目４２１ 

番地 

株式会社セブン－イレブン・ 

ジャパン 
東京都千代田区二番町８番地８ 

株式会社ファミリーマート 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 

株式会社ポプラ 
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地６６５

番地の１ 

ミニストップ株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 

山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町３丁目１０番１号 
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株式会社ローソン 東京都品川区大崎１丁目１１番２号 

 

 

 ２ 委託の期間 

     

   平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 
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綾部市告示第６４号 

 

 ふるさと納税収納代行事務を次の者に委託したので、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１５８条第２項の規定に基づき告示する。 

 

  平成３０年４月１日 

 

                        綾部市長 山 崎 善 也 

 

 

１  委託先 

 

氏   名 住   所 

株式会社トラストバンク 東京都目黒区青葉台三丁目６番２８号 

 

 

 ２  委託の期間 

     

    平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 
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綾部市訓令甲第２号 

 

庁 中 一 般  

 

綾部市職員等からの公益通報の処理に関する規程を次のように定める。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市職員等からの公益通報の処理に関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号）の規定に基づき、

職員等からの公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において「職員等」とは、次に掲げる者をいう。 

（１）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項に規定する一般職に属す

る職員及び同条第３項第３号に規定する特別職に属する職員並びに綾部市非常勤嘱

託職員及び臨時的任用職員の雇用に関する規則（平成２７年綾部市規則第１４号）第

２条第２項に規定する臨時的任用職員 

（２）市の出資する団体の役員及び職員 

（３）市と委託、請負その他の契約を締結している事業者が行う当該契約に基づく業務に

従事する者 

（４）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理

者が管理する市の公の施設の管理業務に従事する者 

２ この規程において「公益通報」とは、職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害

を加える目的その他の不正の目的でなく、市若しくは職員等について通報対象事実が生

じ、又はまさに生じようとしている旨を市長に通報することをいう。 

３ この規程において「公益通報者」とは、公益通報を行った職員等をいう。 

４ この規程において「通報対象事実」とは、次の各号のいずれかに該当する事実をいう。 

（１）法令（条例、規則等を含む。）に違反する事実 

（２）市民の生命、身体、財産その他の利益に重大な損害を与えるおそれのある事実 

（３）前２号に掲げるもののほか職務上行われた市民全体の利益に反する事実 

 （公益通報窓口の設置） 

第３条 職員等からの通報を処理するため、公益通報窓口を職員担当課に設置する。 

（公益通報の実施） 

第４条 職員等からの公益通報は、原則として通報者の氏名及び連絡先を明らかにして行

うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、匿名で行うことができる。 
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（公益通報者の責務） 

第５条 職員等は、公益通報に際しては、客観的な資料に基づき誠実に行わなければなら

ない。 

２ 公益通報者は、公益通報に関して行われる調査に協力しなければならない。 

（公益通報処理委員会） 

第６条 公益通報を処理するため、公益通報処理委員会（以下「委員会」という。）を設置

する。 

２ 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

３ 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。 

４ 委員会の構成は、別表のとおりとする。 

５ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を

代理する。 

７ 委員長、副委員長及び委員は、自らが行った行為に係る公益通報を処理することがで

きない。 

８ 委員会の庶務は、職員担当課において処理する。 

（調査の実施） 

第７条 職員担当課長は、公益通報を受けたときは、直ちに委員長に報告しなければなら

ない。 

２ 委員長は、前項の報告を受けたときは、直ちに委員会を招集し、調査の必要があると

認めるときは、調査を行うものとする。 

３ 職員担当課長は、前項の規定により調査を行う場合はその旨を、調査を行わない場合

はその旨及びその理由を、公益通報者に連絡しなければならない。 

（調査結果の報告） 

第８条 委員長は、調査の結果、当該公益通報に関し、通報対象事実があると認めるとき

は、その内容を証する資料とともに市長に報告しなければならない。 

２ 委員長は、調査の結果、当該公益通報に関し、通報対象事実があると認められなかっ

たとき又は調査を尽くしても通報対象事実が判明しないときは、その旨を市長に報告し

なければならない。 

（報告後の措置） 

第９条 市長は、委員長から調査結果の報告を受けたときは、必要に応じて適切な措置を

講じなければならない。 

２ 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、通報対象事実に該当する

行為を行った職員等に対し、懲戒処分その他の必要な措置を講じるものとする。 

３ 職員担当課長は、調査の結果及び前項の規定により講じた措置について公益通報者に

報告しなければならない。ただし、匿名による公益通報又は報告を希望しない公益通報

については、この限りでない。 

（公益通報者の保護） 

第１０条 市長は、公益通報をしたことを理由として、公益通報者に対し、不利益な取扱
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いをしてはならない。 

（秘密保持等） 

第１１条 公益通報の処理に従事する者は、公益通報に関する秘密を他に漏らしてはなら

ない。その職を退いた後においても同様とする。 

２ 公益通報を受けた事案について、特別の利害関係を有する職員は、当該公益通報に係

る事務に関与してはならない。 

（その他） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 
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別表（第６条関係） 

委 員 長 副市長 

副 委 員 長 総務部長 

委 員 

企画財政部長 

市民環境部長 

福祉保健部長 

農林商工部長 

定住交流部長 

建設部長 

消防長 

上下水道部長 

議会事務局長 

教育部長 
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綾部市訓令甲第３号 

 

庁 中 一 般  

 

綾部市特定個人情報取扱規程を次のように定める。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市特定個人情報取扱規程 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 体制（第４条―第８条） 

第３章 特定個人情報の取扱い（第９条―第１７条） 

第４章 個人番号利用事務等の業務の委託等（第１８条） 

第５章 情報漏えい等事案への対応（第１９条） 

第６章 点検及び監査等の実施（第２０条―第２２条） 

第７章 雑則（第２３条） 

附則 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）に基づき、綾部市が行う個

人番号利用事務及び個人番号関係事務（以下「個人番号利用事務等」という。）における

特定個人情報の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において使用する用語の意義は、番号法及び特定個人情報の適正な取扱

いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編）（平成２６年特定個人情報保

護委員会告示第６号）において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところ

による。 

（１）職員等 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項に規定する一般

職に属する職員及び同条第３項に規定する特別職に属する職員並びに綾部市非常勤

嘱託職員及 び臨時的 任用職員の 雇用に関 する規則（ 平成２７ 年綾部市規 則第 

１４号）第２条第２項に規定する臨時的任用職員をいう。 

（２）外部有識者等 綾部市から報酬等の支払を受ける外部有識者その他支払調書等の作
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成の対象となる者をいう。 

（３）扶養親族 所得税法（昭和４０年法律第３３号）第８３条に定める配偶者控除の対

象となる控除対象配偶者、同法第８３条の２に定める配偶者特別控除の対象となる配

偶者、同法第８４条に定める扶養控除の対象となる控除対象扶養親族並びに地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第４５条の３、同法第３１７条の３の２及び地方税法

施行規則（昭和２９年総理府令第２３号）第２条の３の２において給与所得者の扶養

控除等（異動）申告書に記載することとされている控除対象扶養親族以外の扶養親族

をいう。 

（４）特定個人情報取扱者 特定個人情報を取り扱う事務の担当者をいう。 

（事務の範囲） 

第３条 綾部市が行う個人番号利用事務は、番号法及び綾部市行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年綾部市条例第３７号。以下「番号条例」という。）

に規定する事務とする。 

２ 綾部市が行う個人番号関係事務は、番号法に基づき、職員等、外部有識者等、扶養親

族その他の個人から特定個人情報の提供を受け、当該特定個人情報が記載された法定調

書等を作成し、他の個人番号利用事務等実施者に提出する事務とする。 

第２章 体制 

（総括責任者）  

第４条 各機関における特定個人情報の管理に関する事務を総括するため、総括責任者を

１人置き、総務部長をもって充てる。  

（保護責任者）  

第５条 個人番号利用事務等における特定個人情報の適正な取扱い並びに円滑な運用及び

管理を図るため、保護責任者を置き、事務を主管する所属長をもって充てる。 

２ 保護責任者は、特定個人情報取扱者及びその役割を事務取扱担当者一覧（様式第１号）

により指定し、特定個人情報取扱者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならな

い。 

３ 保護責任者は、特定個人情報取扱者が取り扱う特定個人情報の範囲を指定するものと

する。 

４ 保護責任者は、特定個人情報の取扱いに関する事務マニュアル（様式第２号）により

個人番号利用事務等の流れを整理し、管理段階ごとに安全管理措置を織り込むこととす

る。 

５ 保護責任者は、次に掲げる組織体制を整備するものとする。 

（１）特定個人情報取扱者がこの規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の報

告連絡体制 

（２）特定個人情報の漏えいその他の番号法違反（以下「情報漏えい等」という。）事案が

発生し、又は兆候を把握した場合の対応体制及び報告連絡体制 

（３）特定個人情報を複数の所属で取り扱う場合の各所属の役割分担及び責任の明確化 
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（特定個人情報取扱者の責務） 

第６条 特定個人情報取扱者は、番号法、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号）及び綾部市個人情報保護条例（平成１５年綾部市条例第３１号）の趣旨にの

っとり、関連する法令及び規程等の定め並びに保護責任者の指示に従い、特定個人情報

を取り扱わなければならない。 

 （監査責任者）  

第７条 特定個人情報の管理の状況について監査するため、監査責任者を１人置き、総務

課長をもって充てる。  

（研修） 

第８条 総括責任者及び保護責任者は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる研

修を行うものとする。  

（１）特定個人情報取扱者 特定個人情報の適正な取扱いについて理解を深め、特定個人

情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な研修  

（２）特定個人情報取扱者のうち特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事するも  

の 番号法第２９条の２に定めるサイバーセキュリティの確保に関する事項その他の

事項に関する研修  

２ 総括責任者及び保護責任者は、特定個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する

事務に従事する職員に対し、特定個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、

運用及びセキュリティ対策に関して必要な研修を行うものとする。  

３ 総括責任者は、保護責任者に対し、当該所属における特定個人情報の適正な管理のた

めに必要な研修を行うものとする。  

４ 総括責任者及び保護責任者は、特定個人情報取扱者に対し、特定個人情報の適切な管

理のために、研修への参加の機会の付与その他必要な措置を講じるものとする。  

５ 総括責任者は、研修を行うに当たり、特定個人情報に関する研修計画（様式第３号）

を策定し、研修計画に基づき研修を実施するものとする。  

第３章 特定個人情報の取扱い 

（特定個人情報の収集） 

第９条 特定個人情報の収集は、適法かつ公正な手段によって行わなければならない。 

２ 特定個人情報取扱者は、第３条に規定する事務を処理するために必要があるときは、

利用目的をあらかじめ明示した上で、個人番号の提供を求めるものとする。 

（特定個人情報の利用） 

第１０条 特定個人情報の利用は、事務において必要最小限の範囲で行うものとし、保護

責任者は、そのために必要な措置を講じなければならない。 

２ 保護責任者は、特定個人情報取扱者に対して、特定個人情報の利用目的を達成するた

めに必要最小限の範囲で利用権限を付与し、利用権限を有しない者に特定個人情報を利

用させてはならない。 

３ 特定個人情報取扱者は、利用権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的

で特定個人情報を利用してはならない。 
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４ 特定個人情報取扱者は、業務上の目的で特定個人情報を取り扱う場合であっても、次

に掲げる行為については、保護責任者の承認を得た上で行わなければならない。 

（１）特定個人情報の複製 

（２）特定個人情報の送信 

（３）特定個人情報の送付又は持出し 

（４）その他特定個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為 

５ 特定個人情報取扱者は、特定個人情報取扱者以外の者による情報の漏えい等を防止す

るため、第１５条第１項に規定する取扱区域であって、適当な作業スペースの確保、間

仕切りの設置等の措置が講じられた区域内において、個人番号利用事務等を行うことに

努めなければならない。 

（特定個人情報の保存及び管理） 

第１１条 特定個人情報が記録された文書及び電子媒体は、関係法令及び綾部市文書取扱

規程（平成１２年綾部市訓令甲第３号）に定める期間保存しなければならない。 

２ 特定個人情報が記録された文書及び電子媒体は、施錠可能な場所に保管する等の方法

により適正に管理しなければならない。 

３ 特定個人情報が電磁的記録により保管され、及び管理される場合は、綾部市情報セキ

ュリティポリシーに定める方法により適正に管理しなければならない。 

４ 特定個人情報が電磁的記録による場合は、インターネットに接続された情報通信機器

及び端末にその情報を保存してはならない。 

（特定個人情報の提供） 

第１２条 特定個人情報は、番号法及び番号条例により認められている場合においてのみ

提供することができる。 

２ 前項の提供に当たっては、厳重な管理方法によって行わなければならない。 

３ 職員等は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法及び番号条

例で定める場合を除き、特定個人情報の提供を求めてはならない。 

（特定個人情報の廃棄及び削除） 

第１３条 特定個人情報が記録された文書及び電子媒体は、関係法令及び綾部市文書取扱

規程により定められた保存期間を超えた場合に廃棄及び削除を行うものとする。 

２ 特定個人情報が記録された文書及び電子媒体の廃棄及び削除に当たっては、保護責任

者の指示により、容易に復元できない方法により適切に行うものとする。 

（特定個人情報の取扱状況の記録） 

第１４条 保護責任者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備し、当

該特定個人情報の利用、保管、持出し等の取扱状況について、特定個人情報管理台帳（様

式第４号）及び特定個人情報ファイル持出し記録簿（様式第５号）により記録しなけれ

ばならない。 

（取扱区域） 

第１５条 保護責任者は、特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域（以下「取扱区域」

という。）を明確にし、取扱区域（様式第６号）により指定した上で、書類等の盗難又は
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紛失等を防止するために、特定個人情報が記録された文書を施錠可能な場所に保管し、

又は持ち運ぶ必要が生じた場合には容易に個人番号が判明しないよう対処する等の物理

的な安全管理措置を講じなければならない。  

（電子媒体における安全の確保等） 

第１６条 保護責任者は、電子媒体において特定個人情報を取り扱う場合は綾部市情報セ

キュリティポリシーに基づく安全管理措置を講じなければならない。 

２ 特定個人情報取扱者は、個人番号利用事務の実施に当たり接続する情報提供ネットワ

ークシステム等の接続運用規程等が示す安全管理措置を遵守しなければならない。  

３ 保護責任者は、個人番号利用事務において使用する情報システムについて、インター

ネットから独立する等の高いセキュリティ対策を踏まえたシステムの構築又は運用体

制の整備を行うものとする。  

（特定個人情報保護評価） 

第１７条 保護責任者は、特定個人情報ファイルを保有しようとする場合は、特定個人情

報保護評価に関する規則（平成２６年特定個人情報保護委員会規則第１号）及び特定個

人情報保護評価指針（平成２６年特定個人情報保護委員会告示第４号）の定めるところ

により、当該特定個人情報ファイルの保有前に特定個人情報保護評価を実施するものと

する。 

第４章 個人番号利用事務等の業務の委託等 

（業務の委託等） 

第１８条 保護責任者は、個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託

を受ける者において、番号法に基づき綾部市が果たすべき安全管理措置と同等の措置が

講じられることについて、あらかじめ確認しなければならない。 

２ 保護責任者は、前項の委託をする場合は、当該委託契約書に、特定個人情報の取扱い

に関する特記事項を規定するとともに、委託を受けた者に対し、綾部市が果たすべき安

全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならな

い。 

３ 保護責任者は、個人番号利用事務等の全部又は一部を再委託する場合は、再委託を受

ける者の個人番号利用事務等の取扱いについて適切な安全管理が図られることを確認

した上で再委託の諾否を判断しなければならない。 

第５章 情報漏えい等事案への対応 

（事案の報告及び対応） 

第１９条 情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び職員等がこの規程等に

違反している事実又は兆候を把握した場合その他安全確保上で問題となる事案が発生

した場合に、その事実を知った職員等は、直ちに当該特定個人情報を管理する保護責任

者に報告するものとする。 

２ 保護責任者は、情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合には、直ちに総括

責任者に報告するものとする。 

３ 前項の報告があった場合において、総括責任者は速やかに個人情報保護委員会に必要
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事項を報告するものとする。 

第６章 点検及び監査等の実施 

（点検） 

第２０条 保護責任者は、自ら管理責任を有する特定個人情報の管理状況について定期又

は随時に点検を行い、その結果を総括責任者に報告するものとする。 

２ 総括責任者は、必要があると認めるときは、保護責任者に対し、管理状況について報

告を求め、又は調査を行うことができる。 

３ 総括責任者は、第１項の規定による報告の内容又は前項の報告の内容若しくは調査の

結果を踏まえ、必要があると認めるときは、当該保護責任者に対し、管理方法の改善を

指示するものとする。 

４ 保護責任者は、前項の規定による指示の内容を踏まえ、必要な措置を講じ、その結果

を総括責任者に報告するものとする。 

（監査） 

第２１条 監査責任者は、特定個人情報管理の状況について、定期又は随時に点検又は監

査を行い、その結果を総括責任者に報告するものとする。 

２ 監査責任者は、監査を行うに当たり、特定個人情報に関する監査計画（様式第７号）

を立案し、総括責任者の承認を得るものとする。 

 （評価及び見直し） 

第２２条 総括責任者は、第２０条の点検又は前条の監査の結果等を踏まえ、必要がある

と認めるときは、本規程等の見直し等の措置を講じるものとする。 

   第７章 雑則 

（その他） 

第２３条 この規程に定めるもののほか、特定個人情報の取扱いについて必要な事項は、

別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 

 

    年  月  日  

 

 

事務取扱担当者一覧 

 

 

 

 部 課 氏名 役職 事務 備考 

１       

２       

３       

４       

５       

６       

７       

８       

９       

１０       

注：適宜、行を追加すること。 
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様式第２号（第５条関係） 

 

    年  月  日  

          部  

          課  

 

特定個人情報の取扱いに関する事務マニュアル 

（      に関する事務） 

 

各事務手続の実施に当たっては、綾部市特定個人情報取扱規程を遵守する。 

区   分 概   要（主な留意点等） 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 注：適宜、行を追加すること。 
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様
式

第
３

号
（

第
８

条
関

係
）

 

 

 
 

 
 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

部
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

課
 
 

 
 

 
 

 
年

度
 

特
定

個
人

情
報
に

関
す

る
研

修
計

画
 

 

 
実

施
時
期
 

研
修

名
 

対
象

者
 

実
施

方
法
 

備
考
 

１
 

 
 

 
 

 

２
 

 
 

 
 

 

３
 

 
 

 
 

 

４
 

 
 

 
 

 

５
 

 
 

 
 

 

６
 

 
 

 
 

 

７
 

 
 

 
 

 

８
 

 
 

 
 

 

９
 

 
 

 
 

 

１
０
 

 
 

 
 

 

 
 
 
注
：

適
宜

、
行

を
追

加
す
る

こ
と
。
 

 

 
 

　訓　令　甲　

195



様
式

第
４

号
（

第
１

４
条

関
係

）
 

特
定

個
人

情
報

管
理

台
帳
 

 

番
号
 

特
定

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル
 

利
用

目
的
 

事
務

取
扱

担
当

者
 

取
扱
部
署
 

登
録
 

廃
棄
 

年
月

日
 

年
月

日
 

責
任

者
 

検
印
 

 
 

 
 

 
 

 
年
 

月
 

日
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
年
 

月
 

日
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
年
 

月
 

日
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
年
 

月
 

日
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
年
 

月
 

日
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
年
 

月
 

日
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
年
 

月
 

日
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
年
 

月
 

日
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 

「
登

録
」

に
つ

い
て

は
、

シ
ス

テ
ム
に

お
け

る
保

有
特

定
個

人
情
報

フ
ァ

イ
ル

を
収

受
し

、
シ
ス

テ
ム

へ
の
登
録

が
完

了
し
た

年
月

日
を

記
載

す
る

も
の
と

す
る

。
 

「
廃

棄
」

に
つ

い
て

は
、

シ
ス

テ
ム
に

お
け

る
保

有
特

定
個

人
情
報

フ
ァ

イ
ル

の
消

去
及

び
公
文

書
に

お
け
る
保

有
特

定
個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

の
廃

棄
が
と

も
に

完
了

し
た

年
月

日
を

記
載

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 

　訓　令　甲　

196



様式第５号（第１４条関係） 

 

特定個人情報ファイル持出し記録簿 

 

特定個人情報ファイルに

係 る 書 類 ・ 媒 体 名 
持出し年月日 返 却 年 月 日 持 出 し 担 当 者 返却時検印 

 年 月 日 年 月 日   

 年 月 日 年 月 日   

 年 月 日 年 月 日   

 年 月 日 年 月 日   

 年 月 日 年 月 日   

 年 月 日 年 月 日   

 年 月 日 年 月 日   

 年 月 日 年 月 日   

 年 月 日 年 月 日   

 年 月 日 年 月 日   

 年 月 日 年 月 日   

 年 月 日 年 月 日   

 年 月 日 年 月 日   

 年 月 日 年 月 日   

 年 月 日 年 月 日   
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様
式

第
６

号
（

第
１

５
条

関
係

）
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

庁
舎

 
 

 
 

階
 

 

取
 

扱
 

区
 

域
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様式第７号（第２１条関係） 

 

      年  月  日 

          部 

          課 

 

 

       年度 特定個人情報に関する監査計画 

 

 

１ 監査計画 

１ 監査目的 
 

 

２ 監査範囲 
 

 

３ 被監査部門 
 

 

４ 監査方法 
 

 

５ 監査実施日程 
 

 

６ 監査実施体制 
 

 

７ 適用基準 
 

 

 

２ 監査結果のフォローアップ 

総括責任者は、点検又は監査の結果等を踏まえ、必要があると認めるときは、取扱

規程等の見直し等の措置を講ずることとする。 
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綾部市公告第２８号  

 

 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  

 なお、送達すべき書類は、綾部市総務部税務課において保管し、送達を受けるべき者の

申出があれば交付する。  

 

 

  平成３０年３月８日  

 

 

                           綾部市長 山 崎 善 也  

 

 

１ 送達を受けるべき書類の名称  

  平成２９年度 市府民税 督促状  

 

２ 送達を受けるべき者の氏名又は名称  

  平岡 モラレス ペドロ（MORALES HIRAOKA PEDRO ANTONIO） 

  坂田 マルレネ（JULIO SAKATA MARLENE） 

  村川 志織  
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綾部市公告第３４号 

 

綾部市下水道排水設備指定業者規則第１３条第１項第１号に基づく指定業者を次により公表

します。 

 

   平成３０年 ４月 １日 

 

   綾部市長 山 崎 善 也    

 

１ 新たに指定する業者 

事 業 所 名 代 表 者 氏 名 所 在 地 指 定 日 

勝 井 設 備 勝 井 弘 司 福知山市大江町小原田１１３２番地 平成 30 年 4 月 1 日 

 

指定申請内容 

指定番号 事 業 所 名 代 表 者 氏 名 所   在   地 
技術 

者数 

２１３ 勝 井 設 備 勝 井 弘 司 福知山市大江町小原田１１３２番地 ３ 
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綾部市公告第３０号  

 

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条の規定により、農用地利

用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により次のとおり公告し、縦覧に供する。  

 

 

平成３０年３月１５日  

 

綾部市長 山 崎 善 也    

 

 

１ 縦覧場所  

  綾部市農業委員会事務局  

 

２ 縦覧期間  

  平成３０年３月１５日から平成３０年３月３０日まで  
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綾部市公告第３１号 

 

 綾部農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律（昭

和４４年法律第５８号）第１３条第４項で準用する同法第１１条第１項の規定により

公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案に当該農業振興地域整備計画を変更しよ

うとする理由を記載した書面を添えて、次により縦覧に供する。 

 綾部市の住民は、平成３０年４月１６日までに、縦覧に供された農業振興地域整備

計画の変更案について、綾部市に意見書を提出することができる。 

 また、当該農業振興地域整備計画の変更案のうち農用地利用計画の変更案に係る農

用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地

利用計画の変更案に対して異議があるときは、平成３０年４月１６日の翌日から起算

して１５日以内に綾部市にこれを申し出ることができる。 

 

 平成３０年３月１５日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 縦覧期間 

自  平成３０年 ３月１５日 

至  平成３０年 ４月１６日 

                  

２ 縦覧場所 

   綾部市役所 農林商工部農林課 

 

３ 意見書の提出先、提出方法、提出に当たっての注意事項 

   提出先    綾部市役所 農林商工部農林課 

   提出方法   書面によるものとする。 

   注意事項   （１）個人の場合にあっては住所、氏名、職業を、法人の場合

にあっては、法人名、代表者名、事務所の所在地を記載す

る。 

（２）意見書の内容を公表する場合もある。ただし、特定の個

人が識別しうる場合は、公表の際に当該箇所を伏せる場合

がある。 

（３）意見書に対する個別の回答は行わず、市整備計画を公告

する際に意見の要旨及びその処理結果を併せて公告する。 

 

４ 異議の申出先、申出方法、申出に当たっての注意事項 

   申出先    綾部市役所 農林商工部農林課 

   申出方法   書面によるものとする。 

   注意事項   異議の申出は、次の事項を記載した書面に異議申出人が押印し
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て行うこと。 

（１）異議申出人の氏名及び年齢又は名称及び住所 

（２）異議申出人に係る農用地利用計画の案に係る農用地区域

内の土地について有する所有権その他の権利の種類及びそ

の土地の所在並びにその土地について異議申出人以外の者

が有する所有権、その他の権利の種類及びその者の氏名又

は名称及び住所 

（３）異議申出に係る農用地利用計画の案の縦覧があったこと

を知った年月日 

（４）異議申出の趣旨及び理由 

（５）市の異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容 

（６）異議申出の年月日 

 

　公　告　

204



綾部市公告第３２号 

 

 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、綾部市市民環境部市民・国保課にお

いて保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法第２０条の２の規定により公告する。 

 

 

  平成３０年３月１６日 

 

 

                           綾部市長 山 崎 善 也 

 

 

  （以下掲示済） 
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綾部市公告第３３号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の３８第１項の規定により、次の

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について公告を求める旨の申請があ

ったことについて、当該申請を相当と認めましたので、同条第２項の規定により次のと

おり公告します。 

当該認可地縁団体が所有する次の不動産について、その所有権の保存又は移転の登記

をすることについて異議のある登記関係者等は、この公告期間内にお申し出ください。 

なお、異議を述べることができる登記関係者等は、当該不動産の表題部所有者若しく

は所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は当該不動産の所有権を有すること

を疎明する者です。 

 

  平成３０年３月１６日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

 

１ 申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所の所在地 

（１）名称 

清水自治会 

 

（２）区域 

綾部市五津合町中段２番地から五津合町井関口１８番地の区域 

 

（３）主たる事務所の所在地 

綾部市五津合町ユリノ下４番地の４ 

 

２ 申請不動産に関する事項 

（１）土地 

地目 面積 所在地 

宅地 １９．１１平方メートル 京都府綾部市五津合町森ノ下１９番３ 

宅地 １２２．３１平方メートル 京都府綾部市五津合町ユリノ下１番２ 

宅地 １３７．３１平方メートル 京都府綾部市五津合町ユリノ下１番３ 

宅地 ６５．５４平方メートル 京都府綾部市五津合町ユリノ下２番２ 

宅地 １０８．０１平方メートル 京都府綾部市五津合町ユリノ下３番３ 

宅地 ２０５．３７平方メートル 京都府綾部市五津合町ユリノ下４番２ 

宅地 ３６．６８平方メートル 京都府綾部市五津合町ユリノ下４番４ 
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 （２）表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名及び住所 

氏名 鎌部 省平 

住所 京都府綾部市五津合町鏡谷１４番・１７番・１８番合地 

 

氏名 井関 繁喜 

住所 京都府綾部市五津合町榎谷１１番地 

 

氏名 鎌部 勉武 

住所 京都府綾部市五津合町ユリ下４番地 

 

３ 公告期間 

平成３０年３月１６日から平成３０年６月１８日まで 

 

４ 異議を述べる方法 

地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）第２２条の３第３項に規定す 

る申出書の様式に必要事項を記載し、登記関係者等であること及び申出書に記載され 

た氏名及び住所を確認できる書類を添えて、綾部市市民環境部市民協働課に提出して 

ください。 
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綾部市公告第３４号 

 

綾部市下水道排水設備指定業者規則第１３条第１項第１号に基づく指定業者を次により公表

します。 

 

   平成３０年 ４月 １日 

 

   綾部市長 山 崎 善 也    

 

１ 新たに指定する業者 

事 業 所 名 代 表 者 氏 名 所 在 地 指 定 日 

勝 井 設 備 勝 井 弘 司 福知山市大江町小原田１１３２番地 平成 30 年 4 月 1 日 

 

指定申請内容 

指定番号 事 業 所 名 代 表 者 氏 名 所   在   地 
技術 

者数 

２１３ 勝 井 設 備 勝 井 弘 司 福知山市大江町小原田１１３２番地 ３ 
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綾部市水道事業管理規程第１号 

 

綾部市上下水道部事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

綾部市上下水道部事務分掌規程の一部を改正する規程 

 

綾部市上下水道部事務分掌規程（昭和５０年綾部市水道課管理規程第１号）の一部を次

のように改正する。 

第５条上水道課の項第１８号中「公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料及び浄化

槽使用料」を「下水道事業に係る使用料」に改め、同項第１９号中「公共下水道使用料、

農業集落排水施設使用料及び浄化槽使用料」を「下水道事業に係る受益者負担金及び分担

金並びに使用料」に改める。 

 

附 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市消防長訓令甲第１号  

 

消 防 本 部  

消  防  署  

 

綾部市消防署組織規程の一部を改正する訓令を次のように定める。  

 

平成３０年３月２９日  

 

綾部市消防長 栁 原 秀 一  

 

綾部市消防署組織規程の一部を改正する訓令  

 

 綾部市消防署組織規程（昭和５４年綾部市消防長訓令甲第１号）の一部を次のように改

正する。  

第２条中第９号を第１０号とし、第６号から第８号までを１号ずつ繰り下げ、第５号の

次に次の１号を加える。  

（６）市民防火担当  

 第６条第１８号中「防ぎよ」を「防御」に改める。  

 

  附 則  

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。  

消防長訓令甲
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綾部市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市教育委員会 

教育長 足 立 雅 和 

 

綾部市教育委員会規則第１号 

 

綾部市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

 

綾部市教育委員会事務局組織規則（昭和５１年綾部市教育委員会規則第４号）の一部を

次のように改正する。 

 第３条第１項第１号中「部長 次長」を「部長 理事 次長」に改める。 

 第５条第２項中「次長」を「理事及び次長」に改める。 

別表学校教育課の項中「幼児園及び」を削る。 

 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市公民館の管理及び運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

平成３０年３月２９日 

 

綾部市教育委員会      

教育長 足 立 雅 和  

 

綾部市教育委員会規則第２号 

 

綾部市公民館の管理及び運営規則の一部を改正する規則 

 

綾部市公民館の管理及び運営規則（平成１１年綾部市教育委員会規則第１号）の一部を

次のように改正する。 

 様式第２号中 

「 

使 用 の 場 所 

（該当する場所

を○で囲む） 

・多目的ホール ・集会室１ ・集会室２ ・会議室 

・研修室   ・調理実習室  ・和室１室  ・和室２室 

・その他（       ） 

を 

                                       」 

「 

使 用 の 場 所 

（該当する場所 

を○で囲む） 

・多目的ホール  ・集会室  ・会議室  ・研修室 

・調理実習室   ・和室１室 ・和室２室 

・その他（       ） 

に 

                                       」 

改める。 

 様式第４号中 

「 

使 用 の 場 所 

（該当する場所を

○で囲む） 

・多目的ホール ・集会室１ ・集会室２ ・会議室 

・研修室   ・調理実習室  ・和室１室  ・和室２室 

・その他（       ） 

を 

                                       」 

「 

使 用 の 場 所 

（該当する場所

を○で囲む） 

・多目的ホール  ・集会室  ・会議室  ・研修室 

・調理実習室   ・和室１室 ・和室２室 

・その他（       ） 

に 

                                       」 

改める。 

 

   附 則 

 この規則は、綾部市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成 

３０年綾部市条例第７号）の施行の日から施行する。 

教育委員会規則
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綾部市教育委員会告示第３号 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１４条の規定

により、平成３０年第３回（３月）綾部市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

 

平成３０年３月２３日 

                      綾部市教育委員会        

教育長 足 立 雅 和    

 

１ 日  時   平成３０年３月２８日（水） 午後１時３０分から 

２ 場  所   綾部市役所 教育委員会事務局（教育長室） 

３ 付議事項 

 ・議第８号 綾部市スポーツ推進委員の委嘱について 

４ 報告事項 

 ・中学３年生の進路状況について 

５ 事務連絡 

  ・各課からの連絡事項 
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綾部市選挙管理委員会告示第３０号 

 

 綾部市条例の制定又は改廃の請求及び綾部市の事務の執行に関する監査の請求並びに合

併協議会設置の請求に要する選挙人名簿に登録されている者の総数の５０分の１の数は、

次のとおりである。 

 

  平成３０年３月２１日 

 

綾部市選挙管理委員会      

委員長 十 倉 照 子    

 

 

 ５７９人 
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綾部市選挙管理委員会告示第３１号 

 

 綾部市議会の解散の請求並びに綾部市の議会議員、市長、副市長、選挙管理委員、監査

委員及び教育委員会の委員の解職の請求に要する選挙人名簿に登録されている者の総数の

３分の１の数は、次のとおりである。 

 

  平成３０年３月２１日 

 

綾部市選挙管理委員会      

委員長 十 倉 照 子    

 

 

 ９，６４１人 
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綾部市選挙管理委員会告示第３２号 

 

 合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求に要する選挙人名簿に登録され

ている者の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

 

  平成３０年３月２１日 

 

綾部市選挙管理委員会      

委員長 十 倉 照 子    

 

 

 ４，８２１人 
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綾部市選挙管理委員会告示第３３号 

 

 平成３０年４月８日執行の京都府知事選挙における各投票区の投票所を次のように定め

る。 

 

  平成３０年３月２２日 

 

綾部市選挙管理委員会      

委員長 十 倉 照 子    
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投 票 所 一 覧 

投 票 区 投票所の施設の名称 所 在 地 

第 １投票区  綾部市立綾部小学校 体育館  綾部市上野町上野１６８ 

第 ２投票区  綾部市市民センター 多目的ホール  綾部市並松町上溝口１４ 

第 ３投票区  綾部市武道館 競技場  綾部市西町三丁目南大坪６－６ 

第 ４投票区  神宮寺公会堂  綾部市神宮寺町重代２０－１ 

第 ５投票区  綾部市林業センター 会議室  綾部市宮代町前田２０－５ 

第 ６投票区  綾部市ふれあいセンター 研修室  綾部市大島町内山田３２ 

第 ７投票区  高津公会堂  綾部市高津町荒倉１７－７ 

第 ８投票区 綾部市立吉美小学校 体育館  綾部市有岡町田坂１６ 

第 ９投票区  釜輪公会堂  綾部市釜輪町乙味井根ノ上８－４ 

第１０投票区  綾部市立東綾小・中学校 体育館  綾部市鷹栖町小丸山２５ 

第１１投票区  西原作業場  綾部市西原町札ノ前１ 

第１２投票区  綾部市七百石コミュニティセンター  綾部市七百石町大釜田１５－５ 

第１３投票区  綾部市立西八田小学校 会議室  綾部市岡安町家ノ下１０ 

第１４投票区  下八田公民館  綾部市下八田町宮ノ越１４－２ 

第１５投票区  安国寺公民館  綾部市安国寺町下背戸６ 

第１６投票区  綾部市東八田公民館  綾部市梅迫町溝尻１－１６ 

第１７投票区  鳥居野公民館  綾部市上杉町鳥居野１６ 

第１８投票区  弥仙会館  綾部市於与岐町宮ノ下１７ 

第１９投票区  黒谷公民館  綾部市黒谷町東谷２ 

第２０投票区  綾部市健康ファミリーセンター多目的ホール  綾部市十倉名畑町欠戸３１ 

第２１投票区  位田高城館  綾部市位田町市場２８ 

第２２投票区  綾部市立豊里小学校 図工室  綾部市栗町花貝２ 

第２３投票区  舘町公民館  綾部市舘町宮ノ前９０－２ 

第２４投票区  綾部市里山交流研修センター  綾部市鍛治屋町茅倉９ 

第２５投票区  湯殿作業場  綾部市小貝町所堺６ 

第２６投票区  綾部市物部営農指導センター  綾部市物部町東野４６－１ 

第２７投票区  物部会館  綾部市物部町西樋ノ口２５ 

第２８投票区  西坂公民館  綾部市西坂町浄土寺１９ 

第２９投票区  新庄公民館  綾部市新庄町柿２０ 

第３０投票区  白道路公会堂  綾部市白道路町桜ケ坪２０ 

第３１投票区  綾部市立志賀小学校 体育館  綾部市志賀郷町丁田８ 

第３２投票区  向田公会堂  綾部市向田町秡イ森４２－３ 

第３３投票区  金河内町公民館  綾部市金河内町泉田３０ 

第３４投票区  西方公会堂  綾部市西方町貝尻１８ 

第３５投票区  京都丹の国農協旧睦合連絡所  綾部市睦合町井谷１８ 

第３６投票区  綾部市観光センター  綾部市八津合町縄手１ 

第３７投票区  五泉荘  綾部市五泉町西巻１２ 

第３８投票区  ふるさと味あやべ工房  綾部市睦寄町鼠塚３ 

第３９投票区  綾部市林業者等健康管理センター  綾部市故屋岡町三反田１５ 

第４０投票区  綾部市水源の里・老富会館  綾部市老富町ヒシリ７－１ 
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綾部市選挙管理委員会告示第３４号 

 

 平成３０年４月８日執行の京都府知事選挙における期日前投票所を次のように定める。 

 

  平成３０年３月２２日 

 

綾部市選挙管理委員会      

委員長 十 倉 照 子    

 

 

期 日 前 投 票 所 の 施 設 名 所   在   地 

綾部市役所 本庁１階会議室 京都府綾部市若竹町８番地の１ 
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綾部市選挙管理委員会告示第３５号 

 

 平成３０年４月８日執行の京都府知事選挙における投票管理者及び同職務代理者を次の

とおり選任した。 

 

  平成３０年３月２２日 

 

綾部市選挙管理委員会      

委員長 十 倉 照 子    
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投票管理者・同職務代理者選任表

氏　　　名 住　　　　　所 氏　　　名 住　　　　　所

1 土  井　郁  夫 田野町風久呂２０番地の６ 久　下　博　史 西町三丁目北大坪３－４

2 長　 　博　司 味方町薬師谷３００番地の７２ 出　口　匡　史 岡町長田５０－１４

3 山　口　和　茂 青野町東青野３０番地 吉　松　正　人 岡町堺５６－１　アンリシール２０２

4 田　中　幸　子 本町七丁目６２番地 新　川　友　規 幸通西石ケ坪６－７　アスティムⅡ４０５

5 宇　野　　　修 井倉町須ケ谷７番地の６ 松　藤　　　晃 上延町下雑面７７番地の１

6 加　藤　節　郎 安場町西ノ段６番地 石　原　良　樹 青野町六反目２７グラン・ブルーＬ棟１０２

7 大　槻　富美雄 高津町楮ノ木１２番地の１ 平　岡　靖　之 高津町両岡谷３１－３

8 梅　原　三　夫 小呂町宮ケ迫３番地の６ 植　原　英　一 里町西ノ糸１９番地の３

9 上　垣　髙　志 戸奈瀬町道ノ上５５番地の１ 四　方　和　之 鷹栖町風呂屋１１番地

10 荻　野　正由喜 下原町カジヤ３番地 中　倉　　　司 上延町蛭子３７－１

11 佐々木　武　志 和木町樋ノ口２３番地 山　下　政　和 志賀郷町梅ケ嶋１６番地 

12 塩　尻　澄　雄 上八田町仲根７番地 村　上　　　寛 七百石町八幡１６番地

13 四　方　弘　二 岡安町土樋ノ下８番地の９ 出　口　　　均 寺町門田４３－３

14 能　勢　　　了 渕垣町薮下１５番地 松　下　　　修 桜が丘二丁目１７－１０

15 四　方　哲　雄 中山町梅ノ木段１２番地 前　田　義　和 桜が丘一丁目３番地の２３

16 鈴　木　　　徹 上杉町土穴２０番地の２ 酒　井　貴　弘 桜が丘２丁目１５－１０

17 吉　 　伊久寿 上杉町小嶋１０番地の４ 川　島　稔　久 味方町中ノ坪６６－６

18 大久保　靜　雄 於与岐町下ノ谷２７番地 野瀬井　常  樹 桜ヶ丘二丁目１番地の１５

19 福　田　　　定 黒谷町宮ノ越５番地 天　野　将　明 駅前通４－１

20 八　木　秀　夫 忠町上忠４番地 髙　橋　要一朗 桜ヶ丘二丁目３番地の８

21  　橋　卓　朗 位田町岼６５番地の２ 渡　辺　秀　和 七百石町西岡１５

22 川　北　竹　夫 栗町市庭８７番地 梅　原　俊　介 若松町１番地

23 塩　見　良　則 今田町元立石１１番地 野　間　義　憲 青野町舘ノ後４０　バリュージュ青野Ａ１０２号

24 塩　見　百　代 小畑町中村２０番地 伊賀原　　　司 今田町下開１０番地

25 大　槻　　　明 小貝町所堺５番地 岩　崎　成　樹 青野町西ノ後２７－１２

26 山　田　 　史 物部町南柏原４番地の３ 岡　田　佳　伯 物部町戸尻５番地の１

27 丸　田　重　和 物部町東物部６９番地の１ 大　槻　康　彦 桜が丘１丁目６－１０

28 山　内　三　弘 西坂町宝勺２７番地 市　村　武　士 上延町八反１２６－１

29 由　良　 　文 新庄町五反４１番地 大　槻　秋　夫 白道路町北口６６番地

30 大　石　博　文 白道路町遠坂２３番地 白波瀬　正　彦 野田町広田３０

31 倉　橋　清　己 仁和町五郎四郎１７番１９番の１合地 出　口　勇　樹 綾中町花ノ木５番地

32 松　下　吉　幸 向田町松原１４番地の１ 近　松　幹　太 青野町舘ノ後５１コーポ楓２０１

33 倉　橋　正　暢 内久井町元屋敷３２番地 坂　根　博　之 坊口町由里２６

34 瀧　本　哲　雄 西方町天王２番地 東　　　勝　史 神宮寺町加迫１３番地の５

35 温　井　稔　哉 睦合町小山ノ下７２番地 馬　田　雅　之 井倉町舘１２－５

36 井　上　勝　哉 八津合町神谷２８番地 太　田　治　生 井根町菱田１番地の１

37 酒　井　道　広 福知山市桔梗が丘４－２５ 鎌　部　秀　樹 青野町下入ケ口１２－２４

38 諏　訪　久　朝 睦寄町長野２７番地 武　　　宏　樹 青野町大塚８１－２

39 馬　嶋　恒　治 光野町海沢田３８番地 田　中　松　彦 下八田町八ケ谷１番地

40 橋　本　光　弘 老富町在中３番地 古和田　　　実 睦寄町小野田８番地

投
票
区

投票管理者 同職務代理者
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綾部市選挙管理委員会告示第３６号 

 

 平成３０年４月８日執行の京都府知事選挙における期日前投票所の投票管理者及び同職

務代理者を次のとおり選任した。 

 

  平成３０年３月２２日 

 

綾部市選挙管理委員会      

委員長 十 倉 照 子    
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期日前投票所における投票管理者・同職務代理者選任表

氏　　　名 住　　　　　所 氏　　　名 住　　　　　所

３月２３日（金） 十　倉　照　子 七百石町湯ノ戸６番地 梅　原　健　太 青野町上深ケ７番地の２６

３月２４日（土） 高　野　俊　道 梅迫町中町３８番地 吉　﨑　俊　介 於与岐町田和５０番地

３月２５日（日） 西　田　愛　子 老富町小谷３番４番合地 志　賀　久　男 上延町下雑面８４番地の１

３月２６日（月） 山　田　初　代 位田町市場５９番地 岸　見　茉　春 延町鳥居15-17ﾌﾟﾗｼｰﾄﾞ103

３月２７日（火） 高　野　俊　道 梅迫町中町３８番地 上　原　達　也 延町船田５－２

３月２８日（水） 十　倉　照　子 七百石町湯ノ戸６番地 古和田　いづみ 睦寄町小野田８番地

３月２９日（木） 西　田　愛　子 老富町小谷３番４番合地 上　田　英　之 船井郡京丹波町妙楽寺出合９８番地

３月３０日（金） 山　田　初　代 位田町市場５９番地 浜　木　宏一郎 福知山市駒場新町３－８２ウッズⅣ１０１

３月３１日（土） 高　野　俊　道 梅迫町中町３８番地 由　良　真　一 福知山市天田２４９－２７

４月　１日（日） 十　倉　照　子 七百石町湯ノ戸６番地 髙　橋　一　彦 福知山市大江町南有路２４９０番地

４月　２日（月） 西　田　愛　子 老富町小谷３番４番合地 吉　崎　　　遼 下八田町堂ノ下２１ティプルメリア１０６号

４月　３日（火） 山　田　初　代 位田町市場５９番地 大　槻　伸　一 川糸町南古屋敷１２番地

４月　４日（水） 十　倉　照　子 七百石町湯ノ戸６番地 余　田　陽　一 綾中町堂ノ元１２－７

４月　５日（木） 高　野　俊　道 梅迫町中町３８番地 常　塚　章　司 大島町穴見１０ｱﾝﾋﾞｼｬｽ２０１

４月　６日（金） 西　田　愛　子 老富町小谷３番４番合地 谷　　　怜　奈 舞鶴市字浜２０番地

４月　７日（土） 山　田　初　代 位田町市場５９番地 大　槻　伸　一 川糸町南古屋敷１２番地

期日前投票管理者 同職務代理者

期日前投票日
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綾部市選挙管理委員会告示第３７号 

 

 公職選挙法第４０条第１項ただし書の規定により平成３０年４月８日執行の京都府知事

選挙の投票所を閉じる時刻を次のとおり繰り上げる。 

 

  平成３０年３月２２日 

 

綾部市選挙管理委員会      

委員長 十 倉 照 子    

 

 

投  票  区  名 投票所を開いている時間 

第１９区投票所（黒谷公民館）  午前７時から午後７時まで 

第４０区投票所（水源の里・老富会館） 午前７時から午後７時まで 
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綾部市選挙管理委員会告示第３８号 

 

 平成３０年４月８日執行の京都府知事選挙における綾部市開票区の開票の場所及び日時

を次のように定める。 

 

  平成３０年３月２２日 

 

綾部市選挙管理委員会      

委員長 十 倉 照 子    

 

 

１ 開票場所   日東精工株式会社体育館 

          綾部市宮代町門ノ前２０番地 

 

２ 開票日時   平成３０年４月８日（日） 午後９時３０分から 
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綾部市選挙管理委員会告示第３９号 

 

 平成３０年４月８日執行の京都府知事選挙における綾部市開票区の開票管理者及び同職

務代理者を次のとおり選任した。 

 

  平成３０年３月２２日 

 

綾部市選挙管理委員会      

委員長 十 倉 照 子    

 

 

京都府知事選挙 

  開票管理者 

   住 所  綾部市七百石町湯ノ戸６番地 

   氏 名  十 倉 照 子 

 

  同職務代理者 

   住 所  綾部市梅迫町中町３８番地 

氏 名  高 野 俊 道 
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綾部市選挙管理委員会告示第４０号 

 

 平成３０年４月８日執行の京都府知事選挙における開票立会人として届出のあった者が

１０人を超えるとき又は同一の政党その他の政治団体に属する者が３人以上のときの開票

立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を次のように定める。 

 

  平成３０年３月２２日 

 

綾部市選挙管理委員会      

委員長 十 倉 照 子    

 

 

１ 場  所   綾部市役所本庁北３階奥会議室 

         綾部市若竹町８番地の１ 

 

２ 日  時   平成３０年４月５日（木）午後５時１０分から 
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綾部市選挙管理委員会告示第４１号 

 

平成３０年３月２２日付け綾部市選挙管理委員会告示第３５号で告示した平成３０年 

４月８日執行の京都府知事選挙における投票管理者職務代理者について、次のとおり変更

した。  

 

  平成３０年３月２９日 

 

綾部市選挙管理委員会      

委員長 十 倉 照 子    

 

 

 

投票区 
同職務代理者 

氏     名 住     所 

３４ 塩 見   徹 青野町鵜ノ目１１番地の６４ 
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綾部市選挙管理委員会告示第４２号 

 

平成３０年３月２２日付け綾部市選挙管理委員会告示第３６号で告示した平成３０年 

４月８日執行の京都府知事選挙における期日前投票所の投票管理者職務代理者について、

次のとおり変更した。  

 

  平成３０年３月３０日 

 

綾部市選挙管理委員会      

委員長 十 倉 照 子    

 

 

 

期日前投票日 
投票管理者職務代理者 

氏     名 住     所 

３月３０日（金） 谷   怜 奈 舞鶴市字浜２０番地 

４月 ６日（金） 浜 木 宏一郎 福知山市駒場新町３－８２ウッズⅣ１０１ 

 

選挙管理委員会告示

229



 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

綾部市公平委員会      

 委員長 松 井   基  

 

綾部市公平委員会規則第１号 

 

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 

 管理職員等の範囲を定める規則（昭和４２年綾部市公平委員会規則第１号）の一部を次

のように改正する。 

 別表教育委員会事務局の項中「教育部長」の次に「、理事」を加える。 

 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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綾部市十倉財産区告示第１号 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条及び第２９６条の規定に基づき、次

の事件について平成３０年３月２４日綾部市十倉財産区議会を綾部市十倉財産区公会堂に

招集する。 

 

 

  平成３０年３月１６日 

 

 

綾部市十倉財産区管理者 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

 

付議事件 

 

１ 平成３０年度綾部市十倉財産区特別会計予算について 
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